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中国電力株式会社島根原子力発電所２号炉の発電用原子炉
設置変更許可  

 

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ５ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

１．経緯 

原子力規制委員会は、平成２５年１２月２５日に、中国電力株式会社から核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６

６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基

づき提出された島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書を受理

した。また、令和３年５月１０日、６月１４日、６月１７日及び９月６日に、

同社から当委員会に対し同申請書の補正がなされた。 

当委員会は、本申請について、原子炉等規制法第４３条の３の８第２項にお

いて準用する同法第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合しているも

のと認められることから、令和３年６月２３日の第１５回原子力規制委員会

において、審査の結果の案を取りまとめ、審査書案に対する科学的・技術的意

見の募集を行うとともに、原子力委員会及び経済産業大臣の意見を聴取する

こととした。 

今般、審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の結果並びに原子力委員

会及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ、本申請に対する設置変更

許可の可否について判断を行うこととする。 

 

２．審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の結果 

（１）結果概要 

１） 期間：令和３年６月２４日～令和３年７月２３日（３０日間） 

２） 対象：中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の

６第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）

（案） 

３） 総数：１５６件1 

 

（２）御意見の概要及び考え方 

寄せられた御意見の概要及び当該御意見への考え方を、以下のとおり取

りまとめる。 

（別紙１）中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）

に対する御意見への考え方（案） 

                                                   
1 意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された算出方法に基づくもの。 
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（別紙２）審査書案に対する直接の御意見ではないが関連するものへの考

え方（案） 

 

３．審査の結果の取りまとめ 

審査書については、寄せられた御意見を踏まえ、別紙３添付のとおりとす

る。本申請が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に

係るものに限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められると

の結論に変更はない。 

以上のことから、別紙３のとおり審査の結果を取りまとめる。 

 

４．原子力委員会への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条

の３の６第３項の規定に基づき、同条第１項第１号に規定する許可の基準

の適用について原子力委員会の意見を聴いた結果、別紙４のとおり「本件申

請については、（中略）当該発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるお

それがないものと認められるとする原子力規制委員会の判断は妥当である」

との回答があった。 

 

５．経済産業大臣への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第７１条第１項の規定に基づき、経済産業大臣の意見を

聴いた結果、別紙５のとおり「許可することに異存はない」との回答があっ

た。 

 

６．発電用原子炉設置変更許可処分 

以上を踏まえ、本申請は原子炉等規制法第４３条の３の８第２項におい

て準用する同法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準のいず

れにも適合していると認められることから、同法第４３条の３の８第１項

の規定に基づき、別紙６のとおり許可することとする。 
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［附属資料一覧］ 

 

別紙１ 中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対す

る御意見への考え方（案）・・・・・・・・・・・・・（通しＰ４～）

別紙２ 審査書案に対する直接の御意見ではないが関連するものへの考え方

（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ９０～）

別紙３ 中国電力株式会社島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請

書（２号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について

（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ１２１～）

 添付 中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更

許可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第

４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３

号及び第４号関連）（修正案）・・・・・・・（通しＰ１２３～）

別紙４ 中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（２号発電用原子炉施設の変更）について（答申）・・・・・・・・・

（通しＰ６３５～） 

別紙５ 中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（２号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について（回

答）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ６３７）

別紙６ 島根原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（２号発電用原子炉施

設の変更）について（案）・・・・・・・・・・・・（通しＰ６３８）

 

参考資料 

 

中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項

第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（修正案）

（令和３年６月２３日意見募集版からの変更見え消し）・・・・・・

（通しＰ６３９～） 
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中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（2号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 

  

 

 

  

別紙１ 
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Ⅰ はじめに 

御意見の概要 考え方 

 審査書案 2ページから 3ページまでに、今回の審査で参照されたガ

イド等が記載されていますが、令和３年４月７日に施行された「人

間工学設計開発に関する審査及び検査ガイド」の記載がありませ

ん。 

 

 「人間工学設計開発に関する審査及び検査ガイド」は、現行規

則等の要求事項を人間工学的観点から体系的に整理したもので

あり、今回の審査では参照していません。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

【経験】 

 中国電力では、2006年に当時の現職会社幹部もかかわった「土用ダ

ム」えん堤の変形データの改ざん行われ、長年に亘って隠ぺいされ

ていたことが判明し、大きな社会的問題となりました。さらに、2010

年には、会社ぐるみで、長年に亘って 511 件もの大量の「点検漏れ」

を放置してきたことも判明し、その中には、運転開始以来点検をし

なかった機器ものもあるという杜撰な管理が明らかになりました。

これらの問題が明らかになるたびに、中国電力は「安全文化の醸成」

を謳い、再発防止を誓ってきましたが、その後も安全管理が適正に

行われていない事態が何度も発生しています。そして、この度、2

号機の適合性審査が行われている最中に、原子力規制委員会から貸

与されていた機密文書を廃棄したことを 6 年間隠したままでし

た。、情報漏えいの可能性がないために報告の必要はないと判断し

ていたことが明らかとなりました。審査申請をしてからも何度も点

検漏れや事故を繰り返しています。このように安全管理ができない

中国電力は、技術的能力を満たしていません。 

 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更

しようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について

確認した結果を記したものです。技術的能力の審査に当たって

は、「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針」（平成 16年

5 月 27日原子力安全委員会決定）に基づき、設計及び工事並び

に運転及び保守について 6 項目に整理して、同指針への適合性

について確認しています。 

引き続き、事業者からの申請を踏まえ、設計及び工事の計画並

びに保安規定の変更について審査するとともに、運転段階にお

ける事業者の保安活動については、原子力規制検査を通じて監

視していきます。 

また、中国電力が原子力規制庁から受領していた非公開の審査

ガイドを誤廃棄していた件については、当該審査ガイドの提供

に関し締結している秘密保持契約の下で、中国電力において秘

密情報の適切な管理のために必要な措置が講じられることを確

認していきます。 

 

 過去の改ざん、隠蔽、点検漏れの放置、転落事故、火災、規制委員

会から貸与された資料をシュレッダーするなど大きな問題を抱え

ています。何度も繰り返しても改められない体質に、果たしてこの

会社に地域住民に多大な影響をもたらす原子力発電所を運転する

資格があるのかについて大いなる疑問を持っています。 

 

 同上 

 中国電力は、島根原発第 2 号機を運転するに際して必要とされる

「技術的能力指針」「重大事故等防止技術的能力基準」に基づく「技

 同上 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

術的能力」を欠くと考えます。 

規制委員会は、審査書 6ページ以下において、１ 組織、２ 技術

者の確保、３ 経験、４ 品質保証活動体制、５ 技術者に対する

教育・訓練、発電用原子炉主任技術者等の選任・配置の６項目にわ

たって、今後「定める」「確認する」「実施する」などとされるのみ

で、「適切なものあることを確認した。」と評価するが、その評価は

結論のみで、具体的な検討内容は明らかにされておらず、適切なも

のであることを裏付ける根拠も一切示されず、きわめて不適切で

す。 

 

 中国電力株式会社のこれまでの様々な不祥事が明らかになってい

ますが、一言で事故、不祥事としてかたづけることはすべきではあ

りません。努力した上での不可避のミスに起因するものか、怠慢に

よるものか、意図的な虚偽・隠蔽だったのかを精査すべきだと思い

ます。意図的な虚偽・隠蔽を繰り返す企業に任せて良い事業だとは

考えません。 

 

 同上 

 原発稼働に必要な資格と経験は本当にそうだろうか、評価ははなは

だ疑わしい。技術者の経験という点では、これまで 10 年間稼働し

ていない島根原発を十分な経験もない技術者が運転に関わり、トラ

ブル対応をしていくことには大きな不安がある。 

 

 同上 

【技術者の確保】 

 「さらに、必要な技術者については、採用、教育及び訓練を行うこ

とにより、 今後とも継続的に確保する方針とする 」と記載があり

ます。定期的に採用していることは事業者の作成した資料で確認で

 

 審査においては、技術者の確保について、採用、教育・訓練の

実績から必要な技術者が確保されていることを確認するととも

に、今後とも採用、教育・訓練を通じて必要な技術者を継続的
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

きましたが、離職者数を示していただかなければ、本当に技術者が

確保できているかわからないと思います。極端に言えば、20人採用

しても 25 人退職していれば技術者は減っていて確保できていませ

ん。 

 

に確保する方針であることを確認しています。 

 「島根原子力発電所 2 号炉原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針への適合性について」技術者のうち、島根原子力発電所には、

原子炉主任技術者はわずか６名、他に、第１種放射線取扱主任者は

37名、第１種ボイラー・タービン主任技術者は 7名、運転責任者の

基準に適合するものは、わずか 19名に過ぎません。 

 

 同上 

 原子力規制庁としては、業務量の増加に事業者が通常運転に関わる

業務品質を維持したまま、新たな業務に対応できると思いますか？

技術者の数の推移を見ていますと、直近では若干減っていますが本

当に対応できるんでしょうか？仮に 2号機が再稼働した場合、3号

機も控えていますが人員確保ができるのでしょうか。 

 

 同上 

なお、3 号機における技術者の確保については、島根原子力発

電所 3 号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書の審査において

確認していくことになります。 

【品質保証活動体制】 

 検証・確認の対象が品質「保証」となっていることが国内外の動向

からの決定的な遅れを表わしている。産業界では ISO9001に代表さ

れる「品質マネジメントシステム(QMS)」を最上位に据えて、かつ

マネジメントシステム自身の継続的な改善を求めている(代表的な

ツールが PDCAサイクル)。品質管理(QC)、品質保証(QA)等の活動は

QMSの一環としてマネジメントの対象となるべきものである。現状

の「品質保証活動体制」を「品質マネジメント体制」へと変換を行

ない、社内 QM 体制の全面的な見直し、組み立てと、それに見合っ

 

 技術的能力の審査に当たっては、「原子力事業者の技術的能力に

関する審査指針」（平成 16年 5月 27 日原子力安全委員会決定）

への適合性について確認しています。御指摘の「品質保証」に

ついては、同指針の用語であり、本審査書（案）でも当該用語

を用いていますが、審査においては、同指針に対し申請者が、

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制

の基準に関する規則」に基づき、品質マネジメントシステム（Ｑ

ＭＳ）を構築していることを確認しています。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

た ISO 基準を始めとする国際基準に合致した QM 関連文書の改定・

整備が必要である。 

併せて「環境マネジメントシステム(ISO14001)」「情報セキュリテ

ィマネジメントシステム(ISO27001)」の確立を行うことで企業体と

しての最低限の体制を築くべきである。 

 

 

【技術者に対する教育・訓練】 

 教育・研修も不十分で、危険な原子炉を設置・運転しているという

危機意識も乏しく、誠実性・真摯性を欠如しており、到底、技術的

能力を有しているとは言えません。 

 

 

 審査においては、技術者に対して、一般及び専門知識・技能の

習得及び習熟、原子力安全の達成に必要な技術的能力の維持・

向上のための教育及び訓練を行う方針を確認しています。また、

訓練の具体的な方針については、保安規定変更に係る審査にお

いて確認していきます。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【基準地震動の策定】  

 基準地震動が過小評価になっているおそれがあり、最大水平加速

度を少なくとも国内原発での既往最大記録値である 1700 ガルに

することを求める。その理由は次のとおりである。 

 地震学者の石橋克彦・神戸大学名誉教授は、「現在の地震科学で

は将来が正確に予測できると思うほうが余程「非科学的」なので

ある。」「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に関して、

「本質的に不可知であることを考えれば、日本全国の原発におい

て、基準地震動の最大加速度は少なくとも既往最大の 1700 ガル

にすべきである。私たちの地震現象の理解がまだ不十分であるこ

とを謙虚に受け止め、原発に求められる最大限の安全性を追求す

べきである。」と指摘している。なお、この 1700ガルの値は、中

越沖地震(2007 年)の際に柏崎刈羽原発 1 号機地下の岩盤での揺

れ（基準地震動と比較可能なもの）の最大加速度が 1699 ガルだ

ったことが、原子炉建屋最下層の地震観測記録から東京電力によ

って推計されたことに基づいている。 

今般、中国電力が島根 2号炉用に策定して規制委員会が容認した

基準地震動の最大水平加速度は Ss-F2で 777ガルであり、1700ガ

ルより過小になっている。 

 深刻な事態を招く「原発震災」について福島第一原発事故の発

生以前から警鐘を鳴らしてこられた石橋氏の提言を真摯に受け

止めるべきである。 

 基準地震動については、最大水平方向加速度を少なくとも国内原

発での既往最大記録値である 1700 ガルとして再評価すべきであ

る。 理由は下記の通り地震については、いつ、どこに、どの程度

の大きさの地震が来るかは予知予測が出来ないので、耐震基準を

 新規制基準は、地震動に影響を及ぼす震源、地質構造、伝播特性

等は敷地ごとに異なるため、過去にいずれかの地点で観測された

最大の地震動を全ての発電所に対して一律の地震動として適用

するのではなく、発電所ごとに評価することを要求しています。

また、敷地の地下構造を踏まえ、ほぼ水平で相当な拡がりを持っ

て想定される硬質地盤の自由表面である解放基盤表面における

評価を行うことを要求しています。 

規制委員会は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」とし

て、宍道
し ん じ

断層による地震及び海域のＦ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ

－Ⅴ断層による地震の地震動評価並びに「震源を特定せず策定す

る地震動」の地震動評価について審査した結果、本申請における

基準地震動は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確

かさを十分に考慮して、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地

盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から適

切に策定されていることから、解釈別記２の規定に適合してお

り、妥当であると判断しています。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

改定して再評価すべきである。地震は本来、予知予測出来るのか

という疑問がある。かつて日本の地震学では、「地震は予知予測で

きる」といわれ、気象庁にも「地震予知課」というものがあった。

しかし、それは 1995年の阪神・淡路大震災までであり、地震学者

はその後は「地震は予知予測出来ない」と結論付けた。従って現

在地震の専門家たちは「予想震源域」や「発生確率」は公表する

ものの、「日本列島、いつ、どこで巨大地震が発生しても不思議で

はない」と必ず付け加える状態である。このように、地震につい

ては、いつ、どこで、どの程度の大きさの地震が来るのかについ

ては、確立されていないのである。 

 原発の持つ潜在的な事故リスクの大きさからすれば、基準地震動

は、その原発において、これ以上の大きさの地震はあり得ないと

いう規模に設定されるべきである。しかし、中国電力による基準

地震動の設定は、過去に発生した地震の事例などから、現在、確

認されている活断層などから、想定される平均的な地震の規模に

とどまっている。これでは安全は担保されない。少なくとも、最

大水平加速度を国内原発での既往最大記録値である 1700 ガルに

するべきである。 

 地震想定及び基準地震動などについて記載されているが、結論と

しては基準地震動は最大 820 ガル「基準地震動 Ss-D（最大加速

度：水平方向 820cm/s2、鉛直方向 547cm/s2）」とされている。これ

は、今までに規制基準適合性審査により審査された原発の中でも

小さい。 

 基準地震動 820 ガルはあまりに小さすぎる。4 つのプレートがぶ

つかる日本列島に 54 基の原発があることが間違いである。地震

学者石橋克彦さんの指摘をしっかり受けとめるべきである。2019
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

年にも「内陸地震に対する原子力発電所の安全性は確保されてい

ない」と書いている。（岩波科学 2019 年 8 月）。地震想定は最低

でも既往最大の解放基盤表面で 2000ガルを想定すべきである。 

  

 地震動審査ガイドには、「震源モデルの長さ又は面積，あるいは 1

回の活動による変位量と地震規模を関連づける経験式を用いて

地震規模を設定する場合には，経験式の適用範囲が十分に検討さ

れていることを確認する。その際，経験式は平均値としての地震

規模を与えるものであることから，経験式が有するばらつきも考

慮されている必要がある。」と定められている。しかし、中国電力

はばらつきの考慮を一切行っていない。審査はやり直すべきであ

る。島根原発についての審査会合（2021 年 3 月 26 日）で中国電

力から出された資料 5-1に基づくと、宍道断層の断層モデルによ

る Ss―F2Hで最大加速度は 777ガルになっている。この断層モデ

ルにばらつきを考慮して 1標準偏差を上乗せすると地震モーメン

トは 2.41倍となり、短周期レベルは 1.34 倍になる。不確かさと

して短周期レベル 1.5倍を現行と同じように採用すると、加速度

は 777 ガルの 1.34 倍となり、1041 ガルとなる。さらに、標準偏

差の 2倍を考慮すれば、1395ガルになる。この値は、現行の最大

加速度 820ガルを上回る。基準地震動は過小評価であり、ばらつ

きを考慮して審査をやり直すべきである。このまま、審査を合格

させるようなことがあれば、12 月 4 日大阪地裁が関電大飯 3・4

号炉の設置許可取り消しの判決を下したように、規制委の調査・

審議の過程に看過しがたい過誤・欠落があることになる。 

 審査書案には、地震動審査ガイドⅠ.3.2.3(2)で定めている経験

 令和 2年度第 45回規制委員会（令和 2 年 12月 16日）において、

「基準地震動の策定に係る審査について」を決定し、その中で御

意見の観測データのばらつきについて、以下のとおり見解をまと

めています。 

・内陸地殻内地震の地震動評価で一般的に用いられている経験

式は、入倉・三宅式である。同式は、震源断層面積と地震モー

メントとの関係を一意的に示す経験式であり、強震動予測レシ

ピ（※1）を構成する関係式の一つである。強震動予測レシピを

用いて地震動評価を行う場合には、強震動予測レシピに示され

た関係式及び手順に基づいて行っていることを審査で確認し

ている。また、その際、強震動予測レシピに示されていない方

法をとる場合には、その方法に十分な科学的根拠を要する。 

・審査では、入倉・三宅式を用いて地震モーメントを計算する際、

式の基となった観測データのばらつきを反映して計算結果に

数値を上乗せする方法は用いていない。このような方法は、強

震動予測レシピで示された方法ではなく、かつこのような方法

の科学的根拠を承知していないからである。 

規制委員会は、島根原子力発電所 2号炉の基準地震動の審査にお

いても、強震動予測レシピに示された関係式及び手順に基づいて

                                                   
（※1） 震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）（地震調査推進本部 地震調査委員会） 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

式が有するばらつきの考慮を行わなかった根拠、つまり地震動審

査ガイドを無視した根拠が全く書かれていない。地震動審査ガイ

ドのⅠ.1.1にあるように、地震動審査ガイドは、設置許可基準規

則の解釈の趣旨を十分に踏まえ、基準地震動の妥当性を厳格に確

認するために活用することを目的とするものである。地震動審査

ガイドを無視することは、基準地震動の妥当性の確認が厳格に行

われていない、つまり、基準地震動の妥当性の確認に過誤・欠落

があるということを意味する。地震動審査ガイドの 3.附則に「本

ガイドに記載されている手法等以外の手法等であっても、その妥

当性が適切に示された場合には、その手法等を用いることは妨げ

ない」とあるが、その妥当性は何ら示されていない。「各種の不確

かさを十分に考慮して」と書いているだけである。短周期レベル

の不確かさと破壊開始点の不確かさの重畳に加え、地震動審査ガ

イドⅠ.3.2.3(2)が定める経験式が有するばらつきも重畳させる

べきである。 

 

地震動評価が行われていることを確認し、基準地震動が、地震動

評価に大きな影響を与えると考えられる不確かさを考慮して適

切に策定されていることを、地震学及び地震工学的見地に基づく

総合的な観点から確認し、妥当であると判断しています。 

 

 

 最近の地震から見てみると 1872年浜田地震 M7.0、2018年島根県

西部地震 M6.1、最大加速度では、2016年鳥取県中部地震 M6.6で

1494 ガル、2000 年鳥取県西部地震で M7.3 で 1142 ガル、柏崎刈

羽原発をおそった 2007 年の新潟県中越沖地震はＭ6.8 で 1018 ガ

ルになっている。これだけでみても、到底 820ガルで良しと、す

ることはできない。 

 一関で 4000ガルを経験している。 

 

 

 

 震源が同じであっても、地震動の大きさは、地層の硬さによって

変わり、軟らかい地層では地震動は大きくなります。一般に地表

付近は地中の岩盤に比べると軟らかく、地震波が硬い岩盤から急

に軟らかい岩盤に伝わることや地表までに屈折や反射などによ

り干渉することで、地震動が大きくなることがあります。以上の

ことから、同じ震源による地震動であっても、観測される場所に

おける地下の構造の違いによって地震動の大きさは異なります。 

基準地震動の策定に当たっては、敷地ごとにその地下構造を踏ま

えた評価を行うことを要求しています。その評価は、せん断波速

度（以下「Ｓ波速度」という。）がおおむね 700m/s以上の硬質地
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盤の自由表面（仮想面：解放基盤表面）において実施することを

要求しています。例えば、今回の島根原子力発電所では、標高-10m

の位置に解放基盤表面を設定しています。 

御意見にある 2016 年鳥取県中部地震、2000 年鳥取県西部地震、

2007 年新潟県中越沖地震及び 2008 年岩手・宮城内陸地震で観測

された最大加速度の記録は、Ｓ波速度が 700m/s を下回る軟らか

い地盤の地表で観測されたものであり、基準地震動における最大

加速度とは比較できません。 

さらに、2008 年岩手・宮城内陸地震による一
いち

関西
のせきにし

観測点での地

表記録(4,022ガル）は、水平動に比べ上下動が大きく、その要因

として、地震観測小屋のロッキング振動や上向きに大きく揺れる

非対称な片触れ現象（トランポリン効果）があったとの研究報告

（Aoi et al.(2008)、青井(2009)）があります。したがって、御

意見にある 2008 年岩手・宮城内陸地震による一関西の観測記録

については、特殊な効果が含まれていることから、基準地震動に

おける最大加速度とは比較できません。 

 

 日本は地震大国である。2000年以降、地震が大型化しており、基

準地震動が 1000 ガルを超える地震も珍しくない。2016 年に起き

た鳥取県中部地震では 1494 ガルであり、島根原発 2 号機の基準

地震動 820ガルを大きく超えている。ある住宅メーカーは基準地

震動を 5115 ガルとしており、一般住宅より安全性の低い原発な

ど考えられない。このことだけをとってみても、原発を稼働させ

ることなどできないことが明白である。 

 基準値震動が最大 820ガルとされているが、2000年以降 700ガル

 基準地震動は、原子力施設において安全上重要な施設の耐震安全

性を確保する上で基準となる地震動であり、御意見の一般の住宅

などの家屋に関し言及される地震動とは、その意義や内容が全く

異なるので、両者の数値は比較できません。原子力施設の安全上

重要な施設については、建築基準法で一般建築物に要求されてい

る静的地震力に対して 3倍の地震力を用いる等、一般建築物への

要求を大幅に超える厳しい条件で耐震設計をすることを求めて

おり、その際、基準地震動は、その地震動による地震力が加わっ
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

以上の地震は 31回、1000ガル以上の地震は 18回起きている。島

根原子力発電所２号炉は三井ホームなどのプレハブ住宅（3000か

ら 5000 ガル）の耐震基準よりはるかに低いことが懸念される。 

 応答スペクトルに基づく手法による地震動・基準地震動 Ss-D（最

大加速度：水平方向 820cm/s2 鉛直方向 547cm/s2）これが想定し

うる最大の基準地震動。震度 7以上の地震が起こらないと誰が言

い切れるだろうか。果たして基準地震動の範囲で収まる蓋然性は

どれくらいであろうか。また、確実に当該地震動以上が起こらな

いと言い切れるだろうか。いくら科学的にもっともらしい論理的

な帰結をもってきたとしても、誰もそれが正しいとは言い切れな

い。単にもっともらしいだけである。まして、民間の耐震住宅よ

りも低い基準地震動で「もっともらしく」科学的に論じたところ

で実際に想定外の事故が起こらないと言い切れるだろうか。 

 民間住宅の耐震性能より劣る日本の原発建屋の耐震性能は今や

明白になっている。 

 

た際に原子力施設の安全上重要な施設の安全機能が保持できる

かどうかを確認するための役割を担っています。 

基準地震動は、硬質地盤である解放基盤表面における地震動とし

て策定されます。これに対し、御意見のような一般の住宅などに

ついて言及される地震動は、それよりも軟らかい表層地盤の揺れ

の大きさを示すものと考えられます。震源が同じであっても、地

震動の大きさは地層の硬さによって変わり、軟らかい地層では地

震動は大きくなります。一般に地表付近は地中の岩盤に比べると

軟らかく、地震波が硬い岩盤から急に軟らかい岩盤に伝わること

や地表までに屈折や反射などにより干渉することで、地震動が大

きくなることがあります。 

耐震設計においては、このような地震動の特性や増幅についても

考慮に入れた上で、種々の施設や設備の耐震性の評価を行ってい

ます。基準地震動は、このような耐震設計の基礎となるものです。 

なお、御意見にある 2016 年鳥取県中部地震で観測された最大加

速度の記録は、Ｓ波速度が 700m/s を下回る軟らかい地盤の地表

で観測されたものであり、基準地震動における最大加速度とは比

較できません。 

 

 残余のリスクに基づき常に保守的評価をしなければならない。

2006 年の改定耐震指針において、「策定された地震動を上回る地

震動が生起することは否定できず、その影響が施設に及ぶことに

より、施設に重大な損傷事象が発生すること、或はそれらの結果

として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすこと

のリスク」（「残余のリスク」と命名された）が明記され認められ

 基準地震動は想定外の事象を可能な限り少なくする手法で保守

的に評価することを求めています。具体的には、地震動の評価に

当たっては、不確かさの考慮を求めるとともに、「震源を特定せず

策定する地震動」として、震源と活断層を関連付けることが困難

な過去の内陸地殻内地震を評価することを求めています。基準地

震動を超えるような地震が発生する可能性は否定できませんが、
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

た（但し、規制基準への導入は見送られ、事業者の努力目標にと

どまり、当然の事ながら事業者は定量的な評価すらしていない、

公表していない。）。しかも福島事故後の新規制基準では「極めて

まれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与え

る恐れがある地震動（基準地震動）」しか明記がなく、「残余のリ

スク」は削除されている。事業者は残余のリスクに一顧だにする

必要が無くなった。これは全面後退・退却を意味する。これでは

否定することの出来ないものと一度認識されたレベルの巨大地

震は検討・審査対象外となり、「原発の安全性」は確保できない。

依って、常に保守的評価をしなければならない。 

 

上記で策定された地震動の応答スペクトルがどの程度の超過確

率に相当するのか確認しています。このように設置許可基準規則

の解釈及び地震ガイドでは、「残余のリスク」との用語は使われて

いませんが、旧原子力安全委員会が定義した「残余のリスク」の

考え方を継承しており、申請者に対し、地震動の超過確率を適切

に参照するよう求めています。 

その上で、基準地震動を超える地震による施設の大規模な損傷が

発生した場合における重大事故の緩和などに対し、適切な措置を

整備することを確認しています。 

 

 観測強化地域に指定されるような、地震空白域に原発を建てる時

点で不合理である。地震のような破壊現象を予測可能であると想

定する事自体が非科学的である。 

 近隣の過去、将来起こるであろう地震の基準地震動で行われてい

ないことが推測される。もう一度、起こりうる最大基準地震動を

設定し、再計算して原子炉が耐えられるかの検討をするべきであ

る。 

 近年起きている地震の揺れを見れば、当該原発の耐震性能を上回

る地震が多発している。 

 島根原発では記録の残る地震は太平洋側よりも更に少ない上、近

年になって特に活動性に変化がある海域でもあり、過去の想定に

とらわれず、十分余裕のある対策が求められる。 

 断層面積の過小評価による地震動の切り下げの作為も同様で滑

稽でもある。断層の長さと深さを過小評価した基準地震動など噴

飯もので再稼動の為なら何でもやらかす非合理非安全文化の極

 規制委員会は、本申請における基準地震動は、最新の科学的・技

術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して、敷地及び

敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震

学及び地震工学的見地から適切に策定されていることから、解釈

別記２の規定に適合しており、妥当であると判断しています。 

 

- 16 -



13 

 

Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

みである。合理的安全文化を体現する審査をやり直すべきであ

る。 

 基準地震動が最大 820ガルというのは、現実に頻発している地震

から考えてもお粗末である。地域住民の生命や生活に致命的な影

響を与える施設においては既往最大を考慮すべき原発のような

施設に対して、あまりに甘すぎる想定で、とても 2011 年 3 月 11

日の福島第一原発事故の経験を踏まえているとは言えない。 

 熊本地震や中越沖地震から学び、最悪の状況を想定しているとは

言えない。 

 ばらつきを考慮したとしてもその評価値を、直近の地震は観測さ

れた実際の数値は大きく上回っている。運転を停止させるため審

査をやり直すべきである。 

 基準地震動を 820ガルで良しと、することはできないと考える。

何故 820ガルにしたかと考えてみる。私は小型の火力発電所のプ

ラント設計を担っていたことがある。その時、設計変更があって

どれだけの最大数値でもつか検討した時に、安全係数をぎりぎり

にして対応できるとの修正計算で可能との結論を出したりする。

つまり島根 2号機の基準地震動が再計算され、その可能ぎりぎり

の数値が 820ガルだったのだと結論することができる。 

 

【震源として考慮する活断層について】  

 島根原発から南約 2kmの距離にある「宍道断層」は、島根原発建

設当時は「ない」とされていたが、8、10、22、25km となり、延

びて 39kmとなった。この評価をなぜ了解したのか。 

 中国電力は基準地震動の想定に宍道断層を用いて評価している

が、設計時には活断層と認めていなくて建設・運転開始している

 規制委員会は、基準地震動の策定に用いる「震源として考慮する

活断層」の評価について、調査地域の地形・地質条件に応じて適

切な手法、範囲及び密度で調査した結果を総合的に評価し、活断

層の位置、形状、活動性等が明らかになっていることを確認して

います。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

ので、基本設計がもともと充分対応できていない上に、現時点で

39km としている評価が正しいとの保障がない。 

 断層の評価は本当にそうだろうか、評価ははなはだ疑わしい。宍

道断層については、敷地に近いということ、39kmにもわたってい

ること、活断層の評価が不確かであることを考慮すると、リスク

が低いわけではない。 

 原子力発電所の近くにあってはならない「断層」が、当初の想定

より、どんどん東に延長している。「現時点で今以上に東に断層が

ある証拠が見いだせていない」ことと、「今以上は東に断層はな

い」ことは同じではない。断層を見いだす技術力の限界の議論が

不足している。 

 島根原発 2号機設置許可は、多くの地質学者や地域住民が指摘し

ていたにも関わらず、中国電力の主張する「敷地周辺には将来地

震を起こす活断層は存在しない」との前提で行われて運転してき

ており、現在は 39kmとの評価に至った。信頼性が乏しい。 

 

御意見の宍道断層の評価については、規制委員会は、以下のとお

り最新の科学的・技術的知見を踏まえて行われていることから、

妥当であると判断しています。 

・宍道断層の西端については、古浦
こ う ら

から女
め

島
しま

付近において後期更

新世以降の断層活動を示唆する地質構造は認められないが、陸

海境界付近では調査結果に不確かさがあることを考慮し、精度

や信頼性の高い調査により宍道断層の延長部に対応する断層が

認められないことを確認している女島が西端として設定されて

いること。 

・東端については、美保
み ほ

湾
わん

における音波探査の結果では後期更新

世以降の断層活動は認められないものの、陸海境界付近では調

査結果に不確かさがあること等を考慮し、地蔵崎
じぞうざき

より東の美保

湾の東側の海域において、精度や信頼性の高い音波探査によっ

て後期更新世以降の断層活動が認められないこと及び地震調査

研究推進本部（2016）が示す活断層の可能性のある構造より東

側で明瞭な重力異常が認められなくなることを確認している位

置の美保関
みほのせき

町東方沖合い（No.3.5 測線）が東端として設定され

ていること。 

・以上の結果、各種文献が示す活断層の端部よりも更に西側及び

東側に西端及び東端が設定されたことにより、宍道断層の長さ

を約 39kmとしていること。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 中国電力は、「宍道断層で認められる明瞭な重力異常は鳥取沖西

部断層へ連続しない」としているが、「岡山地域重力図（ブーゲー

異常）（産総研）」においては両断層間の重力異常は続いているこ

とを確認することができる。また、本重力図には、この地域の重

力異常の特徴として、下記が記されている。島根半島の高重力異

常と中海の低重力異常は、最大で約 50ミリガルの重力差があり、

この重力異常の急変帯は東北東-西南西の方向に本重力図の図郭

を超えて延伸している。この重力異常は基盤の昇降運動によって

形成された地殻構造に起因していると思われ、宍道褶曲と褶曲に

ほぼ平行する宍道断層、大社衝上断層と調和的である。上述のと

おり、「この重力異常の急変帯は本重力図の図郭を超えて延伸し

ている」のであり、中国電力が言う「美保関東方沖において、明

瞭な重力異常は認められない」というのは根拠がないと考える。

したがって、両断層の連動を評価すべきである。 

 宍道断層の長さについては、39kmで評価された。しかし、この断

層の東端から約 6km東側に鳥取県西部沖断層があり、そことのつ

ながりが問題になっている。そのつながりをどのように評価され

ているのか疑問がある。その間は 6kmしか離れていない。連動す

るとして評価すべきであり、基準地震動は少なすぎる。 

 多くの地質学者が指摘するように、最低限鳥取沖西部断層への連

動についても安全側に立った評価をすべきである。 

 宍道断層と鳥取沖西部断層は連動しないとの評価は疑問 

『鳥取沖西部断層と鳥取沖東部断層の連動評価』との評価観点が

統一していないので、違和感を覚える。 

 新第三紀の地層にある「鳥取沖の断層」は、宍道断層、鳥取沖

西部断層、鳥取沖東部断層と地図上では重なる、長い一本の古い

 規制委員会は、宍道断層東端部と鳥取沖西部断層との間につい

て、以下のとおり、後期更新世以降の活動を示す構造が連続せず、

また、いずれの調査結果も両断層が連動して活動したことを示唆

するものではないことから、両断層が連動して活動するものでは

ないと判断しています。 

・音波探査の結果から後期更新世以降の断層活動は認められない

こと。 

・海底下にある地層のうちＤ２層（中新統）上面の高まりとその

高まりの南縁に後期更新世以降の活動は認められない断層が分

布しこれらの構造を横断する断層は確認されないこと。 

・速度構造断面図からも断層活動を示唆する速度構造の不連続は

認められないこと。 

・宍道断層で認められる明瞭な重力異常は鳥取沖西部断層へ連続

しないこと。 

また、重力異常が東方の鳥取沖にも連続するとの御意見について

は、鳥取沖では鳥取沖西部断層及び鳥取沖東部断層付近を境に北

側が高重力域、南側が低重力域となるやや不明瞭な重力異常が認

められるものの、宍道断層東端と鳥取沖西部断層との間（美保関

町東方沖合い）には明瞭な重力異常は認められないことから、上

記のとおり宍道断層から鳥取沖まで明瞭な重力異常が続くもので

はありません。さらに、この明瞭な重力異常が途切れる宍道断層

東端と鳥取沖西部断層との間（美保関町東方沖合い）には、上記

のとおり音波探査により後期更新世以降の活動を示す構造が連続

しないこと等が確認されています。これらのことを踏まえれば、

鳥取沖にやや不明瞭な重力異常があることを考慮しても、宍道断

層と鳥取沖西部断層との間の区間（約 6km）を越えて、両断層が連
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

地層の断層である。その上部の後期更新世の地層に三つの活断層

があるということは、震源を共有しているということではない

か。震源を共有している断層の連動性の評価が違うことは納得が

いかない。 

島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価(平成 27 年 11 月

20 日、中国電力株式会社提出)では、鳥取沖西部断層と鳥取沖東

部断層との関係について「両断層の離隔区間に活断層は認められ

ないことから、連動性の可能性は低いと考えられるが、日本海に

おける大規模地震に関する調査検討会報告書では、鳥取沖西部断

層と鳥取沖東部断層が同時に破壊するとしてグルーピングされ

ていることを踏まえ、鳥取沖西部断層及び鳥取沖東部断層の連動

を考慮した場合の最大約 98kmを評価長さとする」としている。 

震源を共有しながら離隔している活断層が、東方の活断層は連動

するが、西方の活断層は連動しない、という評価は納得しかねる。 

「宍道断層と鳥取沖西部断層との連動性の評価と関連する基準

地震動評価については、再考し、記述の修正を求める。 

 中国電力が島根原発を最初に建設した時は、宍道断層を見つける

ことができなかった。その後の調査により、22kmまで延びたが、

今回の審査によりさらに 39km まで延びた。この宍道断層の東に

は、鳥取沖西部断層が続いている。おそらく、研究を進めれば、

より延長の可能性がある。2016年の熊本地震のように連動型の地

震が起きる可能性はゼロではない。本来の委員会の役割を考え、

国民の未来に影を落とすような審査書案は撤回すべき。 

 この地震国日本での驚愕の事実を説明する典型例が島根原発設

置時の直近断層無視や断層切り刻みの積み重ねにある。宍道断層

の発見と成長の歴史である。原発稼働の為、ある断層を無いもの

動して活動することを考慮する必要はないと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 -



17 

 

Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

とし、あると認めても地震動を下げる為短く短く切り刻んで連動

さえ認めなかった歴史がある。今度は再稼動の為確認済みの主要

断層の連結を絶対に認めようとしない審査が平然と行われた。未

確認活断層は海洋部でも当然に予想され宍道断層から鳥取沖西

部断層に連なる海洋断層の連なりはあり得る。 

 

 島根原発直下には 140kmもの巨大活断層が走っている。 

 

 敷地周辺の地質・地質構造の調査において、断層長さが 140kmの

活断層は確認されていません。なお、敷地近傍の宍道断層と鳥取

沖西部断層及び鳥取沖東部断層が連動して活動するとの御意見

であれば、上記のとおり宍道断層と鳥取沖西部断層が連動して活

動することを考慮する必要はないと考えます。 

 

【「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について】  

 「地震による損傷の防止」で宍道断層について検討されている

が、現在の科学で内陸型地震を正確に予測することは不可能であ

る。そもそも島根半島が急峻な地形になっていること自体、断層

による地殻変動の結果であり、いつ地震が発生するかは予測でき

ないが、「いつかは地震が発生する」ことは断言できる。宍道断層

が動けば地震動が生じることは避けられず、断層破壊の規模や場

所によって異なる震度の上限を想定することも困難である。 

 日本は、地震大国で全ての原発が稼働に適しない。特に島根原発

は、宍道断層が近くに存在する。 

 原発の近くには、宍道断層があり、いつ大地震が発生するか判ら

ない。 

 

 規制委員会は、宍道断層による地震については、以下のとおり各

種の不確かさを十分に考慮して、地震動評価が行われており、解

釈別記２の規定に適合しており、妥当であると判断しています。 

・強震動予測レシピ、地質調査等を踏まえ、あらかじめ断層長さ

及び断層幅の不確かさを考慮した震源モデル及び震源特性パ

ラメータを設定するとともに、敷地への影響が大きくなるよう

あらかじめ敷地に近い位置にアスペリティを配置した基本震

源モデルを設定して適切に評価を実施していること。 

・基本震源モデルに対して、地震動評価に影響が大きいと考えら

えるパラメータの不確かさを考慮したケースとして、短周期の

地震動レベルを基本震源モデルの 1.5 倍としたケース等の不確

かさを十分に考慮した評価を実施していること。また、震源が
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

敷地に極めて近いことを踏まえて、各種不確かさが地震動評価

に与える影響をより詳細に評価した上で、地震動への影響が大

きい断層傾斜角、破壊伝播速度及び短周期の地震動レベルの不

確かさについて各々組み合わせることにより、さらに十分な余

裕を考慮した評価を実施していること。 

 

 「宍道断層」における地震動評価については、断層下端を申請当

初の 15kmからほとんど根拠のない 20km へ変更され、断層幅を大

きく設定したことで、アスペリティの応力降下量が小さくなり

（断層幅が地震発生層の上下端に達してほぼ一定になる「飽和断

層」の場合）、地震動が過小評価される結果となっている。従って、

基準地震動は過小評価であり、やり直すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 断層下端深さについては、規制委員会の指摘を踏まえ、最新のデ

ータによる敷地周辺の微小地震の発生状況（気象庁一元化データ

の震源鉛直分布）、中国地域の長期評価（平成 28年 7月）による

地震発生層の下限深さ D90、2000年鳥取県西部地震の震源モデル

における断層幅等の各種知見を考慮して、申請時の 15km から

20km へ設定が見直されています。 

断層下端深さの見直しに伴い断層幅は申請時の 13kmから 18kmへ

と大きくなり、その結果、アスペリティの応力降下量は約 0.95倍

と若干小さくなりますが、地震動は応力降下量のみならず各種の

震源断層パラメータが複合的に影響するものです。 

断層下端深さの見直しに伴い断層面積が大きくなることで、長周

期の地震動レベルに影響を与える震源断層パラメータである地

震モーメントは約 1.9倍に大きくなります。また、これに伴い敷

地の地震動に大きな影響を与えるアスペリティの面積は約 1.7倍

に大きくなり、短周期の地震動レベルに影響を与える震源断層パ

ラメータである短周期レベルは約 1.2 倍に大きくなります。した

がって、基準地震動は、断層幅を大きく設定したことにより過小

評価にはなることはありません。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【「震源を特定せず策定する地震動」について】  

 震源を特定できない地震でもマグニチュード 7.3の地震が起きて

いる上、その 1 つが「平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地震」と

気象庁により命名された、2000 年 10 月 6 日の地震である。この

地震は、既知の地震断層を震源としておらず、いわば未知の断層

活動により発生したものである。震源は鳥取県米子市南方約 20km

の北緯 35 度 16.4 分、東経 133 度 20.9 分、マグニチュード 7.3

で地下浅部、地震震源深さは 9kmであった。このような断層を全

て把握することはできないので、震源を特定しない地震も想定す

ることとされているが、その規模は余りに小さすぎる。島根原発

は鳥取県西部地震の震源域にも近い。特にこのような未知の断層

の影響は考慮すべきである。  

 近年の地震では、活断層のないところでも地震が起きている。「ひ

ずみ集中帯」についての研究も進んでいる。地球科学はまだ発展

途上だが、少なくとも、日本のようにプレートが周辺を囲んでい

るような国は、原発立地として不適格ということはわかる。 

 鳥取県西部地震のような規模の地震が起きれば、原発建屋への影

響がある可能性もある。 

 活断層があるかもしれない。 

 

 解釈別記２では、敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を

実施しても、なお敷地近傍において発生する可能性のある検討用

地震（内陸地殻内地震）の全てを事前に評価しうるとは言い切れ

ないことから、全ての発電所において考慮すべき地震動として

「震源を特定せず策定する地震動」についても評価を行い策定す

ることを要求しています。 

規制委員会は、本発電所についても、震源と活断層を関連づける

ことが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近

傍における観測記録を収集し、これらを基に、各種の不確かさを

考慮して「震源を特定せず策定する地震動」を策定していること

を確認し、妥当であると判断しています。 

なお、御意見の 2000 年鳥取県西部地震については、敷地周辺で

発生した地震であり、震源域と敷地及び敷地近傍とは地質学的背

景等に類似性が認められることから、観測記録収集対象とし、当

該地震の震源近傍で取得された地震観測記録のうち、信頼性が高

く最も地震動レベルの大きい賀
か

祥
しょう

ダム（監査廊）の観測記録が採

用されており、基準地震動として策定されていることを確認して

います。 

 

 「震源を特定せず策定する地震動」について、平成 25 年以降の

地震に対する最新の知見が考慮されていない。 

 

 

 

 規制委員会は、「震源を特定せず策定する地震動」について、以下

に示す「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）の一部改

正を令和 3 年 4 月 21 日に行っていますが、島根原子力発電所 2

号炉については、改正前の解釈に基づき評価が行われており、前

述のとおり、妥当であると判断しています。 

- 23 -



20 

 

Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

解釈の一部改正の内容は、「震源を特定せず策定する地震動に関

する検討チーム」が取りまとめた「標準応答スペクトル」を取り

入れたもので、これは、平成 12 年から平成 29 年の 18 年間に発

生した内陸地殻内地震の震源近傍における多数の観測記録を統

計処理して作成したものです。この一部改正に伴い、改正前の解

釈に基づく基準地震動の審査状況にかかわらず、改正後の解釈の

施行日から設置変更許可まで 3 年間の経過措置期間を設けてお

り、一部改正に伴い必要となる申請手続き等について、事業者に

通知しています。島根原子力発電所 2 号炉について、事業者は、

今後、前記の通知に基づき、所要の対応を行う必要があります。 

なお、平成 30 年以降の地震の観測記録についても、継続して収

集・分析を行っており、必要に応じて最新知見の反映を行うこと

にしています。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【耐震設計方針】 

 原発の耐震性は本当にそうだろうか、評価ははなはだ疑わしい。 

2号機建設以来、建物自体の補強がなされていないことを考えると、

耐震性が上がっているとは思えない。 

 

 新規制基準では、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓

を踏まえ、地震や津波の想定を厳しくした上で、必要となる対

策を求めており、審査においては、その対策の妥当性を確認し

ています。 

耐震重要施設は基準地震動による地震力に対して、安全機能を

損なうおそれがないように設計する方針であることを確認して

います。なお、設置変更許可に係る審査においては、基本設計

ないし基本的設計方針を確認しています。設計の詳細について

は、設計及び工事の計画の審査において確認します。 

 

 基準地震動を最大 820ガルとしたそうですが、600ガルで設計した

原発が本当に 820ガルに持つのかどうか疑問です。 

 

 同上 

 地震によって原発事故が起これば住民の方が命の危険に晒されま

す。 

 

 同上 

 

【入力地震動の設定方針】 

 中国電力は、地震の揺れに関して、原発は岩盤上に建てられている

ので、周辺の揺れよりも 1／3～1／2 程度、その揺れが小さくなる

といっています。このことに関して、審査で議論されたのですか、

また審査され「了承」されたとすれば、その根拠何ですか？ 

 

 

 御指摘の事業者の説明については承知していませんが、一般に

地震動の大きさは、地層の硬さによって変わり、軟らかい地層

では地震動は大きくなります。 

設置変更許可に係る審査においては、原子炉建物等が岩盤上に

設置されていること、入力地震動の設定方針が対象建物・構築

物の地盤条件を適切に考慮する方針としていることを確認して

います。設計の詳細については、設計及び工事の計画の審査に

おいて確認します。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【耐震重要度分類の方針】 

 設置変更許可申請書添付書類八の一部補正（2021 年 5 月 10 日受

理）に記載されている耐震重要度分類の第 1.3-1表には Sクラスで

あるべき重要な設備が抜け落ちている。これは審査不十分であり、

再審査を求める。抜け落ちている施設は原子炉補機冷却海水系であ

る。この施設は、炉心から崩壊熱を除去するための施設の補助設備

として位置づけられている原子炉補機冷却系（Sクラス）が機能す

るために必要な施設である。なお、これまで設置変更許可がなされ

た PWR については、原子炉補機冷却海水系の耐震クラス分類が明記

されている。 

 

 御指摘のクラス別施設の表では、「原子炉停止後、炉心から崩壊

熱を除去するための施設」の補助設備である「当該設備の冷却

系」として代表的なものが示されていますが、原子炉補機海水

系についても、「当該設備の冷却系」に該当することを確認して

います。 

なお、設置変更許可申請書の添付書類八における重大事故等対

処施設（主要設備）の設備分類には、原子炉補機海水ポンプが

示され、原子炉補機海水系は設計基準対象施設としては耐震Ｓ

クラスであることが示されています。 

 

 非常用取水設備（設計基準対象施設計）を構成する設備のうちのス

クリーン室、取水路、補機冷却用海水取水路、補機冷却用海水取水

槽のいずれもが C(Ss)クラスとされていることは誤りであり、本来

は C クラスでなく最上位の Sクラスでなければならない。なぜなら

ば、これらは原子炉から崩壊熱を最終ヒートシンク(海)まで輸送す

る上で必須の設備であり、「原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去

するための施設は S クラスとすること（設置許可基準規則の解釈

(別記２)第４条２の一）」に該当するからである。Cクラスとされて

いることは不合理である。 

 設置許可基準規則の解釈別記２第２項第 1 号において、耐震重

要度分類のＳクラスに分類される「原子炉停止後、炉心から崩

壊熱を除去するための施設」は、原子炉隔離時冷却系、高圧炉

心スプレイ系、残留熱除去系等が該当し、具体的には、直接そ

の安全機能を有する各種ポンプ、配管等を指しています。 

島根 2 号炉の非常用取水設備である取水槽（ストレーナ室、ポ

ンプ室、スクリーン室及び漸拡ダクト部）、取水管及び取水口は、

原子炉補機海水系統に使用する海水を取水する海水ポンプ等へ

導水するための流路を構築するための構造物であり、「原子炉停

止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設」には該当しませ

ん。 

設置変更許可の審査において、取水槽、取水管及び取水口をＣ

クラスに分類した上で、基準地震動に対して機能維持する方針

であることを確認していることから、流路の通水性が損なわれ

ず、Ｓクラス設備である海水ポンプの機能を損なわないと判断
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

しています。 

設計の詳細については、設計及び工事の計画の審査において確

認します。 

 

 耐震重要度分類については「耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂク

ラス、Ｃクラスに設計基準対象施設を分類すること（以下「耐震重

要度分類」という。）を要求している。」としている。これについて

は、例えば圧力バウンダリについては全て耐震クラスＳである。し

かし圧力バウンダリに冷却材を注入する系統が全てＳクラスには

なっていない。これは安全上重大な問題である。 

福島第一原発事故の教訓を全く生かしていない。冷却材を圧力容

器ないし格納容器に注入するラインについては、無条件で全てＳク

ラスの設計とすべきであり、それが成されていないならば使用すべ

きではない。これらは原子炉から崩壊熱を最終ヒートシンク（海）

まで輸送するための設備であり、一貫して耐震重要度は最大である

べきだ。 

 また、新設ないし増強した注入ラインについては、全て実機にお

いて注入できることを実際の運転圧力及び過酷事故時想定圧力に

上げて試験を行う必要がある。 

 過去の過酷事故対策は全て設備を設置した後に稼働または成立

性試験を経ていない。そのためラプチャーデスクから格納容器ベン

トラインが作動しているかどうか、未だに分からないという信じが

たい問題が生じているのである。 

 非常用取水設備なども全てＳクラスとするべきであり、これらを

Ｃクラスとしている審査には瑕疵が有り無効である。 

 設計基準対象施設として圧力バウンダリに冷却材を注入する設

備は、「原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設」

に該当することからＳクラスとして設計し、非常用取水設備に

ついては、これに該当しないことから、Ｃクラスに分類した上

で、基準地震動に対して機能維持する方針であることを確認し

ています。 

重大事故等時に原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ注入する

設備並びに非常用取水設備は、設計基準対象施設としての耐震

クラスにかかわらず、基準地震動による地震力に対して必要な

機能が損なわれるおそれがないよう設計する方針であることを

確認しています。 

これらの設備の耐震設計等の詳細設計については、設計及び工

事の計画の審査において引き続き厳格に確認していきます。ま

た、設計及び工事の計画が認可された場合は、使用前確認にお

いて、その工事が認可された設計及び工事の計画に従って行わ

れたものであること及びそれらの施設が技術基準規則に適合す

るものであることを確認します。また、保安規定において、こ

れらの設備の機能が必要となる事故時等の条件で必要な性能が

発揮できることをサーベイランスで確認することとされてお

り、安全上の支障のない範囲で実条件での性能確認が行われる

こととなります。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【地下水位低下設備の設計方針】 

 サブドレンが福島原発や柏崎刈羽原発のように、地震により機能停

止となった場合について検討すべき。 

 

 地下水位低下設備については、基準地震動に対して機能維持す

るとともに、揚水ポンプ等を多重化し、非常用電源から給電す

ることで、地震等によりその機能が喪失することがないように

信頼性を確保した設計とすることを確認しています。その上で、

揚水ポンプの動作不能が発生した場合も想定し、可搬型ポンプ

を用いた復旧対策を整備することを確認しています。 

 

【原子炉圧力容器スタビライザのばね定数】 

 原子炉の耐震設計にとって重要な機器である圧力容器スタビライ

ザーのばね定数の数値に疑問がある。地震の際の圧力容器の揺れを

吸収する圧力容器スタビライザーは、1 基について 2個の皿ばねか

ら構成されている。皿ばねの固有振動数、地震動との共振を避ける

ためにも適切に把握しなければいけない。固有振動数は、ばね定数

と加わる質量によって定まる。したがって、ばね定数は耐震設計上

の重要な数値である。 

●疑問点（１）スタビライザー1基のばね定数について 

 スタビライザー1 基のばね定数 K1 は、K1＝(2×KS×KR)／(KS＋

KR)…(1)で計算できる。ここで、KS、KR は、それぞれサラバネのば

ね定数、ロッドのばね定数である。 

 中国電力の資料（原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会

合（第 845 回）資料）の数値を式(1)に入れて計算すると K1＝2.84

×106kN/m となるが、中国電力の計算値は、上記資料によると K1= 

2.4×106 kN/mとなっている。15%以上小さい値となっており、明ら

かに計算が間違っている。 

●疑問点（２）ロッドのばね定数について 

 

 原子炉圧力容器スタビライザについては、詳細設計段階での地

震応答解析モデルに用いるばね定数の算出方法を既工認の算出

方法から変更するとしていることから、設置変更許可段階にお

いて同変更を踏まえたプラントの耐震設計の成立性を確認する

ため、ばね定数の変更前後での地震応答解析結果の傾向等を確

認したものです。当該地震応答解析を含めた具体的な耐震計算

結果等の詳細設計については、設計及び工事の計画の審査にお

いて引き続き厳格に確認します。 

なお、御指摘の原子炉圧力容器スタビライザ 1 基のばね定数に

関する計算間違いについては、サラバネのばね定数の「既工認」

の欄に実際の既工認で用いた数値とは異なる誤った値が記載さ

れていた（「今回工認」の欄の値については 2.3×106 であり誤

りはありません。）ため、申請者へ指摘し修正した資料の提出を

受けています。 

また、御指摘のロッドのばね定数を既工認の値から変更した理

由については、ロッドの部位ごとの直径の違いを考慮する等に

よる算出方法の精緻化によるものです。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 ロッドのばね定数を KR、断面積を A、長さを L、ヤング率を Eと

すると E=L・KR/A…(2)となる。 

 ロッドの長さ L のデータを公開していないので推測するしかな

いが、種々の図面から L≒500mm と推定できる。ロッド断面積は、

ロッド直径は 100mm であるが、ねじ部分を考慮して、直径は

93.505mm として計算すると、 E＝270GPa となる。ロッドの材料は

ニッケル・クロム・モリブデン鋼の SNCM8（新ＪＩＳでは SNCM439）

であるから、常温でのヤング率 E は 206GPa 程度でなければいけな

い。さらに、運転時の温度 302℃では、E=193GPa となるはずだ。

270GPa は大きすぎる。長さの推測に大きな誤りがなければ、KR=3.7

×106kN/mの値が大きすぎる可能性がある。 

 さらに、中国電力は上記資料の「既工認」では KR=3.7×106kN/m

としていたものを、「今回工認」では、なぜか KR=3.3×106kN/m と

12%も減少した数値を用いている。数値変更の理由の記述がないの

も問題だが、仮にこの数値を正しいとして、上記式(2)を用いて計

算すると E＝241GPaとなり、やはり大きすぎる。 

●疑問点（３）皿ばねは非線形ばねであるが、中国電力は線形ばね

として扱っているようである。このような扱いが妥当なものかの確

認が必要である。皿ばねは理論的には、荷重 Wと変形量δの間には、

3次式の関係があることがわかっている。しかし、実際は、変形量

が大きくなると理論式から離脱して関係式の傾き （dW／dδ）が急

激に増大する。ドイツ規格などでは、変形量が 75％以上の領域では

使用してはいけないとされている。このことを確認しているのか。 

●疑問点（４）構造上、初期締付力の 2 倍以上の荷重では、スタビ

ライザーの 2 個の皿ばねのうち片方は機能しなくなるのではない

か。そのような事態にはならないことを確認しているのか。初期締
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

付力の 2倍以上の地震荷重に対しては、ロッドが圧縮される側の皿

ばねは伸びきった状態となり、ばねとしての機能を果たすことがで

きなくなる。このため、他方のロッドに大きな引張応力が生じる可

能性があるとともに、スタビライザーとしての機能を果たすことが

できなくなる可能性もある。左右のばねが機能することを前提に安

全を認めた審査には重大な「過誤、欠落」があると思われる。 
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Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

【基準津波について】  

 島根原発では記録の残る地震は太平洋側よりも更に少ない上、近

年になって特に活動性に変化がある海域でもあり、過去の想定に

とらわれず、十分余裕のある対策が求められる 

 基準津波にも過小評価がある。 

 津波に関しても過小評価である。常に安全側に立つこと。 

 海沿いであり、地震のみならず津波の危険性も高い。 

 

 解釈別記３は、基準津波について、最新の科学的・技術的知見を

踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地

震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策

定することを要求しています。また、津波の発生要因として、地

震のほか、地すべり、斜面崩壊その他の地震以外の要因、及びこ

れらの組合せによるものを複数選定し、不確かさを考慮して数値

解析を実施し、策定することを要求しています。 

規制委員会は、地震に伴う津波及び地震以外の要因による津波に

よる津波評価の内容について審査した結果、本申請による基準津

波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十

分に考慮して、策定されていることを確認し、解釈別記３の規定

に適合しており、妥当であると判断しています。 

 

 基準津波の設定において、歴史津波の考慮を求める。その理由は

次の通りである。中国電力は、日本海東縁部に想定される地震に

よる津波（鳥取県モデル）の波源モデルをもとにして基準津波に

よる遡上解析を行い、敷地高さでの津波の最大高さを+11.9mとし

ている。この値は下記に述べる歴史津波を下回っている可能性が

あり、評価のやり直しを求める。 

歴史津波については、設置変更許可申請書で「万寿津波に関して

は発電所の安全性に影響を及ぼすことがない」とし、審査におい

ては「文献調査の結果、敷地周辺において、陸域及び海底での地

すべり、斜面崩壊並びに火山現象による歴史津波の記録は認めら

れなかった。」としている。しかし、島根県技術士会の平成 23年

度と 24 年度の研究報告書には、1026 年の万寿津波で 20m を超え

 規制委員会は、1026年の万
まん

寿
じゅ

津波については、歴史記録における

津波の影響範囲を考慮すると、島根原子力発電所の地点には影響

がなかったと判断しています。また、御意見にある 20m等の痕跡

高については、科学的・技術的に根拠が明確になっていないもの

が多く、信頼性は低いと考えています。御意見の平成 23年度島根

県技術士会による研究報告の一報告では、1026年の万寿津波に関

する各種の歴史記録を収集・分析し、島根県益田
ま す だ

地域における伝

承に基づく津波高さとして 20mを超える高さが示されているもの

の、「書誌学的考察から導かれた津波到達地点・遡上高に比べ、発

掘調査で得られた知見に基づく津波の規模は海岸線から 2km程度
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Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

る津波が現在の島根県益田市周辺を襲ったと記載されている。そ

こに記載されている文献記録の信頼性が高いものであれば、海・

陸プレート境界から遠い日本海沿岸西南部においても高さ20mを

超える津波が襲ったといえる。安全側に立った評価を行う観点 

から、原子力規制委員会は万寿津波に関して、詳細な検討を行っ

た上で基準津波の評価を行うべきである。東電福島第一原発事故

での津波は想定していなかったと、東電は繰り返し述べている

が、過去には貞観津波が同じ規模で起きていたことは既に明らか

となっている。同じ過ちを繰り返さないために過去の津波をきち

んと見る事が東電事故の教訓である。 

 審査書案の津波対策は、少なくとも過去 1000 年に遡り、既往最

大の波高を想定すべき。島根原発の近くでは、現在の益田市一帯

を襲った、1026年の万寿津波を考慮する必要がある。多くの伝承

によると、波高は所によって 20mないしそれ以上と推定される。

想定津波高も万寿津波の精査をやらない限り万人に受け入れら

れるものではない。巨大海溝型津波はない日本海側の津波高は大

したものではないとの思い込みは危険である。これらを記した文

書は、大部分江戸時代以降のもので正確なことはわからないが、

日本海側でもこの規模の津波を想定すべき。一つの有力仮説は、

益田北方の対馬海盆に向けた大規模斜面崩壊が原因としている

（竹本修三・京大名誉教授）。同様の斜面崩壊がこの海盆の別の

場所で起きれば、島根原発立地付近で、同規模の津波が起こりう

ると考えるべきである。再審査を求める。 

 万寿津波（1026年）で、20mもの津波が、島根原発 2号機のある

海浜に達した可能性がある。 

 万寿津波について、真剣に史料を探したのか。「ない」と結論する

の範囲と随分小規模である」とされています。さらに、平成 24年

度の同研究報告の一報告では、「「万寿」の津波について記した文

献類の信ぴょう性は非常に薄いといわざるを得ないのではない

かと思っている」とされています。 

また、万寿津波の発生要因については、「日本被害地震総覧」（宇

佐美ほか、2013）では、「万寿津波に関して、口碑・史料に「地震」

という語は見いだせない」とされており、「理科年表 2021」（国立

天文台編、2020）注）にも万寿 3年に島根県で被害地震があったと

の記載もないことなどから、地震によるものかどうか要因は特定

できないと規制委員会は考えています。益田沖の海底地すべりを

万寿津波の発生要因とした数値シミュレーションによって津波

堆積物の分布を説明できたとする研究例もあることから、念のた

め規制委員会は、申請者に対して、海底地すべりによる津波シミ

ュレーションの検討を求めました。これにより、益田沖の海底地

形図から地すべり地形を抽出して実施された津波シミュレーシ

ョンの結果が、益田沖とは別の海域である敷地前面の北東海域で

抽出した海底地すべりによる津波の評価水位と比較して小さい

ことを確認しています。 

さらに、万寿津波の発生要因が地震によるものか地震以外の要因

によるものかにかかわらず、規制委員会は、本申請における基準

津波による津波高さは、敷地周辺において、波源を限定せず収集

した信頼性の高い津波堆積物等の地質学的証拠及び歴史記録等

から推定される津波高及び浸水域を上回っていることも確認し

ています。 

注）「理科年表 2021」（国立天文台編、2020）の被害地震年代表
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Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

前に、範囲を広げて探すべきではないか。 には、万寿年間の京都と太宰府
だ ざ い ふ

の地震が加えられたが、「万寿

津波」は加えられなかった。この年代表には、地震を原因と

しない津波の被害（1640、1741、1792 年等）も採録されてい

る。 

 

 

Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

 津波対策は本当にそうだろうか、評価ははなはだ疑わしい。 

 

 耐津波設計については、基準津波に対して敷地の特性に応じた

津波防護対策を講じることを要求しています。審査では、津波

防護対策が、規制基準に適合することを確認しています。あわ

せて、津波防護対策として設置する施設、設備は、地震、津波

が発生した場合においても防護機能を保持できるように設計す

ることを確認しています。 

 

 実際には基準津波を「基準津波の遡上波による最高水位はＥＬ11.9

ｍ」としているため、敷地の海抜「ＥＬ8.5ｍ」を考えれば「施設護

岸に天端高さＥＬ15.0ｍの防波壁」では余りに余裕がなさ過ぎる。

過去の文献などからもこの地域は少なくとも施設護岸に天端高さ

ＥＬ20ｍの設備が必要と考える。 

 津波高さは、海底地形や遡上域の地形等の影響を受けるため、

地域や場所ごとに津波高さや遡上高さに差が生じます。 

設置変更許可の審査において、申請者が、最新の科学的・技術

的知見を踏まえ、検討対象波源を適切に選定し、各種の不確か

さを十分に考慮して、基準津波を策定した上で、公的機関等に

よる陸域及び海域の地形データを用いて、基準津波の波源から

の数値解析により、防波壁前面の入力津波を設定することを確

認しています。また、入力津波の設定において、地震による敷

地周辺の地形変化や潮位のばらつき等も考慮して保守的な値と

していることを確認しています。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

上記により設定された防波壁前面の入力津波は、EL.＋11.9mで

あり、これに対し、EL.＋8.5mの敷地前面に EL.＋15.0mの高さ

の防波壁を設置することで、津波が敷地に遡上しない設計とす

ることを確認しています。 
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

【火山の影響について】  

 「火山の影響」も重要である。中国地方には三瓶山や阿武火山群と

いった活火山が存在している。現在は活火山とされていない大山も

含めて、過去には大規模な火砕流や火山灰降下を生じさせている。

これらの火山活動も、内陸型地震と同様、正確に予測することは困

難であり、具体的な被害を想定することも困難である。少なくとも、

火山の影響について「少ない」とか「ない」と断言することはでき

ず、一定のリスクを考慮せざるを得ない。そのようなリスクを冒し

てまで、原子炉を稼働させなければならない合理的理由がないこと

は、地震の場合と同様である。 

 火山活動についても過小評価である。常に安全側に立つこと。 

 最新の科学的知見によれば、少なくとも、中国電力の評価は、過小

であり、再度、評価をやり直すべき。 

 噴火による火山灰の想定は、適合性審査を通すための都合のいい数

字が使われている。 

 

 規制委員会は、審査において火山の噴火を正確に予測すること

を目的に実施しているのではありません。島根原子力発電所 2

号炉の火山の影響に係る審査においては、先ず立地評価とし

て、火砕物密度流、溶岩流等の設計対応不可能な火山事象につ

いて、原子力発電所の運用期間において、本発電所に影響を及

ぼし得る地理的領域（敷地から半径 160km）内の 18火山につい

ては、各火山の既往最大規模を考慮しても、本発電所に影響を

及ぼす可能性が十分に小さいことを確認しています。次に、設

計対応可能な火山事象の影響評価では、本発電所に影響を与え

る可能性のある火山事象として降下火砕物（火山灰）を抽出し

ていることを確認しています。 

降下火砕物の最大層厚について、申請者は、当初、文献調査の

結果から鬱
うつ

陵
りょう

島
とう

の鬱
うつ

陵
りょう

隠岐
お き

テフラの 2cmとしていましたが、

規制委員会の指摘を踏まえた知見収集をした上で層厚の検討

を実施し、敷地における最大層厚を 56cm に見直しました。規

制委員会は、この降下火砕物の最大層厚等については、文献調

査及び地質調査結果に基づく降下火砕物の分布状況並びに不

確かさを考慮した降下火砕物シミュレーションによる検討に

加え、更なる保守的な検討として、三瓶山
さんべさん

から敷地までの距離

に相当する位置の降灰層厚を敷地における層厚として考慮す

る評価を行い、これらの評価を総合して設定されていることか

ら、妥当であると判断しています。 
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

【火山事象の影響評価について】  

 降下火砕物の層厚として、三瓶山の噴火による 56cm を採用してい

る。しかし、大山生竹規模の噴火を想定して、100cm 以上の層厚を

評価するべきである。規制委員会は、関西電力の原発について大山

生竹テフラ（噴出規模 11.0km3）規模を想定することを要求してい

る。島根原発と大山との距離はおよそ 50km であり、「山元(2017)」

の第 9 図によれば、大山生竹テフラの層厚が 1m を超える距離であ

る。ところが、審査書案および中国電力の審査会合資料（令和 3年

03 月 26 日会合資料 8-1 など）によれば、風向の統計データを用い

た風向の不確かさシミュレーションの結果をもって、大山生竹の島

根原発敷地内最大層厚を 44.5cm と評価している。このような評価

は非科学的で不合理である。 

 火山の影響に対する設計方針において、大山火山起源降下火砕堆積

物の体積評価手法が過小評価されていたという指摘がある。風向き

や今後の調査の進展により増大することはないか（山元孝広「大山

火山噴火履歴の再検討」『地質調査研究報告』68-1、2017年）。 

 

 御意見の山元（2017）の知見は、大山
だいせん

火山起源のテフラの噴出

量について等層厚線を再検討した上で、各々の噴出量を見積も

ったものと承知しています。 

規制委員会は、山元（2017）の知見を踏まえ、京都市越
こし

畑
はた

地域

での現地調査で確認した大山生竹
だいせんなまたけ

テフラの降灰層厚及び関西

電力株式会社（以下「関西電力」という。）から提出された報告

徴収命令に基づく大山生竹テフラの噴出規模に係る報告書に

対する原子力規制庁の評価に基づいて、大山生竹テフラの噴出

規模は 11km3 程度と見込まれること及びこの噴出規模は大山の

火山事象の影響評価において想定すべき事象と認定し、「核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第４３条

の３の２３第１項の規定の基づく命令（いわゆるバックフィッ

ト命令）を関西電力に発出しました。 

島根原子力発電所 2号炉の審査では、大山の降下火砕物の影響

評価の噴出規模として、当初、大山松江テフラの 2.19km3 を採

用していましたが、上記の経緯を踏まえて大山生竹テフラの

11km3 に見直し、不確かさを考慮して敷地方向に卓越させた風

が常時吹き続ける仮想風を考慮したシミュレーションを実施

していることから、規制委員会は妥当であると判断していま

す。 

 

 中国電力は三瓶木次テフラについて、Zhao et al.(2011)による地

震波トモグラフィ解析結果から、三瓶山の地下 20km 以深に低速度

層の存在が認められ、マグマ溜まりの存在が示唆されるが、この低

 規制委員会は、降下火砕物の影響評価において、敷地及び敷地

周辺で確認された降下火砕物の噴出源である火山事象が同定

でき、地球物理学的調査等の結果を踏まえて、これと同様の火
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

速度層は爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深

さ約 7kmより深い位置にあることを一つの根拠に、運用期間中に噴

火の可能性は小さいとしている。しかし，最新の火山学の水準では，

マグマ溜まりの状況から活動性を評価するという地球物理学的調

査ないし地球化学的調査によっては，噴火の時期及び規模を相当前

の時点で相当程度の正確さで予測することは困難であるとされて

おり、その点に鑑みると，中国電力の判断は、科学的な根拠のない

ものである。火山噴火による降灰量の評価は過小評価であり、それ

を黙認した規制委員会の審査は不適切である。審査のやり直しを求

める。 

 三瓶木次テフラ級の噴火（噴出量約 20km3）を想定すれば、敷地には

100 ㎝を超える降灰が想定されることになり、中国電力の評価は過

小評価であるとともに原発の安全機能を、到底、確保することがで

きないと言わざるを得ない。火山噴火による降灰量の評価は過小評

価であり、それを黙認した規制委員会の審査は不適切である。審査

のやり直しを求める。 

 大山倉吉テフラ級の噴火を想定すれば、大山松江テフラ噴火（噴出

規模 2.19km3）の 10倍程度となり、最大 300cm程度の降灰を想定し

なければならない。火山噴火による降灰量の評価は過小評価であ

り、それを黙認した規制委員会の審査は不適切である。審査のやり

直しを求める。 

 大山の噴火については、大山倉吉テフラ（噴出量：20km3以上）の噴

火が最も大きな規模となるものの、中国電力は三瓶の噴火における

三瓶木次テフラにおけるマグマ溜まりに関する同じ論拠を用いて、

同クラスの噴火を否定している。これは火山学の水準から、噴火の

時期及び規模を相当前の時点で相当程度の正確さで予測すること

山事象が原子力発電所の運用期間中に発生する可能性が十分

に小さい場合は考慮対象から除外することは妥当であると考

えています。 

島根原子力発電所 2号炉の審査においては、降下火砕物の層厚

を評価するにあたり、以下の地球物理学的調査及び活動履歴か

ら、原子力発電所運用期間中に三瓶山で既往最大の三瓶
さ ん べ

木次
き す き

テ

フラ規模（噴出量約 20km3）の噴火、大山で既往最大の大山
だいせん

倉吉
くらよし

テフラ規模（噴出量 20km3 以上）の噴火の可能性は十分小さい

と評価しています。 

［三瓶山］ 

・Zhao et al.(2011)による地震波トモグラフィ解析結果から、

三瓶山の地下 20km以深に低速度層の存在が認められ、マグマ

溜まりの存在が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を

引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深さ約 7km より深い

位置にあること。 

・階段ダイヤグラムによる検討結果から、三瓶山の全活動期間

のうち、活動開始から噴出規模の最も大きな三瓶木次テフラ

の噴出までの期間は、三瓶木次テフラの噴出から現在までの

経過時間に比べ十分に長いこと。 

［大山］ 

・Zhao et al.(2011)による地震波トモグラフィ解析結果から、

大山の地下 20km 以深に低速度層の存在が認められ、マグマ

溜まりの存在が示唆されるが、この低速度層は爆発的噴火を

引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深さ約 7kmより深い

位置にあること。 

・階段ダイヤグラムによる検討結果から、大山の全活動期間の
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は困難であり，根拠として用いるべきではない。 

 想定する火山の噴火規模については、三瓶木次テフラ（噴出量：約

20km3）や大山倉吉テフラ（噴出量：20km3 以上）は、本発電所の運

用期間中に噴火が発生する可能性は十分小さいとして想定から除

外しているが、現在の火山学において噴火予測は未成熟であるか

ら、伊方原発最高裁判決が判示した万が一にも原子力災害を起こさ

ないようにするための原子力規制においては、既知の知見における

最大の噴火規模を想定すべきである。 

 火山についても、中国電力の噴火想定、火山灰想定は過少評価で、

安全機能の確保ができないことが考えられる。三瓶山、大山とも再

評価すべきである。 

 

うち、活動開始から噴出規模の最も大きな大山倉吉テフラの

噴出までの期間は、大山倉吉テフラの噴出から現在までの経

過時間に比べ十分に長く、また、大山倉吉テフラのみが突出

して噴出量が大きいこと。 

 

 大山松江テフラが島根原発敷地内に層厚 20～35cm 降灰した事実を

審査書案は認めている。風向が大山から島根原発に向かう気象条件

が現実に存在することは事実なのである。大山生竹規模の噴火で

は、原発方向にほとんど届かないと評価する理由はない。大山生竹

の噴出規模は大山松江の 5倍以上であるから、大山松江の層厚を基

にして考えても 100cmを超えることになる。大山生竹規模の噴火に

よる降下火砕物の層厚を見直すべきである。少なくとも 100cmの層

厚を想定して影響評価を行うべきである。火山噴火による降灰量の

評価は過小評価であり、それを黙認した規制委員会の審査は不適切

である。審査のやり直しを求める。 

 大山生竹テフラについて、最大層厚は 44.5cmとしているが、噴出

量は 11km3 であり、大山松江テフラの噴出量約 2.19km3 の 5 倍程度

となる。敷地周辺で実施した地質調査に基づく敷地の降灰層厚を

20cm～35cmの間と評価している。単純計算すれば、大山生竹テフラ

 御意見に「大山
だいせん

松江
ま つ え

テフラが島根原発敷地内に層厚 20～35cm降

灰した事実」とありますが、規制委員会としては、大山松江テ

フラについては、文献調査及び敷地周辺の地質調査に基づく等

層厚線分布図で、敷地が 20cm等層厚線と 35cm等層厚線の間に

位置していることを確認しているものの、敷地内の地質調査で

は同テフラが確認されていないことから、審査書案にその旨を

記載しています。 

御意見のように、大山松江テフラは大山から敷地方向に向かっ

て降灰域が分布しているので、降下火砕物のシミュレーション

に当たっては、不確かさを考慮して敷地方向に卓越させた風が

常時吹き続ける仮想風を考慮しています。シミュレーションに

用いる噴出規模としては、前述のとおり、大山倉吉テフラ以外

の噴火の中で大山松江テフラを上回り最大となる大山生竹テ
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級噴火による敷地の降灰層厚は 100cm以上となる。少なくとも、中

国電力の評価は過小であり、島根原発 2 号機の安全機能は確保でき

ないと判断すべき。 

 

フラ（噴出量 11km3）規模の噴火を考慮しています。 

このように、大山からの降下火砕物を対象とした不確かさを考

慮したシミュレーションの結果、敷地における大山からの降下

火砕物の最大層厚は 44.5cmとなることを確認しています。 

 

【降下火砕物の影響に対する設計方針】 

 石油業界が起用しているタンクローリーは、数 10cm もの層厚・降

灰下の状況では運行ができないため、非常ディーゼル発電機用の燃

料の供給は不可能である。 

複数のメーカーに確認した結果は以下のとおりである。 

〇車種によって異なるが、車両の最低地上高は約 20cm前後であり、

車両下部にはマフラー配管がある事から、何とか一時的に通行が

できても、DPF など高温となる部分に灰が付着する事で不具合や

火災の恐れがある。 

〇車両のバッテリーやその他に各電装品に灰が堆積してしまうと

ショートやその他不具合を誘発する恐れがある。 

〇灰の堆積によってブレーキも効きづらくなる。 

〇降灰により、視界が悪くなり、安全運転が困難。ワイパーを使用

しても灰にガラス成分等があると、フロントグラスを傷つけ、更

に視界を悪くする。 

〇ドライバーの居住空間の悪化が懸念される。換気出来ないため。 

〇水質汚染の影響に言及があるが、そもそも取水（淡水・海水）が

出来ないことを懸念する。 

この意見は以前、問題提起したが、規制庁の回答は保安規定で定め

るとしたが、審査も公開されず、どの様な保安規定を定めるのか明

確にされたい。 

 

 非常用ディーゼル発電機への燃料供給については、降下火砕物

の影響を受けない地下に設置された十分な容量を有する燃料

貯蔵タンクから常設配管で燃料を移送することを確認してい

ます。また、降灰時の取水性に関しては、十分な流路幅を設け

ることなどにより降下火砕物による影響を及ぼさないよう設

計する方針であることを確認しています。 
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 降下火砕物の除去等の対策にて適切な対応をとると記しているが、

道路や橋が機能しないことが想定される上に新たな感染症時代に

入った今、いかなる方法で除去できる人を確保するのか。 

 降下火砕物に対しては、降下火砕物の荷重や閉塞等の降下火砕

物が直接及ぼす影響と発電所外で生じる外部電源喪失、発電所

へのアクセス制限等の間接的影響の観点から、その除去に期待

しなくとも安全施設の安全機能に影響を及ぼさない設計とす

ることを確認しています。その上で、長期にわたり静的荷重が

かかること等を回避するため、降下火砕物の除去に必要な資機

材を確保するとともに、手順等を整備する方針であることを確

認しています。 

なお、具体的な体制等の整備については、保安規定変更認可に

係る審査において確認します。 

 

 中国電力は、降下火砕物によって空気を取り込む機構を有する設備

が絶縁低下しないように、外気取入れ口にフイルタを設置すると

し、同フイルタは取替や清掃が可能とする設計にするとしていま

す。しかし、電気設備自然災害等対策会議ワーキンググループ中間

報告（2014）によれば、降灰 2ｃｍ程度で約 10日ごとにフイルタの

取り換えが必要となると想定されています。降下火砕物を 56ｃｍと

評価しているが、フイルタはさらに頻繁に取り換えが必要となりま

す。しかも、取替には数日かかると同報告は評価しています。非常

用所内電源確保は困難となり重大事故になる可能性が大きいと言

えます。火山灰によりフィルターは目詰まりし、非常用ディーゼル

発電機が使えなくなる可能性がありますので、火山灰の影響につい

て再評価すべきです。 

 

 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機については、降下火砕物が侵入し難い設計とした上で、

フィルタの設置により施設の安全機能が損なわれないように

するとともに、降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取替

え又は清掃が可能な設計とすることを確認しています。 

気中降下火砕物濃度に対する対応については、今後、保安規定

変更認可に係る審査において、気中降下火砕物濃度の設定の妥

当性、非常用交流動力電源設備の機能を維持するための対策、

交流動力電源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防

止するための対策等について確認します。 

 

 中国電力は、降下火砕物による荷重以外に対する設計方針として、

降下火砕物による構造物への化学的影響（腐食）、水循環系の閉塞、

 同上 
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内部における磨耗及び化学的影響（腐食）、電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（閉塞、磨耗）及び化学的影響（腐食）等によっ

て、安全機能が損なわれないように設計するとしている。 

また、電気系及び計装制御系のうち、空気を取り込む機構を有する

計測制御系統施設、計測制御用電源設備、非常用所内電源設備は、

絶縁低下しないように外気取入れ口にフィルタを設置する等の空

調管理された場所に設置するとしている。 

さらに外気取入れ口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針は、

降下火砕物を含む空気の流路となる設計対処施設については、機械

的影響（閉塞、磨耗）に対して、降下火砕物が侵入し難い設計とす

るとともに、バグフィルタ等の設置、換気空調系の停止により、閉

塞及び磨耗に対して機能が損なわれないよう設計するとしている。

また、降下火砕物がフィルタに付着した場合においても取り替えま

たは清掃が可能とする設計としている。 

しかし、2014 年の電気設備自然災害対策会議ワーキンググループ中

間報告によれば、降灰の厚さ２センチほどでフィルタの取り替えが

10 日ごとに必要となると想定されている。降下火砕物の評価が 56

センチであれば、フィルタは 10 日より頻繁な取り替えが必要とな

る。また、取り替えには数日の期間が必要だと評価されている。 

これでは非常用所内電源の確保は困難であり、火山灰によるフィル

タの目詰まりも予想される。非常用ディーゼル発電機が使用不能と

なる恐れもあり、火山灰の影響についての再評価は必然である。 

 

 中国電力は、降下火砕物によって空気を取り込む機構を有する設備

が絶縁低下しないように、外気取入れ口にフイルタを設置すると

し、同フイルタは取替や清掃が可能とする設計にするとしていま

 同上 
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す。しかし、電気設備自然災害等対策会議ワーキンググループの中

間報告（2014）によれば、降灰厚 2 ㎝程度で約 10 日ごとにフイル

タの取り換えが必要となると想定されています。降下火砕物を 56㎝

と評価しているが、フイルタはさらに頻繁に取り換えが必要となり

ます。しかも、取替には数日かかると同報告は評価しています。非

常用所内電源確保は困難となり重大事故になる可能性が大きいと

言えます。火山灰によりフィルタは目詰まりし、非常用ディーゼル

発電機が使えなくなる可能性がありますので、火山灰の影響につい

て、再度、評価をやり直すべきです。 

 

 フィルタも取り替えの頻度が、2014年の電気設備自然災害等対策会

議ワーキンググループの中間報告では、降灰厚約 2 センチで約 10

日で交換という想定ですが、降下火砕物を 56 センチという評価で

は、フィルタの交換は非現実的です。 

 

 同上 

 「(1)降下火砕物による荷重(静的荷重)に対する設計方針 申請者

は、設計対処施設のうち降下火砕物が堆積する建物、屋外施設及び

降下火災物の影響による停止等によって、外部事象防護対象施設に

波及的影響を及ぼし得る施設(以下「波及的影響を及ぼし得る施設」

という。)について、設計荷重が許容荷重に対して安全裕度を有する

ことにより構造健全性を失わず、安全機能を損なうことのない設計

方針としている。規制委員会は、申請者の設計について、設計荷重

が許容荷重に対して余裕を有することにより構造健全性を失わず、

安全機能が損なわれない方針としていることを確認した。」とされ

ているが、中国電力の資料の堆積荷重評価結果によれば、原子炉建

物の屋根スラブは、設計堆積荷重 8,938N/m2、許容堆積荷重

 積雪に関しては、松江地方気象台における観測史上最大の月最

深積雪量である 100cmを設計基準積雪量とし、これに対して安

全機能を損なわない設計とすることを確認しています。 

また、自然現象の組合せとして、火山の影響と積雪及び風の組

合せを考慮することを確認しており、3 つの荷重が同時に発生

する場合を考慮し、施設の形状、配置等を踏まえて適切に組み

合わせるとしていることを確認しています。積雪による荷重

は、主荷重である火山の影響による荷重と比べて発生頻度が相

対的に高い変動荷重であり、発生する荷重も小さいことから、

従荷重として扱っており、建築基準法の考え方を準用して、設

計基準積雪量（100cm）に平均的な積雪荷重を与えるための係数
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17,200N/m2 であり、許容値を超えないとしているが、その評価条件

は、「※1:降下火砕物堆積量(56cm)に積雪量(35cm)を加えて設定し

た荷重。」とのことである。 

しかし、松江市における観測史上最大積雪は 100cm（1日量で 90cm）

とのことである。関西電力が、大山火山灰の影響評価において、火

山灰層厚＋積雪を 100cmと想定していることからも、少なくとも本

件原発においても積雪を 100cmとして、荷重の評価を実施する必要

がある。よって、申請者が「設計荷重が許容荷重に対して安全裕度

を有することにより構造健全性を失わず、安全機能を損なうことの

ない設計方針としている」ことは確認がなされていないので、本件

審査をやり直すよう強く求める。 

また、大山の火山灰層厚の想定 44.5cm については、別途述べた通

り過小評価であり、大山松江テフラの層厚の地質調査結果（30cm）

を踏まえると、大山生竹テフラ規模の噴火においては、少なくとも

150cm 程度を想定すべきであり、これを踏まえて 100cm の積雪を考

慮して荷重の評価を行うこと。 

0.35 を考慮した荷重を組み合わせるとし、これに火山の影響の

荷重として想定される降下火砕物（56cm、密度 1.5g/cm3（湿潤

状態））による荷重を組み合わせることを確認しています。 

なお、御指摘の降下火砕物の敷地における層厚の評価に関する

考え方については、【火山事象の影響評価について】に記載して

います。 

 

 

 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 その他自然現象に対する設計方針の 2.降水，6積雪について、気候

変動により従来の記録を超える豪雨・豪雪が頻発している。過去の

記録だけで対応できるのか。 

 設置許可基準規則の解釈において、設計上想定する自然現象

は、最新の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想されるもの

とする旨規定しており、降水及び積雪については、過去の国内

における記録も参照し、評価を行っていることを確認していま

す。また、過去の気象データの推移から安全施設への影響を考

察し、今後も最新のデータ等を注視し、必要に応じて見直し等
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Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

を実施するとしていることも確認しています。 

 

 ”数十年に一度の雨””予測不能な事象”など、様々な自然現象の動

きが度々出現しています。 

 

 同上 

 

 自然現象の抽出について、昨今の線状降水帯による豪雨で考慮され

ていない。 

 

 同上 

 申請者は、本発電所近隣の気象観測所で観測された日最大 1 時間

降水量を上回る処理能力を持つ排水口及び構内排水路を設置して

海域に排水するとともに浸水防止のための建物止水処置を行う設

計とするとされていますが、申請書などを見ると、松江気象台で観

測された過去最大の日最大 1 時間降水量である 77.9ｍｍ／ｈで排

水設備等を設計しているように思います。しかし、島根原子力発電

所に一番近い、まさに発電所のある鹿島の観測所（アメダス）では

これを超える 102mm/h や 91.0mm/h という値が過去最高記録として

公表されているため、設備の設計に用いる降水量としては、松江気

象台の 77.9mm/h ではなく、鹿島観測所の 102mm/h を用いるべきで

はないでしょうか。既に合格した原子力発電所の中にはアメダス観

測所の記録を採用している（例えば女川）場所もあることから、ア

メダス観測所の記録は「信頼性のある過去の記録」だと考えます。

また、鹿島アメダス観測所の降水記録は、松江気象台よりも発電所

に近い場所で記録されたものですから、「本発電所近隣の気象観測

所で観測された」ものです。77.9mm/hでは「信頼性のある過去の記

録等を調査し、安全施設への影響として考えられる最大の降水量を

考慮し」ているとはいえず、102mm/h で安全施設の安全機能が損な

 降水量の設計基準については、関連する規格・基準類と近隣の

気象官署での観測記録を比較し、より大きい値である松江地方

気象台での観測史上最大の日最大 1時間降水量を用いているこ

とを確認しています。風、積雪等の他の自然現象についても同

様の考え方で設計基準を設定しており、これらの長期間でのデ

ータを有している気象官署である松江地方気象台のデータを

用いることは妥当と考えています。また、構内排水設備につい

ては、設計基準である松江地方気象台における日最大 1時間降

雨量に加え、日本全国の日最大 1時間降水量 153mm/hに対して

も十分に排水できることを確認しています。 
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Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

われないようにするものであることを確認する必要があるのでは

ないでしょうか。 

 

 美保関には隕石が落ちた史実がある。隕石については大きさその構

成物等影響が予知不能であると思う。それらの影響についてはどの

ように考えるか。 

 隕石の衝突など、その発生確率が十分小さい事象については、

これを想定した対策を要求していません。他方、大規模損壊（大

規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊)が発生した

場合における体制の整備を要求しており、消火活動の実施や、

炉心や格納容器の損傷を緩和するための対策を求めています。 

 

 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 航空機などの飛来物による、原子炉の破損についての可能性はゼロ

ではない。また、安全保障上の不測の事態の可能性もゼロとは言え

ない。したがって、設計上の考慮をすべきである。 

 航空機の落下（故意によるものを除く。）については、設置許可

基準規則第６条第８項において、「実用発電用原子炉施設への

航空機落下確率の評価基準について」に基づき、防護設計の要

否について確認することを要求しており、防護設計の要否判断

の基準を航空機落下確率が 10-7回/炉･年を超えないこととして

います。 

審査においては、航空機落下確率が 10-7回/炉･年を超えないた

め、航空機落下による防護については、設計上考慮する必要は

ないことを確認しています。 

また、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

発電用原子炉施設の大規模な損壊については、施設の広範囲に

わたる損壊、不特定多数の機器の機能喪失及び大規模な火災等

の発生を考慮し、可搬型設備による対応を中心として柔軟で多
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Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

様性のある対応ができるように手順書や体制、設備等を整備す

る方針であることを確認しています。 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民

保護法に基づき、必要な対策が講じられます。 

 

 中国電力は、航空機の落下による防護について設計上考慮する必要

はないとしていますが、航空機落下確率は低くとも、トラブルや事

故によりコントロールを失い、通常の航路を外れた結果、原子炉建

屋に落下する可能性を否定することはできないはずです。従って、

設計上の考慮をすべきです。 

 

 同上 

 中国電力は、航空機の落下による防護について設計上考慮する必要

はないとしていますが、航空機落下確率は低くとも、トラブルや事

故によりコントロールを失い、通常の航路を外れた結果、原子炉建

屋に落下する可能性を否定することはできないはずです。従って、

設計上の考慮をすべきです。 

 

 同上 

 発電用原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他の

人為事象によって、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計す

る必要があります。中国電力は航空機事故の確率が防護設計の要否

判断の基準を超えないとして、設計において、航空機の落下を防護

する必要はないとしていますが、航空機落下事故は機体トラブルで

コントロールできなくなるだけではなく、テロや戦時の攻撃により

航空機が原子炉建屋に落下する可能性を否定することはできませ

ん。設計上航空機落下防護の考慮は必要です。 

 

 同上 
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Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 「Ⅲ－４．２．５その他人為事象に対する設計方針」について 

中国電力は、航空機の落下による防護について設計上考慮する必要

はないとしています。しかし、仮に、航空機落下確率は低いとして

も、トラブルや事故によりコントロールを失い、通常の航路を外れ

た結果、原子炉建屋に落下する可能性を否定することはできない筈

です。従って、再度、評価し直し、設計上の考慮をすべきです。 

 

 同上 

 人為事象についても危険がつきまとう。昭和時代の終わりだった

か、伊方原発から 800m ほどの地点へ米軍ヘリが墜落した。ふだん

でも好き勝手に日本上空を飛ぶ米軍が有事ともなれば正規ルート

飛行を守るわけありません。沖縄上空も関東上空も”日本領空”で

はありませんしね。 

 同上 
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Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 自然現象の組合わせについて、地震・津波・火山噴火が重なった場

合のシュミレーションが不明。さらにミサイル攻撃などの人為事象

が加わるとどうなのか。 

 審査においては、自然現象の組合せについて網羅的に検討して

いることを確認しています。 

具体的には、地震又は津波と火山の組合せについては、震源又

は波源と火山の間に十分な距離があることから独立事象とし

て扱い、各々の発生頻度が十分小さいことから、組合せを考慮

する必要はないことを確認しています。 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民

保護法に基づき、必要な対策が講じられます。 

 

 「中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（2 号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６

第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）

（案）」の 117ページの下から 4行目に「また、1から 3までのいず

れにも該当しない設計上考慮すべき自然現象の組合せとして、「地

滑り・土石流及び風（台風）」及び「火山の影響、風（台風）及び積

雪の組合せ」が抽出され、」とあります。 

しかし、中国電力との 2020年 8月 27日の審査会合における資料 3-

8 の 111 ページの第 6-6 表には「地滑りと風」、「火山の影響と風、

積雪」以外にも「地震と風」、「地震と積雪」、「津波と風」、「津波と

積雪」の 4つの組み合わせも考慮するとなっています。 

(案)の 117 ページにおいて、自然現象の組み合わせとして、「地震

と風」、「地震と積雪」、「津波と風」及び「津波と積雪」の 4つも追

記するべきではないでしょうか？ 

 審査においては、自然現象の組合せについては、網羅的に検討

し、安全施設に与える影響を踏まえて抽出した上で、「地震と

風」、「地震と積雪」、「津波と風」、「津波と積雪」の 4つの組み

合わせも考慮していることを確認しています。これらの組合せ

の考慮については、審査書の「Ⅲ－１．３ 耐震設計方針」及

び「Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針」に記載しています。 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

御意見の概要 考え方 

 サイバーテロ対策が不十分である サイバーテロ対策として、第 3

項にて「情報システム」を対象とするとしており、「制御システム」

侵入への対処が欠落している。基本的な認識ならびに理解不足と言

える。情報システムへの侵入と異なり、制御系への侵入は設備の安

全操業に直接関わる深刻な事態を引き起こす可能性がある。脆弱性

の検討と防護への対処が必要である。また、対策として「外部から

のアクセスを遮断する設計を行う」とあるが、システムのメンテナ

ンスや外部との情報のやり取りをする際には USBなどのリムーバル

メディアに頼らざるをえず、そこにセキュリティ上の弱点が生じ

る。また、内部同調者の存在、買収や脅迫による従業員の加担、外

部社会での個人 PC感染、リムーバルメディアの盗難、すり替え、紛

失など Air Gapを超えた悪意をもったウィルスの感染の機会は多々

ある。原子力設備をサイバー攻撃から完全に守ることは不可能と言

える。 

 

 本審査においては、発電用原子炉施設への不正アクセス行為

（サイバーテロを含む。）を防止するための設備を設ける方針

であること及び安全保護回路の不正アクセス行為等による被

害を防止できるよう設計する方針であることを確認していま

す。また、核物質防護対策として、発電用原子炉施設及び特定

核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る

情報システムについては、外部からのアクセスの遮断及び情報

システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれが

ある場合又は行われた場合に迅速かつ確実に対応できるよう

にするための計画の作成が規制要求されており、核物質防護規

定に係る審査及び検査においてその内容を確認しています。 
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 

御意見の概要 考え方 

 ケーブルの耐久性について…福島第一原発では、ケーブルを雑草が

貫通して破損に至ることが頻発しましたが、難燃性は明記されてい

ても、水や雑草等に触れての腐食や破損を防ぐようなケーブルの強

度が評価されていないと思います。「何事もなければ」雑草に触れる

ようなことはないと思うかもしれませんが、事故の時にはそれは通

用しないと思います。 

 安全上重要な施設に用いられるケーブルについては、内部火災

の審査において実証試験によりケーブル単体で自己消火性及

び延焼性を確認した難燃ケーブルを使用すること、内部溢水の

審査において浸水課電試験等により健全性を確認しているこ

とを確認するとともに、設計基準事故時や重大事故等時に想定

される環境条件に対して必要な機能が発揮できるよう耐環境

性を有する設計とする方針であることを確認しています。 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

御意見の概要 考え方 

 「差圧式水位検出器」は、スクラムをかける等の緊急で「いざ！」

と言うべき時に、4～5ｍも高く誤表示するという欠陥をもってお

り、非常用を含めて、炉水位計測用の計測機器の全てにこの欠陥を

有する「差圧式水位検出器」を採用するとの方針は、許可基準規則

第十二条第 3項の要求を無視すると言う行為に、ほかなりません。 

 原子炉水位計については、許可基準規則第１２条第３項に基づ

き、想定される最も過酷な環境条件である原子炉冷却材喪失事

故時において健全に動作するよう設計していることを確認し

ています。 

なお、原子炉水位計の基準面器（凝縮槽）における基準水位の

低下により計器の指示値に疑いがある場合等には、代替手段と

して原子炉圧力容器への注水量（高圧原子炉代替注水流量等）

から原子炉水位を推定する手順等を整備することを確認して

います。 

 

 高圧注水系のポンプは、1 台のみであり、新規制基準に不適合であ

る。 

低圧注水ポンプは合計 4台で、内一台はスプレイ用であって多様性

の要求(preferable)も満たしている(一時間当たり 55℃の制限で、

低圧系が使える様になる頃には炉心溶融が始まっている)。 

島根 2号機の高圧注水系は、許可基準規則１２条第２項に不適合で

あり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４

３条の３の６により、設置変更を許可する事が出来ない。よって、

同機の設置変更許可申請を却下するとの決定を求める。 

 

 事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内高

圧時における注水機能については、原子炉内高圧時における減

圧系を作動させる機能及び原子炉内低圧時における注水機能

により代替できる場合には、それらの機能と原子炉内高圧時に

おける注水機能により多様性を満足するものと判断しており、

既許可において、高圧炉心スプレイポンプの故障等により高圧

炉心スプレイ系が使用できない場合でも、事故時の原子炉の状

態に応じた炉心冷却機能が維持できることなどを確認してい

ます。 

なお、この原子炉高圧時における注水機能に関する多様性の考

え方については、令和 3 年度第 15 回原子力規制委員会におい

て一部改正された設置許可基準規則解釈に明確化しています。 

 

 中国電力の主張、「新規制基準規則第１２条に於ける追加変更箇所

は、静的機器の単一故障に関する考え方の明確化のみであって、動

的機器に関しては、新規制基準の追加変更が行われていない」は、

 動的機器の多重性又は多様性及び独立性については、新規制基

準に変更はありません。 

なお、設置許可基準規則第１２条第２項では、「安全機能を有す
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

御意見の概要 考え方 

事実無根である。 

新規制基準では、中国電力の思い込み（願い）とは逆に、動的機器

の多重性、多様性の要求が明確化(強化/細部へ展開)されている。 

受審用に中国電力が提出した資料には、新規制基準が要求する「「重

要度の特に高い安全機能を有する系統」に対する多重性又は多様性

の確保に不適合が認められる。 

この様な審査請求は、規制内容の理解力（工学的/法学的技術能力）

不足が原因であると判断される。 

以上により、法第４３条の３の６第１項、２号、３号への不適合が

明白であり、「申請を却下する」との決定を求める。 

る系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する

もの」については、外部電源が利用できない場合においても機

能できるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造

及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独

立性を確保するものでなければならないことを求めており、既

許可において当該要求を満たした設計となっていることが確

認されています。 
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Ⅲ－１３ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 使用済み燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策として、中国電

力は、想定される重量物の落下時においても、使用済み燃料の貯蔵

施設の機能が損なわれないよう設計することとしています。 

使用済み燃料プールヘの重量物落下を防止するために、中国電力は

原子炉建物の構造物・燃料取替機・天井クレーンについて、それぞ

れ基準地震動による地震力に対して、発生する荷重により生じる応

力が許容以下になるよう保守的に設計するとしていますが、これら

は基準地震動の見直しが基本的に必要であり、それに伴って再評価

が必要です。 

 

 御指摘の基準地震動の評価に関する考え方ついては、【基準地

震動の策定】に記載しています。 

また、使用済燃料貯蔵槽については、重量物の落下に対して、

その機能が損なわれないようにするため、使用済燃料貯蔵槽へ

の落下が想定される重量物について基準地震動に対して落下

を防止する設計とする方針であることなどを確認しています。 

なお、設計の詳細については、設計及び工事の計画の審査にお

いて確認します。 

 

 使用済み燃料プールへの重量物落下を防止するために、原子炉建物

の構造物・燃料取替機・天井クレーンについて、それぞれ基準地震

動による地震力に対して、発生する荷重により生じる応力が許容以

下となるよう保守的に設計するとしていますが、基準地震動の評価

を見直したうえ、再度、評価をし直すべきです。 

 同上 

 

  

- 53 -



50 

 

Ⅲ－１６ 放射性廃棄物の処理施設（第２７条関係） 

御意見の概要 考え方 

 放射性廃棄物の処理施設（第２７条関係）私は、原子力発電所の設

置・運転において、最重要の安全審査の要点が常に放射性廃棄物の

処理施設問題にあると考えております。なぜなら、この問題こそが

原子力発電技術が不完全技術であることの証だからです。こうした

視点で今回の審査書案を検討しますと、まったくその内容が不十分

であることがわかります。その根拠は、本審査書案には中国電力株

式会社の申請書に書かれている文言の追認以外に、原子力規制庁担

当部局の独自の見解が示されていないからです。厳しい言葉でいう

ならば、追認するだけならば審査は必要ないのです。何事であれ審

査を行うということは、審査者が独自の判断基準を堅持して申請書

類の審査に向かわなければならないはずです。それが本来の審査の

意義と役割ではないでしょうか。以上の理由によって、今回の審査

書案にはまったく同意できません。異議ありと申し上げます。 

 設置許可基準規則第２７条は、工場等に通常運転時において放

射性廃棄物を処理する施設を設けることを要求しており、既許

可においてこの要求に適合するものであることを確認してい

ます。本申請においては、1 号炉の液体廃棄物処理系の 2 号炉

との共用の取りやめ、固体廃棄物処理系のドラム詰め装置の固

化材の変更等を行うとしており、審査においては、これらの変

更後においても、放射性廃棄物を処理する能力を有する設計と

する方針であること、液体状及び固体状の放射性廃棄物の漏え

い等が防止される設計とする方針であることを確認したこと

から同条の規定に適合するものと判断しています。 

なお、審査では、提出された設置変更許可申請について、新規

制基準への適合性を確認しています。 
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Ⅲ－１８ 気象条件の変更 

御意見の概要 考え方 

 Ⅲ-18 節では、「気象指針」に基づき、2009 年に得られた新たな気象

資料を用いて、平常運転時及び設計基準事故時における公衆の被曝

線量を評価し、それぞれ、年 50μSv及び事故当り 5mSvを下回るこ

とを確認したとされています。 

しかし、「気象指針」では、被曝評価上最も重要な逆転層気象が除外

されています。逆転層には「上空（層）逆転層」と「接地逆転層」

とがあります（「日本大百科全書」小学館、1985年）。 

前者については、同指針では、「上層逆転層の発生は比較的少ない現

象であること、たとえ発生してもそれ程大きな濃度を示さないと考

えられることから、とくに計算に入れないこととした」とされてい

ますが、これは格納容器の健全性を前提とした旧安全評価における

判断であり、福島事故を経験した現在、再検討されるべきだと考え

られます。 

後者については、気温が地表から上空数 100ｍまで逆転（上方程高

い）する現象であり、夜間の放射冷却時や前線通過時などによく発

生し、横浜地方気象台の観測例では年間の約 2割の日数に達します

（「ブリタニカ国際大百科事典」1973年）。この気象では垂直方向の

対流拡散が無く、また、放射冷却時などは微風しか吹かないため、

大気安定度が最も高くなります。ところが同指針では、最も高い大

気安定度”G”は、より不安定な”F”とみなすとされ、また「静穏

時における拡散は、現在適切な実用拡散式がないため、便宜上風速

を 0.5ｍ/sとして有風時の拡散式を適用することとした」とされて

います。 

以上のことから。1982年当時に決定された「気象指針」は現在では

実用すべきではなく、SPEEDIなどで利用されている詳細計算モデル

に基づく、逆転層気象を考慮した、正当な公衆被曝評価に変更され

 新規制基準においては、設計基準事故等について、「発電用軽水

型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」及び「発電用原子

炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づき、解析及び評価

を実施することを要求しています。 

当該解析及び評価に用いる気象データについては、対象となる

発電用原子炉施設の敷地及び周辺の気象特性を示すものであ

る必要があること、事故が任意の時刻に発生することを考慮す

ると平均的な気象条件を踏まえて厳しい気象条件を設定する

必要があることから、敷地周辺での観測の実施、当該観測値の

統計処理等が必要となります。「発電用原子炉施設の安全解析

に関する気象指針」は、実際的な利用を意図して、線量評価に

おいて必要となる大気中における放射性物質の拡散状態を推

定するために必要な気象観測の方法、観測値の統計処理の方法

及び大気拡散の解析の方法等を体系的に整理しているもので

あり、同指針に基づき、設計基準事故等の解析及び評価を行う

ことは適切であると考えます。 

なお、本申請では、当該線量評価に用いていた 1996 年の通常

観測の気象データについて、長期間の気象状態を示すものとし

ての代表性が確保できなくなったことに伴い、代表性が確保さ

れた 2009年の気象データへ変更がなされており、本審査では、

当該変更による線量評価結果への影響について確認していま

す。 
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Ⅲ－１８ 気象条件の変更 

御意見の概要 考え方 

るよう強く要請します。なお、筆者の試計算では、100万 kw級原発

における 133Xe の平行放射能レベルの 5×1018Bq が、地上に半径 100

ｍの半球状の放射能雲を形成した場合、ICRPのサブマージョン実効

線量係数 5.62×10-12（Sv･ｈ-1/Bq･m-3）を使うと、放射能雲中での実

効線量は約 14Sv/hとなり、希ガスの 133Xe のみによる外部被曝だけ

で 30 分で致死量の被曝になります。 
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

 圧力容器内での水蒸気爆発は考えなくてよいのか？ 

中国電力は「溶融炉心と冷却材の相互作用について」で、圧力容器

内水蒸気爆発は考慮しなくてよいとしている。審査結果もこれに沿

ったものである。しかし、福島第一原発 2号機では、2011年 3月 14

日から 15 日にかけて、溶融ジルカロイと外部から注水した海水と

の水蒸気爆発のほか、溶融燃料（主成分は UO2と思われる）と海水

との水蒸気爆発の発生が考えられる複数回の圧力パルスを記録し

ている。運転中の系内圧力が高いことや、冷却材温度が高く低サブ

クール度であることを理由に水蒸気爆発の発生を最初から排除す

るのは問題だ。島根原発 2号機の審査においては圧力容器内での水

蒸気爆発の危険性についても審査を行うべきと考える。 

圧力容器内での水蒸気爆発は溶融ジルカロイと水による可能性が

ある。TROI-15 と TROI-24 によって、自発的な水蒸気爆発が発生す

ることが確認されている。炉心溶融初期の段階では溶融物の主成分

がジルカロイとなる可能性が高いのではないだろうか。 

 

 原子炉内における水蒸気爆発については、国内外における実験

的研究や専門家による分析を踏まえ、ＢＷＲ体系では下部プレ

ナム内の冷却水は飽和状態であること、原子炉内には多数の構

造物が存在しており、トリガリングが制約されることから、そ

の発生確率は極めて低いと判断しています。 

 Ⅳ－１．１「事故の想定」について、ＢＷＲ特有の 2つの反応度投

入事象が検討の対象から欠落しているので正当な検討がなされる

べきことを再三これまでに指摘しました。ここに、改めてコメント

しますので、事象の全体像を構想した上で、どこまでが検討済みで、

どこからが今後の検討を要するのか虚心にご判断を願います。 

（１）地震時の原子炉容器内冷却材密度分布の変動に伴う反応度投

入事象 

炉容器内に冷却水と蒸気が混在するＢＷＲでは、地震時に、炉心内

の減速材である水の密度分布が容易に変動し得るため、それに伴い

 以下のとおり、地震時の起因事象として原子炉圧力容器内冷却

水密度分布の変動に伴う反応度投入事象を考慮することは不

要と判断しています。 

 

 

水平方向に地震による加速度が加わる場合、次の理由によりチ

ャンネルボックス内及び炉心全体としての大きな水密度分布

の変動は生じないことから、これに伴う著しい反応度の投入は

ないと考えられます。 
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

反応度が投入され得ることは明らかです。また、水の密度分布の変

動は瞬時に反応度投入につながり、わずかな正の反応度の投入が出

力暴走につながることも念頭に置く必要があります。この事象の全

体像をとらえるには、各種の地震動と運転状態（冷却材の流動状態）

を想定して、最も大きな反応度投入となる条件を見出し、それが許

容できるか、あるいは避ける方法があるかなどについて総合的に検

討する必要があると考えられます。水平方向の地震動では、大きな

横ズレ断層を生じるような変位型の地震動が最も反応度が大きい

と考えられます。2016年の熊本地震では幅約2m（朝日新聞2016年4月

21日）、1990年のフィリピンのルソン島地震では水平方向約5m、垂直

方向約1m（尾池 和夫「新版 活動期に入った地震列島」岩波科学

ライブラリ-138、2007年）の断層が地表面で見られました。このよ

うな断層運動に乗って炉容器が移動すると、内部の炉心上・下部プ

レナム内及び炉心チャンネルボックス間の水が同一方向の加速度

を受けて、片方の半炉心側の水の量が瞬間的に増加し、大きな正の

反応度投入になる恐れがあります。また、ＪＡＥＡでは地震時の水・

蒸気二相流のチャンネルボックス内挙動の研究が進められており、

地震動によってボイド分布が変動し、それが冷却材の流動状態と影

響し出力変動につながり得ると指摘されています。（T.Misawa,H.Yo

shida,K.Takase,”Development of an Analytical method on wat

er-Vapor Boiling Two-phase Flow Characteristics in BWR Fuel

 Assembles Under Earthquake condition “,Nuclear Reactors,P

rof.Amir Mesquita(Ed)，pp,157-174,（2012））垂直方向の地震動

では、炉容器に下降方向の加速度が働く時に炉心下端での冷却水流

量が増加して瞬間的に炉心全体の水量が増え正の反応度が加わる

恐れ、炉心下部の熱水中での突沸や規法の巻き込みにより水塊が制

① 炉心全体で有意な密度分布変動に発展するには、チャンネ

ルボックス内の二相流動と下部プレナム及び上部プレナム

内の流動が連成し、ある程度の時間をかけて炉心規模でのス

ロッシングのような流動振動に発展する必要があります。こ

うした炉心規模の流動振動の固有周波数は低く、炉内構造物

の共振により増幅される卓越周波数からは離れているため

継続的に励起されるとは考えにくいこと、また、これよりも

周波数の高い地震加速度により自動スクラムし、制御棒が全

挿入されることから、炉心規模でのスロッシングのような流

動振動が発展する可能性は極めて低いと考えられること。 

② チャンネルボックス内の水密度分布変動については、チャ

ンネルボックス内には、燃料棒が稠密に存在していることか

ら気泡の横方向の移動が制限され、チャンネルボックス内で

の水密度分布が変化しても、炉心全体としては有意な影響と

はならないと考えられ、また、チャンネルボックス内のスロ

ッシングが発生しても振幅は小さいと考えられること。 

また、鉛直方向に地震による加速度が加わる場合、次の理由に

より水密度分布が有意に変化することはなく、これに伴う著し

い反応度の投入はないと考えられます。 

① 鉛直方向の加速度の卓越周波数は高く、燃料集合体に対し

て継続的に大きな加速度が加わることは考えにくく、燃料集

合体の浮き上がり量はわずかであり冷却水との相対的な位

置関係は大きく変わることはないと考えられること。 

② 運転中の原子炉では、再循環系による強制対流が維持され

ています（流量約 11,390～35,600t/h）(※1)）。再循環系ポ

ンプは、地震により原子炉スクラムしても低速度で運転を継
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

御棒挿入率の小さい炉心上方へ移動する恐れ等々が指摘されます。

JAEAでは熱水力コードと三次元核計算コードを結合して「地震時の

BWR炉心核熱連成解析」が進められており（A.Satou,etal.,”Newtr

on-Coupled Thermal Hydraulic Calculation of BWR under Seism

ic Acceleration”,Prog.Nucl.Sci.Technol.,Vol2,pp120-124,(201

1)）、炉心出力振動の共鳴周期に近い長周期地震動が加わると、短時

間に大きな出力上昇が起こり得るので、その検討が不可欠だと述べ

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続します。仮に再循環系ポンプの電源が喪失した場合でも、

ポンプ回転数半減時間は約 5秒であり、スクラムにより全制

御棒が挿入されるまで強制対流が維持されることを確認し

ています。燃料有効長底部は液相の単相流、燃料有効長頂部

は約 70%から 80%のボイド率の二相流となっています。液相

と気相は、摩擦による相互作用を及ぼしながら、蒸気がやや

大きな速度を持ちながら上方に流れています。水と蒸気の密

度比は大きく、地震による加速度が鉛直方向に加わった場

合、慣性の大きな液相における速度変化は再循環系による強

制対流による速度に対して小さく、また慣性の小さな蒸気は

周囲の液相との摩擦により拘束されます。これにより、チャ

ンネルボックス内の鉛直方向の水密度分布が有意に変化す

ることはないと考えられること。 

さらに、以下に示すように、過去の大規模地震時において BWR

プラントでの反応度投入事象は確認されていません。いずれの

ケースも地震加速度大で自動スクラムし制御棒が全挿入され

原子炉が停止に導かれることが確認されています。 

① 新潟県中越沖地震発生当時の柏崎刈羽原子力発電所におけ

る運転中のプラントの平均出力領域モニタ（APRM）の推移に

は大きな変動がないこと（※2）。 

② 東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第二原子力発電所に

おける運転中のプラントの平均出力領域モニタ（APRM）の推

移には大きな変動がないこと（※3）。 

③ 東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所で

は、2 号炉及び 3 号炉で中性子束高警報が発生しているもの

の、これは「D 格子」という、燃料集合体の配置が制御棒側
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＬＯＣＡ時の緊急炉心冷却水注入に伴う反応度投入事象 

大破断ＬＯＣＡ等でＥＣＣＳの作動が遅れ、急速に炉心内の冷却水

が喪失する場合、燃料棒からの強い放射線による発熱で燃料棒（ジ

ルカロイ被覆の融点 1850℃）と制御棒（ステンレスと B4Cの共晶反

応により融点 1200℃）が昇温するが、制御棒が早く溶け落ちて燃料

棒格子が残っている状態で、大容量のＥＣＣＳが作動するという状

況は起こり得るか、また、それによる反応度はどの程度かという検

討においては、起こり得る条件を網羅的にあげる必要があります。

で広く、その反対側で狭いという偏心した配置となっている

プラント特有のものであり、反応度投入事象による平均出力

領域モニタ（APRM）の推移の変動ではないこと(※4）。なお、

D格子を採用していない島根 2号では発生しない事象です。 

(※1)保安規定(定格流量 35,600t/h、32%～100%の流量値) 

(※2)経済産業省ホームページ「新潟県中越沖地震発生時の柏

崎刈羽原子力発電所の運転データについて」 

(※3)東京電力ホールディングス(株)ホームページ 

(※4)D格子を採用しているプラントの燃料集合体の濃縮度は、

制御棒側で低く、その反対側で高くなっており、地震により制

御棒側の間隔が狭く、その反対側の間隔が広くなると、制御棒

側の中性子束が下がる効果よりも、その反対側の中性子束が上

がる効果が上回ります。この事象による中性子束の上昇が、平

均出力領域モニタ（APRM）の警報設定値を上回り、中性子束高

警報が発報されたものです。（原子力安全委員会資料 第 28 回

定例会「BWR プラントにおける地震時炉内中性子束上昇事象に

関する検討結果について」(平成 9 年 5 月)） 

 

LOCA が発生し注水が遅れた場合、以下のことから著しい反応度

が投入されることはないと考えられます。 

① BWR の制御棒では B4Cをステンレス鋼製の被覆管に収納し、

その管をステンレス鋼構造で覆うことにより制御棒ブレー

ドを構成しています。燃料棒と制御棒ブレードの間にはジル

カロイ製のチャンネルボックスが存在しています。制御棒の

温度は、燃料からの輻射熱により上昇することから、ステン

レス鋼と B4C との共晶反応により制御棒被覆が溶融する状態
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

水蒸気による冷却の強弱による両者の温度差の程度、制御棒が溶け

落ちた時の炉心の幾何学形状の維持される範囲、ＥＣＣＳ水による

冠水の速さ等々の検討が必要だと考えられます。これらについて貴

委員会での検討状況を明示した上で、本事象の検討の要否を示して

下さい。 

 

(約 1,200℃)では、燃料被覆管温度は、これを大幅に上回り、

かつ、蒸気の供給によるジルコニウム－水反応により急激に

上昇するため、炉心の幾何学的形状が維持されるとは考えら

れません。 

② このような状態は、BWR の炉心を模擬した DF-4（※）の実

験でも見られています。 

また、炉心損傷後の手順として未臨界を維持するため、重大事

故等対処設備と位置付けている「ほう酸水注入系」によるほう

酸水を注入する手順を整備しており、ほう酸水注入系の電源

は、重大事故等対処設備である常設代替交流電源設備から給電

され、確実に起動できるよう設計していることを確認していま

す。なお、御指摘の大破断 LOCA の場合においても、実機の下

部プレナム内には一定量の冷却材が存在しており、炉心溶融す

るまでの間、炉内は水蒸気環境下であることに変わりはないと

考えられます。 

(※) R.O. Gauntt, R.D. Gasser, L.J. Ott, “The DF-4 Fuel 

DamageExperiment in ACRR with a BWR Control Blade and 

ChannelBox,” NUREG/CR-4671, SAND86-1443 (1989). 
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Ⅳ－１．２．１．３ 全交流動力電源喪失 

御意見の概要 考え方 

 過酷事故発生の場合への対策について メイン電源喪失、予備電源

の使用不可の事態から電源確保までの時間的、技術的試算及び、複

数パターンの復旧プロセスが貧弱と考えます。 

 

 外部電源が喪失するとともに、非常用ディーゼル発電機及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失することによ

り重大事故等が発生した場合において、炉心の著しい損傷等の

防止に必要な電源を確保するために、常設代替交流電源設備、

可搬型代替交流電源設備等の設備及びその手順等を整備する

ことを確認しています。具体的には、常設代替交流電源設備と

して容量約 6,000kVAのガスタービン発電機を 1台（予備 1台）

設置し 10 分以内に給電できること、可搬型代替交流電源設備

として容量 500kVA の高圧発電機車を 6 台（予備 1 台）保管し

275 分以内に給電できること等を確認しています。 

また、有効性評価においては、常設代替交流電源設備が 24 時

間使用できないものとして炉心の著しい損傷を防止するため

の対策に有効性があることを確認しています。具体的には、原

子炉隔離時冷却系の機能達成を阻害する要因（蓄電池枯渇後の

原子炉隔離時冷却系停止、原子炉隔離時冷却系本体の機能喪

失、逃がし安全弁の再閉失敗、直流電源の喪失）ごとに評価を

行い、それぞれの対策が事象進展の特徴を捉えた対策であるこ

と、運転員等の操作が遅れた場合でも一定の余裕があること、

対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等の計画が十分であ

ることなどを確認しており、申請者の計画する炉心損傷防止対

策が有効なものであると判断しています。 

 

  

- 62 -



59 

 

Ⅳ－１．２．１．７ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

御意見の概要 考え方 

 格納容器バイパス事故の評価対象として、より厳しい結果が想定さ

れる「過渡事象（原子炉自動停止）＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS

注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」事故を取り上げることを求め

る。住民への放射線影響及び環境汚染の上で極めて厳しい結果を生

じるおそれのある格納容器バイパス事故を想定していないことは

不合理であり、この事故想定に関する重大事故防止対策の有効性評

価を求める。なお、先んじて柏崎刈羽原発 6、7号機の審査書案、東

海第 2号機、女川 2号機の各審査書案に対するパブリックコメント

において上記と同趣旨の意見が出され、それに対する規制委員会の

考え方として、意見に記された事故シーケンスについて、「地震 PRA

にもとづいて頻度及び影響度の観点から総合的に判断して排除す

ることを妥当とした」旨述べている。しかし、地震 PRAにもとづく

頻度は何ら検証されたものではなく、定量的に信頼できるものでは

ない。また、規制委員会の考え方には、影響度に関して「必要に応

じて放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られる

ことを確認しています。」と記述されているが、放水砲による原子炉

建屋から放出される放射性物質量の低減特性については実証試験

結果が何ら示されておらず、その効果に期待すること自体科学的妥

当性を欠いている。放水砲による放射性物質低減の実証データがあ

るのか。 

 「原子炉自動停止＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能

喪失＋全交流動力電源喪失」の事故シーケンスは、審査書（案）

Ⅳ－１．１にある地震 PRAで「格納容器バイパス」として考慮

しており、頻度及び影響度の観点から必ず想定する事故シーケ

ンスグループと比較し、総合的に判断して、新たな事故シーケ

ンスグループとして追加する必要はないとしていることは、妥

当であると判断しています。 

具体的には、以下のことを確認しています。 

頻度の観点からは、申請書（追補２．Ⅰ）の別添 1.2.1「地震

PRA」において、3.5×10-9/炉年と示されており、全炉心損傷頻

度に占める割合が極めて小さいことを確認しています。また、

影響度の観点からは、基準地震動を超える大規模な地震では、

機能喪失する設備（※）の組合せの特定は困難であり、影響度

に大きな幅があるが、発生する事象の程度に応じて使用可能な

設備を用いて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔

軟に活用するとともに、必要に応じて放水砲等を用いた大規模

損壊対策による影響緩和が図られることを確認しています。 

放水による効果等については、空気中の微粒子状放射性物質

が、降雨により捕らえられる効果があることが知られており、

拡散抑制効果があると判断しています。また、浮遊する微粒子

状放射性物質を水スプレイにより捕集する実験が過去に行わ

れており、その効果が確かめられています。 

（※）炉心損傷を防止するための設備 
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Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

御意見の概要 考え方 

 「d. 原子炉格納容器から原子炉建物へ漏えいし、環境に放出され

る Cs- 137 の放出量は、7 日間で約 1.1TBq であり、100TBq を下

回っている。上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防

止対策の評価項目 (a)、(b)及び(c)を満足している。」としている

が、格納容器フィルタベント系で除去できない希ガスについての評

価とその対策がなされていないので、評価と対策を行うよう強く求

める。中国電力の資料によれば、「気体状放射性物質(希ガス)は，原

子炉停止後，半日程度格納容器内で保持することで，大幅に減衰さ

れる。炉心損傷後にベントの実施が必要となる場合には，さらにド

ライウェル内へ間欠スプレイ操作を行い，格納容器圧力を最高使用

圧力の 1.5倍以下に制御し，ベント開始時間を遅らせることにより，

ベントによる希ガス放出を低減する。 」とあるが、緊急時にこのよ

うな判断をさせるのは危険である。格納容器圧力が制御できない場

合も想定し、希ガスについての評価と対策を行うこと。 

 

 有効性評価における放射性物質の放出量については、東京電力

福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故により避難を余

儀なくされた住民の方々の帰還が困難となる区域を発生させ

ない観点から、諸外国の安全目標も参考にしつつ、放出量が多

く半減期が比較的長い核種である Cs-137 を対象に、100TBq と

いう制限値を設定しています。希ガスについては、地表面に沈

着することなく拡散するものであることから、評価対象とはな

りません。 

また、審査では、格納容器フィルタベント系を用いた格納容器

ベントについては、新たに整備した重大事故等対処設備を用い

た対策を講じてもなお格納容器圧力が上昇した場合など、あら

かじめ定めた判断基準に達した場合に実施するものであり、有

効性評価においては、想定される最も厳しい評価事故シーケン

スにおいても格納容器ベントを行うのは事象発生から約 32 時

間後であることを確認しています。 

なお、格納容器フィルタベント系のほか、原子炉格納容器バウ

ンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させる設備として残留熱代替除去系が整備されており、残留

熱代替除去系を用いた対策は、格納容器フィルタベント系に優

先して行われることも確認しています。 

 

  

- 64 -



61 

 

Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料  冷却材相互作用 

水蒸気爆発が実機において発生する可能性 において申請者中国

電力は、原子炉圧力容器外のＦＣＩのうち、水蒸気爆発は、実機に

おいて発生する可能性は極めて低いとしている。規制委員会は、「原

子炉圧力容器外のＦＣＩで生じる事象として、水蒸気爆発は除外し

圧力スパイクを考慮すべきであることを確認した。」と、さしたる根

拠もなく中電の言い分をそのまま受け入れ、水蒸気爆発は起こらな

いこととしている。そのうえで、格納容器下部に予め 2.4ｍほど水

を溜めて溶融燃料を受け止めるという世界に例の無い、危険な重大

事故対処方針を決定している。水蒸気爆発を引き起こす危険性は

「水蒸気爆発が実機において発生する可能性」において検討したも

のの「水蒸気爆発が発生したＫＲＯＴＯＳ、ＴＲＯＩ」の結果を切

り捨て、水蒸気爆発は実機において発生する可能性は極めて低いと

の中電の主張をさしたる根拠もなく受け入れている。しかし水蒸気

爆発の可能性はあるのだから、圧力容器外の溶融燃料対策として格

納容器の水張りは誤っている。そもそもペデスタル注水とは、コア

コンクリート反応を防ぐためのものだが、反応は急激ではなく、こ

れが直接格納容器を破損させるには相当程度の時間を要する。的確

なブロックをしていれば格納容器破損は防止できるし、それは欧州

のＰＷＲでは実施している。一方、水蒸気爆発が発生すれば瞬時に

圧力上昇が発生し格納容器破損に至る恐れが高い。格納容器の加圧

破損が発生してしまえば防止する方法は全て無効になる。優先度が

高いのは水蒸気爆発の防止で有り、コアコンクリート反応を防ぐに

はコアキャッチャー等の方法を講ずべきである。 

 

 実機において大規模な水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低

いと考えられる根拠については、審査書（案）Ⅳ－１．２．２．

３の３．（１）「水蒸気爆発が実機において発生する可能性」に

おいて以下のとおり記載しています。 

①実機において想定される溶融物（二酸化ウランとジルコニウ

ムの混合溶融物）を用いた大規模実験として、COTELS、FARO、

KROTOS 及び TROI を挙げ、これらのうち、水蒸気爆発が発生

した KROTOS、TROI の一部実験の特徴としては、外乱を与え

て液－液直接接触を生じさせていること、又は溶融物の初期

の温度を高く設定することで、溶融物表面の蒸気膜が安定化

する反面、溶融物表面が冷却材中で固化しにくくさせている

ことが要因であること 

②大規模実験の条件と実機条件とを比較した上で、実機におい

ては、液－液直接接触が生じるような外乱となり得る要素は

考えにくいこと、実機で想定される溶融物の初期の温度は実

験条件よりも低く、冷却材中を落下する過程で溶融物表面の

固化が起こりやすいこと 

水蒸気爆発は複雑な現象ですが、これまでの研究の積み重ねに

基づき、溶融物のプールへの落下から水蒸気爆発の発生までの

過程を、粗混合、トリガー、微粒化、急速熱伝達、膨張による

圧力波伝播及び機械的エネルギー発生に分解し、実験及び解析

モデル開発が行われています。 

これまでの水蒸気爆発実験には、こうした現象群を全体として

把握する積分実験、現象を個別に把握し、実機での影響評価や

予測モデル開発に役立てることを目的とした個別効果実験が

あります。OECD/CSNIが実施した SERENA実験を構成する KROTOS
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

及び TROI は、いずれも積分実験として位置付けられます。こ

こで落下させるウラン酸化物を主成分とする溶融物の重量は、

実機に対する MAAP 解析結果と比較して少量であるものの、こ

れは、装置の容量の範囲内で、落下した溶融物の全量を装置内

で混合させ、外部トリガーを作用させやすくするという意図的

な条件で水蒸気爆発を発生させるために設定された条件で行

われています。 

実規模の大量溶融炉心落下に関しては、こうした意図的に設定

された条件の連鎖が発生する可能性は低いと考えます。実機の

原子炉圧力容器下部には、制御棒駆動機構ハウジング、炉内計

装ハウジング等の貫通部が複数あることから、原子炉圧力容器

破損時には複数箇所から溶融炉心が落下すると考えられます。

このため、大量の溶融炉心が 1箇所から落下するとした意図的

なシナリオを想定することは保守的であり、仮にそのような、

まとまって同時に溶融炉心の落下が発生すると仮定しても、勢

いよく蒸気が発生することで、溶融炉心と冷却水の接触を妨げ

粗混合が抑制されます。 

また、水蒸気爆発に寄与する溶融炉心量は、その時点で流下し

ている溶融炉心量の一部であり、実現象において、原子炉格納

容器下部に蓄えられた水に落下させる溶融炉心量を増やした

としても、それに比例して現象が厳しくなることはありませ

ん。 

なお、新規制基準においては、個別の具体的な機器の設置を求

めるのではなく、炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策等

のために必要な機能を求めています。規制基準は、満足すべき

性能水準を要求し、それを実現する「技術」は指定しないのが
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

国際的にみても一般的です。規制要求を満たすのであれば、御

指摘の設備（コアキャッチャー）に限らず、他の方法でも問題

ありません。 

 

 島根 2 号炉の審査書案に先立つこと 3 年前に、BWR である東海第 2

号機審査書案を決定した規制委員会（2018 年 7月 4日）の席上、更

田豊志規制委員長の発言について、審査書案にはこのようなことは

明記されていないものの規制委員会の考え方にあると受け止め、以

下の意見 3点を述べる。 

（１）「FCIの方というのは、これは極めて実験でも起こさせるのに

苦労するような現象である」と述べているが、現実に TROI 実験で

は自発的水蒸気爆発が何度も生じているので、「極めて起こさせる

のに苦労する」という表現は事実に反しているので、訂正すべきで

ある。 

（２）「MCCI との比較でいえば、まずコアコンクリート反応を避け

ようとするのが主眼であって、その上で、なお FCIの脅威をなるべ

く取り除いておこうと。これは優先順位の問題であろうかと思いま

す。」とあることについて、FCIの脅威は「なるべく取り除いておく」

ことですまされるものではない。何故ならば、衝撃圧を伴う水蒸気

爆発が生じると、格納容器破壊という破滅的結果を招くおそれがあ

るからである。MCCIと FCIは優先付けして対処する問題ではなく、

どちらも同等にその発生を防止すべきものである。 

（３）MCCIと FCIの脅威排除を両立できる対処法が、溶融炉心と水

の接触を避けたドライな「コアキャッチャー」方式である。現実に

欧州加圧水型炉、ロシア加圧水型炉では取り入れられており、日本

の既設の原発でも技術的に設置不可能なものではない。ただ工事費

 同上 
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

と工事期間が溶融炉心の水冷却方式よりもより多くかかるだけで

ある。規制委員会が福島第一原発事故の反省と教訓にもとづき原発

の安全性を経済性よりも優先する理念に立つのであれば、蒸気爆発

のリスクが避けられない溶融炉心の水冷却方式を排除して、「コア

キャッチャー」方式を規制要件にするべきである。  

 

 TROI 実験ではトリガーがある場合はもちろん、自発的水蒸気爆発も

複数回確認されている。TROI-10,12,13,14 は酸化ウランとジルコニ

アの混合物、TROI-15，24 ではジルコニアについても自発的な水蒸

気爆発を確認している。これに対して、規制委員会は、「TROI 装置

による実験のうち、自発的な水蒸気爆発が生じた実験においては、

溶融物に対して融点を大きく上回る加熱を実施するなどの条件で

実施しており、この条件は実機の条件とは異なっています。国際協

力の下で実施された OECD SERENA 計画では、TROI装置を用いて溶

融物の温度を現実的な条件とした実験も行われ、その結果、本実験

においては自発的な水蒸気爆発は生じていないことを確認してい

ます（引用終わり）」と、その後 SERENA 計画で TROI 装置によって

自発的水蒸気爆発の発生の有無に関する実験を行ったと、たびたび

回答しているが、そのことを示す報告書や文献を示していない。 

 SERENA では TROI 装置を使用した実験は 6 回行われた旨が報告さ

れているが、いずれも外部トリガーを加えた実験であり、自発的に

爆発が起こるか否かを明らかにした実験ではない。規制委員会が言

うような実験が行われているのであれば、そのエビデンスを示すべ

きである。各電力会社も「規制委員会が TROI 実験で自発的水蒸気

爆発が起こらないことを確認していると述べている」というふうに

釈明するようになった。規制委員会の早急な対応と電力会社への周

 御指摘の OECD SERENA 計画における TROI 装置を用いた実験

（TROI-VISU）は、溶融物のプールへの落下から水蒸気爆発の発

生までの過程の一つである粗混合の可視化を目的とし、外部ト

リガーを作用させず、溶融物温度を現実的な条件として実施し

た実験です。当該実験の内容については、「 OECD/SERENA 

Integrated Report 2014」に記載されていますが、当該報告書

は現時点で非公開とされています。 

 

- 68 -



65 

 

Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

知を行うべきであると考える。TROIで自発的な爆発が起こった条件

で、再現性を確認する実験はなされていないと思われる。TROI-21以

降では、水深を 0.67m から 1.3m へと 2 倍にしているなど、自発的

な水蒸気爆発発生時とは条件を変えている。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼 

御意見の概要 考え方 

 水素燃焼 「さらに、対策の手順には、原子炉格納容器内の酸素濃

度計に基づく判断が含まれており、原子炉格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度が可燃領域に至る前（酸素濃度が 4.4ｖｏｌ％（ドライ

条件）及び 1.5ｖｏｌ％（ウェット条件）到達時）に、格納容器フ

ィルタベント系を用いて原子炉格納容器内の気体を排出する手順

としている。」との中電の対策に対して「これらにより、規制委員会

は、Ｇ値の不確かさを考慮した場合においても、格納容器破損防止

対策に有効性があることを確認した。」と結論づけるが、これは過酷

事故対策において後段否定をしない想定である。すなわちフィルタ

ベント系が使用できない場合では、どうするのかが解説されていな

い。ベントは常に不安定で不確かな対策である。これが機能しない

ことを前提としてもなお水素爆発を回避できなければ、対策が出来

ているとは言えないので審査は無効である。 

 有効性評価においては、想定する格納容器破損モードに対して

整備された重大事故等対策に成立性があるかどうかを最適評

価手法により確認しており、水素燃焼に対しては、残留熱代替

除去系等を用いた対策により格納容器破損防止対策の評価項

目を満足していることを確認しています。加えて、審査の過程

において、G 値の不確かさに関する影響評価として、G 値を設

計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度制御系の性能評価

に用いる値とした場合に対しても、残留熱代替除去系及び格納

容器フィルタベント系を使用することにより、原子炉格納容器

の破損を防止することが可能であることを確認しています。 

なお、格納容器フィルタベント系は、排気ラインの弁を除き配

管、容器等の静的機器で構成された準静的な設備であり、排気

ラインの弁については、第一隔離弁及び第二隔離弁それぞれに

バイパスラインを設けるとともに、電源喪失時にも手動で操作

が可能な設計としていることから信頼性の高い設備であると

考えています。 
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Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

御意見の概要 考え方 

 重大事故発生時に溶融炉心・コンクリート相互作用を防止するため

の原子炉格納容器下部への注水設備として用いられる原子炉格納

容器代替スプレイ系及びペデスタル代替注水系はいずれも可搬型

となっているが、設置するならば運用の信頼性が高い常設型にすべ

きである。 

島根 2 号炉に先だって審査を終えた柏崎刈羽 6，7 号機、東海 2 号

機、女川 2号機では原子炉格納容器下部への注水設備はいずれも常

設型になっており、島根 2号炉ではなぜ緊急事態下において設備設

営に信頼性を欠く可搬型を採用するのか、またそれを是とする規制

委員会の説明を求める。 

 原子炉格納容器代替スプレイ系及びペデスタル代替注水系に

ついては、常設設備も整備されることを確認しています。具体

的には常設の低圧原子炉代替注水ポンプを用いるものが整備

されることを確認しており、可搬型設備に優先して使用するも

のであることを確認しています。 

なお、有効性評価においては、原子炉圧力容器破損に至る評価

とするために低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水に期待しないこととしていることから、これに合

わせ、常設の低圧原子炉代替注水ポンプの機能には期待せず、

可搬型設備を用いた対策に有効性があること確認しています。 

 

 

Ⅳ－１．２．４．４ 反応度の誤投入 

御意見の概要 考え方 

 反応度の誤投入 「cal」という単位が審査書案に記載されておりま

すが、この単位は用途が限定される単位（「人若しくは動物が摂取す

る物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計

量」）であり、本審査書のような原発関連の「証明」行為に使用する

ことはできないと考えます。確認いただき、審査書案および事業者

の提出書類に計量法に合致しない単位がないか再確認すべきかと

思います。 

 

 

 審査書（案）における評価結果等については、原則として、国

際単位系や計量法で定める計量単位で記載しています。 

御意見の「cal」については、「発電用軽水型原子炉施設の反応

度投入事象に関する評価指針」（昭和 59 年 1 月 19 日原子力安

全委員会決定）及び「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事

象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」（平成 10 年 4

月 13 日原子力安全委員会了承）で用いられていることから、

これらの指針等で示されるしきい値との対比の観点から、

「cal」を用いた記載も括弧書きで併記しています。 
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Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

御意見の概要 考え方 

 申請者の事故解析に関して、規制委員会がクロスチェック解析をま

ったく行うことなく、申請者の解析結果を妥当なものと判断してい

ることは、審査の科学的厳正さを欠いている。クロスチェック解析

用として原子力規制庁が整備してきた過酷事故総合解析コード

MELCOR を用いて、対象ケースは抜き取りでよいからクロスチェッ

ク解析を実施することを求める。 

 

 

 シビアアクシデントの解析には比較的大きな不確かさを伴う

ことを踏まえ、申請者が実施した解析の妥当性の確認において

は、規制委員会の所有する解析コードによる解析結果（以下

「NRA の解析」（※）という。）が申請者の解析コードによる解

析結果（以下「申請者の解析」という。）と同様の傾向であるこ

とを確認するとともに、NRA の解析により同定された不確かさ

要因が申請者の解析においても考慮されていることを確認し

ています。 

なお、申請者の解析については、以下の点を審査で確認し、解

析結果の解釈が現在の技術レベルに照らして妥当と判断して

います。 

① 炉心損傷後を含めた事象進展に係る重要現象の解析モデル

が説明されていること。 

② 使用された解析コードが、国際的に利用されている代表的

なコードであり、豊富な適用実績があるとともに、他のシビア

アクシデントコードとのベンチマーク計算により、一定の信頼

性が確認されていること。 

③ 不確かさにも適切に対応できるような考え方に基づいて対

策を要求していること。申請者が計画している対策の有効性評

価について、解析コードおよび解析結果の不確かさを考慮して

も、解析結果は評価項目を概ね満足することに変わりがないこ

と。 

（※）「炉心損傷防止対策の有効性評価（RELAP コードによる解

析）についての規制委員会の技術報告」、「格納容器破損防止対

策の有効性評価（MELCOR コードによる解析）についての規制

委員会の技術報告」 
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Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防止技術的能力基準１．０項関係） 

御意見の概要 考え方 

 アクセスルートの確保 島根原発は構内に坂道等があって豪雪時

のアクセスルートに不安を覚えます。よく冬場に通勤バスがスタッ

クして動けないことがありますが、可搬車両は豪雪時にきちんとア

クセスルートをスタック・スリップせずに動かせるのですか？ま

た、各可搬車両を準備する技術的能力に記載の時間についてもチェ

ーン装着時間は当然加味していますよね。 

 

 アクセスルートにおける積雪については、気象予報により、事

前の予測が十分可能であり、積雪状況を監視しながらホイール

ローダによる除雪が可能であることを確認しており、積雪時に

おいても走行可能なタイヤを装着するとしていることを確認

しています。なお、積雪が 10cm となった場合に除雪作業を開

始することを確認しています。 

 

 体制の整備 「事象発生後約 8 時間を目途に緊急時対策要員 54 名

を確保する方針としている」としていますが、基準地震動が島根県

を襲った場合に多くの社員が居住する社員寮や社宅が倒壊して要

員が足りない事象も想定されると思います。そのあたりは基準地震

動でも社宅等は倒壊しないことを原子力規制庁として確認してい

るのでしょうか。 

 

 有効性評価においては、参集する緊急時対策要員に期待せず、

発電所に常駐している緊急時対策要員のみで重大事故等への

対応が可能であることを確認しています。その上で、長期的な

事故対応に期待する緊急時対策要員 54 名については、発電所

員（約 540 名）のうち、約 7 割の要員が発電所から 10km に所

在しており、過去の訓練の実績等から 7時間以内に 150名以上

の要員の参集が見込めることを確認しています。 

なお、社宅、社員寮等についての耐震性は評価の対象とはして

おりません。 

 

 各種手順に要する時間が記載されておりますが、原子力規制庁で実

際の訓練を視察などして確認した時間でしょうか。当該事業者は過

去色々と不祥事（点検不備、LLW流量計問題、S/B未巡視、文書誤廃

棄等）を起こしているので、規制庁がきちんと見ておくべき（でき

れば第三者機関が計測すべき）かと思います。 

 

 各種手順に要する時間は、要員の移動、機器の運搬等に余裕を

考慮して設定した時間であり、訓練実績等を踏まえて妥当なも

のであることを確認しています。なお、今後、事業者から申請

された保安規定が認可された場合には、原子力規制検査におい

て、当該保安規定に基づき事業者が適切に訓練を行っているか

について、各種手順に要する主要な時間を含め確認していきま

す。 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関

係） 

御意見の概要 考え方 

 炉心の著しい損傷および原子炉格納容器の破損又は貯蔵層内燃料

等の著しい損傷に至った場合において「放水砲を用いて、原子炉建

屋に放水し、大気への放射性物質の拡散を抑制する」としている。

この考え方は、根本的に技術上の原理から逸脱しており、何らの効

果もない。 

「放水砲」が日本の工業界に普及したきっかけは 2003 年の十勝沖

地震で火災を起こした出光興産北海道製油所のタンク火災である。

石油タンクの油面に燃焼が広がった場合に、遠隔位置から泡消火剤

を添加した消火水をタンク油面に効率よく供給して、液面から空気

を遮断し、かつ火炎の熱を冷却して消火するという原理を実用化し

た設備であり、今日石油精製プラントや石油備蓄基地に普及してい

る。放水砲によって供給される泡消火液が火災液面を覆うという技

術目的はきわめて原理的に自然な操作である。けれども棒状もしく

はわずかに広がる円錐状の水流で、大気中に浮遊する放射性粉じん

と接触して捕捉するという方法には実効性がない。 

この方法を当然のように提示している電力会社も、それを審査して

認可の根拠としている原子力規制委員会も、きわめて無責任であ

る。原発にはそれ以外の安全対策がないことを示すと受け止めるほ

かはない。 

 

 放水による効果等については、空気中の微粒子状放射性物質

が、降雨により捕らえられる効果があることが知られており、

拡散抑制効果があると判断しています。また、浮遊する微粒子

状放射性物質を水スプレイにより捕集する実験が過去に行わ

れており、その効果が確かめられています。 

 放水砲による拡散防止は無意味  

規制基準第５５条に従い、格納容器破損等の重大事故発生時に発電

所外への放射性物質拡散防止のための放水設備を設けるとしてい

る。可搬型の放水砲および大型ポンプにて建屋から漏出した放射性

 同上 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順におい

て、放水砲の噴射ノズルを原子炉建物の破損口等の放射性物質

放出箇所に向けて調整することとしており、放射性物質の漏え
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関

係） 

御意見の概要 考え方 

物質を水で叩き落すとしているが、あまりの戯画的な対策である。

そもそも建屋からの漏えいガスは可視化されているのか？また、夜

間に視認は可能か？可搬型の諸設備は被災時に果たして運搬が可

能か？環境はすでに漏れ出している放射能によって高線量環境に

あるだろう。対策の効果は全く期待できず、実効性の定量的な評価

もされていない。結局、規制基準の要求に形だけで応えているにす

ぎない。規制基準第５５条そのものが誤った要求と言える。 

い箇所が原子炉建物の外観上判断できない場合には、自主対策

設備であるガンマカメラ及びサーモカメラにより、放射性物質

や熱を検出し、放射性物質の漏えい箇所を絞り込む手順を整備

する方針であることを確認しています。 

また、夜間においては車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐

中電灯を用い作業性を確保すること、可搬型重大事故等対処設

備を運搬するアクセスルートは発電所内の道路及び通路が確

保できるよう迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保

するとともに障害物を除去可能なホイールローダ等を保管す

る方針であること、炉心損傷の徴候等がある場合又は現場作業

場所及びアクセスルートを通行する際に身体汚染のおそれが

ある場合には放射線防護具類を着用することを確認していま

す。 

 

 汚染水の対策がないので島根原発の再稼働に反対です。 

福島第一原発事故における高濃度汚染水は、原子炉の冷却水が溶融

燃料に触れ、格納容器下部の破損口から流出して生じました。一部

が環境中に漏れ出ました。また、建屋に入り込んだ地下水が混ざる

ことにより、大量の汚染水が生じています。 

基準規則５５条は、格納容器の破損に至った場合等において「工場

等外へ放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなけ

ればならない」としていますが、原電の対策は、格納容器上部が破

損し、気体の放射能が放出した場合、それを放水砲で叩き落とすと

いうだけで、高濃度汚染水という形態での放射性物質の放出につい

ての抑制対策はありません。 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故のように、事故に伴って

発生した汚染水の処理のあり方については、実際にどういった

状況になるかを事前に想定し規制基準を特定するのではなく、

事故の状況に応じ、臨機応変に対応していくことが現実的かつ

適切な考え方であることから、特定原子力施設の制度に基づ

き、状況に応じ規制することとしています。 

なお、設置許可基準規則第５５条等では、炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制

に必要な設備及び手順等の整備を要求しており、放水砲による

対策に加えて、放水に伴う海洋への放射性物質の拡散を抑制す
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関

係） 

御意見の概要 考え方 

るための放射性物質吸着材、シルトフェンス等の設備及び手順

等を整備する方針であることを確認しています。 

 

 

Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

御意見の概要 考え方 

 事業者の提出書類を見ると、放射線防護具にチャコールフィルタが

使用されています。チャコールフィルタは湿気で能力が落ちます

が、先日の豪雨時でも期待された性能が維持されるのですか？ 

 

 全面マスクに装着するチャコールフィルタの除染係数は、マス

クメーカの試験において、通気温度 30℃、相対湿度 95%の条件

において、十分な除染係数を有することが確認されています。 

なお、全面マスクの着用訓練を行うことにより正しく全面マス

クを着用することを前提とし、全面マスク（チャコールフィル

タ付き）の防護係数を 50としていることを確認しています。 

 

 「第３７条において想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束

に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納

容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した

場合）を想定すること。」とし、「運転員はマスクの着用を考慮して

もよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備すること。」

及び「ｉｉｉ）交代要員体制を考慮してもよい。ただし、その場合

は、実施のための体制を整備すること。 

ｉｖ）判断基準は、運転員の被ばくによる実効線量が 7 日間で 100

ｍＳｖを超えないこと。Ｖ）原子炉制御室の居住性を確保するため

に原子炉格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低

減する必要がある場合は、非常用ガス処理系等を設置すること。ｖ

 設置許可基準規則第５９条等は、あらゆる状況下において運転

員が原子炉制御室にとどまることを要求しているものではな

く、炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設備（特

定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原子

炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を

除く。）において、運転員が原子炉制御室にとどまるために必要

な設備及び手順等を整備することを要求しているものであり、

運転員の全面マスク着用、運転員の交替等の体制を整備するこ

となどにより、原子炉制御室の運転員の被ばくによる実効線量

が 7日間で 100mSvを超えないことを確認しています。 

また、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作性及び復旧作業に支障がないように、放
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Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

御意見の概要 考え方 

ｉ）原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉建屋に設置され

たブローアウトパネルを閉止する必要がある場合は、容易かつ確実

に閉止操作ができること。また、ブローアウトパネルは、現場にお

いて人力による操作が可能なものとすること。」としている。なぜ

「しなければならない」ではなく「してもよい」等の選択肢を設け

ているのか。これはあまりにも非現実である。 

既に福島第一原発事故において経験しているとおり、全面マスクが

必要な環境において作業を強行したり人員を交代させることは極

めて困難であるだけでなく、想定しているような電源喪失環境にお

いては無意味でさえある。結果として炉心の大規模損傷を起こした

後の話であるのだから、中央制御室はほとんど機能していない。特

定重大事故対処等施設で代替注水システムを準備しているはずの

新規制基準下において、どうして無理に中央制御室や建屋内部に作

業員や運転員を送る必要があるのか。 

中央制御室や建屋内部からは撤収して、特定重大事故対処等施設で

冷却や事故収束の指揮を行う方向に規制基準では対応を変えてい

るはずではないか。矛盾した対応になっているので審査をし直すべ

きである。 

射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置

等により設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設

計とすることを確認しています。 

なお、特定重大事故等対処施設については、別途、設置変更許

可申請がなされており、本審査の対象となった設置変更許可申

請には含まれていません。 
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Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７関係） 

御意見の概要 考え方 

 申請者は、第６０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び

手順等を整備する方針としている。 「発電所及びその周辺(発電所

の周辺海域を含む。)において、放射能測定 装置(可搬式ダスト・よ

う素サンフプラ、NaI シンチレーション・サーべイ・ メータ、GM 

汚染サーべイ・メータ、α・β線サーべイ・メータ及び電離箱サー

べイ・メータをいう。)等により、発電所から放出される放射性物質

の濃度及び放射線量の測定とその結果の記録を行うための設備及

び手順等 」と記載があります。 

α・β線サーべイ・メータで土壌表面のα線を測定すると思います。

屋外で汚染防止のため測定器に汚染防護処置を行うと検出器が覆

われるのでα線が汚染防止シート等と通過できずに測定できない

と考えますが、どのように測定しますか？そうではなく BG の低い

場合に土壌を持ち帰って測定するならば、持ち帰る場所については

技術的能力の資料などに記載すべきかと考えます。 

 α・β線サーベイ・メータによる土壌中の放射性物質の濃度測

定等の手順については、手順着手の判断基準に基づき、放射線

管理班員が試料の採取、放射能測定装置による測定、測定結果

の記録等を行うこと、放射線管理班員 2名により 1箇所あたり

90 分以内に行うことなどを確認しています。 

具体的な手順については、今後、保安規定に基づく下位文書と

して定められることになりますが、御意見のとおり、測定にあ

たっては、α線が遮蔽されないよう、適切な措置を講じた上で

行うこと等が必要になると考えられます。 

 

 

Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性に関する手順等（第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

御意見の概要 考え方 

 ｐ.481 に、規制委員会は「免震機能等により、緊急時対策所の機能

を喪失しない」ことを求めている。それにたいして、電力会社は「耐

震構造とする」としている（ｐ.482）。これは、規制要求に違反する

ものである。 

福島原発事故の後、東電の清水社長が国会事故調の参考人質疑で

「今回の私どものひとつの教訓だと思いますが・・・、もしあれが

なかったと思いますと、ゾッとするくらいのことでございます

が・・・」と話したことは周知のことである（国会事故調査委員会

 新規制基準では、重大事故等に対処するために適切な措置が講

じられるよう緊急時対策所の機能を設けることを求めていま

すが、その構造等は特定していません。島根 2号炉の緊急時対

策所については、耐震構造とすることにより機能を確保し、新

規制基準に適合していることを確認しています。 
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Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性に関する手順等（第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

御意見の概要 考え方 

『会議録』第 18回委員会（ｐ.401）。現実の大きな代償を払って学

んだ教訓を、便宜上の選択によって無視する電力会社とそれを容認

する規制委員会は、責任を果たしていない。 

なぜ免震機能が必要かについては、高田毅士氏をリーダーとする共

同研究「原子炉プラントの包括的安全性向上のための地震時クリフ

エッジ回避技術の開発」2016年 3月 16 日などにくわしい。 

 

 

Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

 意図的な破壊攻撃を必ず防御すると確証することは不可能である。

破壊を目的とする襲撃者は、守備側にたいして相対的優位を持つよ

うに絶えず攻撃能力を向上させるのが必然であるから、技術上の対

策を固定的に規定することはできない。したがって、攻撃を受けて

災害が発生した場合に被害を緩和するような手段を講じる以外に

方法がない。いわば、火災は防げないが消火設備を準備するのと同

然である。記載されている対処方針もそれと同種のもので具体性を

もち得ない。 

 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊によって

発電用原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あら

かじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考えられ

ることなどから、環境への放射性物質の放出低減を最優先に考

えた対応を行うこととし、重大事故等対策において整備する手

順等に加えて、可搬型重大事故等対処設備による対応を中心と

した多様性及び柔軟性を有する手順等を整備する方針である

ことを確認しています。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 3ページの 14行目「以下」は後段のどこの記載を指すのか？ 

 

 有毒ガス評価ガイドについては、審査書（案）「Ⅳ－４．１６ 原

子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第２６条、第５

９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係）」に記述

があることから、ここで略称を定義しているものです。 

 

 11ページの 24行目「みられない」は「見られない」のほうがよい。

27行目の例と同様。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 13ページの 5行目「VSP」は全角で記載したほうがよい。11ページ

の例と同様。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 15ページの 6行目「地震動評価を・・・策定する」：「地震動を・・・

策定する」の誤記ではないか。 

 

 御意見の箇所は、設置許可基準規則解釈別記２を引用している

ことから、原案のとおりとします。 

 23ページ／上 1行目 

＜内容＞ 

現行案：短周期の地震動レベルを基本震源モデルの 1.25 倍と設定

した 

修正案：短周期の地震動レベルを組合せを考慮するケースの 1.25倍

と設定した 

理 由：不確かさの組合せケースの短周期の地震動レベルは，「基本

震源モデル」ではなく，「断層傾斜角の不確かさを考慮したケース」

及び「破壊伝播速度の不確かさを考慮したケース」の 1.25 倍とな

るように設定されていることから，「組合せを考慮するケースの

1.25 倍」と記載することが適切と考える。 

 

 御意見を踏まえ、「短周期の地震動レベルを断層傾斜角の不確

かさケース又は破壊伝播速度の不確かさケースの 1.25 倍と設

定した。」に修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 25ページ／上 10行目 

＜内容＞ 

現行案：地震モーメントは入倉・三宅（2001）により断層面積から

設定し 

修正案：地震モーメントは入倉・三宅（2001）あるいは Murotani et 

al.(2015)により断層面積から設定し 

理由：「F-III断層＋F-IV断層＋F-V断層による地震」の断層傾斜角

の不確かさを考慮したケースの地震モーメントは Murotani et 

al.(2015)により設定されていることから，「 Murotani et 

al.(2015)」を含めた記載とすることが適切と考える。 

 

 御意見を踏まえ、「地震モーメントは、その大きさに応じて入

倉・三宅（2001）又は Murotani et al.(2015)により断層面積

から設定し」に修正します。 

 77ページ／下 1行目 

＜内容＞ 

現行案：復水器エリア水密扉 

修正案：復水器エリア水密扉等 

理 由：タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）と

タービン建物（復水器を設置するエリア）の物理的な分離するため

の浸水防止設備には，復水器エリア防水壁及び復水器エリア水密扉

の他にタービン建物床ドレン逆止弁も含まれるため，「復水器エリ

ア水密扉等」の表記が適切と思われます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 102ページ／下 8行目，103ページ／上 1行目 

＜内容＞ 

現行案：降下火災物 

修正案：降下火砕物 

理由：誤記と思われます。 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 129ページ／上 9行目 

＜内容＞ 

現行案：ただし、原子炉制御室及び補助盤室のうち制御盤内並びに

原子炉格納容器内の区画における影響軽減に係る設計方針につい

ては、（３）、（４）及び（５）で記載している。 

修正案：ただし、原子炉制御室及び補助盤室のうち制御盤内並びに

原子炉格納容器内の区画における影響軽減に係る設計方針につい

ては、（３）及び（４）で記載している。 

理 由：（５）には「制御盤内並びに原子炉格納容器内の区画」につ

いて記載されていないと考えます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ・146 ページの 28行目「仮定しない」は「考慮しない」のほうがよ

いと思います。同 12行目の例と同様に。 

・146 ページの 31行目「周辺の公衆」は「周辺公衆」のほうがよい

と思います。同 18行目の例と同様に。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 147ページ／下 1行目 

＜内容＞ 

現行案：重大事故等発生時には遮断機を投入する 

修正案：重大事故等発生時には遮断器を投入する 

理 由：誤記と思われます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 150ページ／下 9行目 

＜内容＞ 

現行案：クレーン本体、脱線防止装置及び走行レールに発生する荷

重 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

修正案：燃料取替機本体、脱線防止装置及び走行レールに発生する

荷重 

理 由：設置変更許可申請書に合わせた「燃料取替機本体」が適切

な名称と思われます。また，燃料取替機はクレーン構造ではないと

考えます。 

 

 173ページ／表 IV-1 申請者の重要事故シーケンス等の選定につい

て／運転停止中の原子炉における燃料破損防止対策 

現行案：これは、残留熱除去系のフロントライン系故障、残留熱除

去系のサポート系故障及び外部電源喪失のうち、残留熱除去系のフ

ロントライン系故障と残留熱除去系のサポート系故障では崩壊熱

除去機能への影響は同じであるが、余裕時間の観点で残留熱除去系

のフロントライン系故障が厳しい。なお、外部電源喪失後の崩壊熱

除去機能は「全交流動力電源喪失」に包絡される。 

修正案：なお、残留熱除去系のフロントライン系故障、残留熱除去

系のサポート系故障及び外部電源喪失のうち、残留熱除去系のサポ

ート系故障及び外部電源喪失後の崩壊熱除去機能喪失は「全交流動

力電源喪失」に包絡される。 

理由：設置変更許可申請書の追補（添付書類十）において、残留熱

除去系のサポート系故障及び外部電源喪失後の崩壊熱除去機能喪

失の対策の有効性については、「全交流動力電源喪失」にて確認する

とされています。 

 

 御意見を踏まえ、「これは、残留熱除去系のフロントライン系故

障、残留熱除去系のサポート系故障及び外部電源喪失のうち、

残留熱除去系のサポート系故障及び外部電源喪失後の崩壊熱

除去機能は「全交流動力電源喪失」に包絡されるためである。」

と修正します。 

 182ページ／下 7行目 

現行案：評価項目を満足するものの、高め（約 128℃）に推移して

いる解析結果を示している。 

 御意見の「（約 128℃）」については、「高めに推移している解析

結果」を補足的に説明するものとして、審査資料に示されてい

る評価結果を付記したものです。御指摘のとおり「本論点が取
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

修正案：評価項目を満足するものの、高めに推移している解析結果

を示している。 

理 由：本論点が取り扱われた時点の解析では温度の数値「約

128℃」は示されていないと考えられます。なお、「約 128℃」は審

査の過程で高圧・低圧注水機能喪失に係る解析見直しが行われた結

果を反映した現在の設置変更許可申請書の解析結果の数値と思わ

れます。 

 

り扱われた時点の解析」の結果ではありませんが、分かりやす

さの観点から記載したものであるため、原案のとおりとしま

す。 

 230ページ／下 2行目 

＜内容＞ 

現行案：また、この場合の格納容器フィルタベント系使用時の敷地

境界での実効線量の評価結果は、約 1.7×10-2mSvであり、5mSvを下

回ることから、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを

与えることはない。 

修正案：（削除） 

理由：減圧及び炉心冷却操作が遅れた場合の敷地境界での実効線量

の評価は、「高圧・低圧注水機能喪失」のシナリオにおいて実施され

ているものであり、「LOCA 時注水機能喪失」のシナリオでは実施さ

れていないと思われます。 

 燃料被覆管の破裂及びそれらからの放射性物質の放出の影響

を確認するための炉心の冷却の開始時間を 30 分遅らせた場合

の敷地境界での実効線量の評価は「高圧・低圧注水機能喪失」

に記載しています。一方、「LOCA時注水機能喪失」においても、

操作条件の不確かさの影響評価として、申請者は、炉心の冷却

を解析上の開始時間に対して 5分遅れで開始した場合の敷地境

界での実効線量について燃料被覆管の破裂の有無の観点から

定性的に評価しており、この評価を正確に記載するため「また、

この場合でも燃料被覆管の破裂は発生せず、格納容器フィルタ

ベント系使用時の敷地境界での実効線量の評価結果は、②c.と

同等となり、5mSvを下回ることから、周辺の公衆に対して著し

い放射線被ばくのリスクを与えることはない。」と修正します。 

 

 235ページ／上 20行目、上 21行目 

＜内容＞ 

現行案：約 16cm2、約 1cm2 

修正案：16cm2、1cm2 

理由：解析条件の設定値であり、「約」は不要と考えます。 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 p.266 PCV水素燃焼 解析結果にて、c.は７日後の状況の記載であ

り次の d.文頭に「その後」とあるが、d.の内容は１２時間後の操作

についての記載のため、時系列が一致していない。そのため、c.と

d.の内容を入れ替えるのがよい。 

 

 c.は、格納容器破損防止対策の評価項目に対する申請者の解析

結果を記載しており、d.は、安定状態に向けた対策として実施

する内容を記載しているため、c.と d.の記載の順序は原案のと

おりとさせていただきます。また、c.と d.とを時系列で記載す

る意図はありませんので、御意見を踏まえ、d.の「その後も」

は削除します。 

 

 307ページの 10行目「判断できる」は「判断した」などと断言でき

ないのか？ 

 

 御意見を踏まえ、「妥当と認める」と修正します。 

 313ページ／上 12行目 

現行案：緊急時対策要員（初動対応を行う者に限る。） 

修正案：緊急時対策要員のうち初動対応において重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員 

理由：設置変更許可申請書では、予期せぬ有毒ガスに対する防護対

象者は「運転員及び緊急時対策要員のうち初動対応において重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員」となっており、現場

要員を含まないことが分かる表現がより適切と考えます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 338ページ／上 5行目 

＜内容＞ 

現行案：この手順では、現場での操作を計 2 名により、5 分以内に

実施する。 

修正案：この手順では、現場での操作を計 2名により、15分以内に

実施する。 

理由：設置変更許可申請書の追補（添付書類十）のとおり、「15 分

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

以内」とすることが適切と考えられます。 

 

 374ページ／上 14行目 

＜内容＞ 

現行案：原子炉補器代替冷却系による補機冷却水の確保が可能であ

る場合、 

修正案：原子炉補機代替冷却系による補機冷却水の確保が可能であ

る場合、 

理 由：他箇所では「補機」となっており、誤記と思われます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 

 

 

 384ページ／上 1行目 

＜内容＞ 

現行案：残留熱除去系（A）注入配管を使用する場合には 1 名によ

り、20分以内に、残留熱除去系（B）注入配管を使用する場合には 

修正案：A-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合には 1名によ

り、20 分以内に、B-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合には 

理 由：設置変更許可申請書の追補（添付書類十）の記載から、使

用する用語は、「A-残留熱除去系スプレイ配管」及び「B-残留熱除去

系スプレイ配管」が適切と考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 384ページ／上 9行目 

＜内容＞ 

現行案：残留熱除去系（A）注入配管を使用する場合には、1名によ

り、25分以内に、残留熱除去系（B）注入配管を使用する場合には 

修正案：A-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合には、1 名に

より、25分以内に、B-残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合に

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

は 

理 由：設置変更許可申請書の追補（添付書類十）の記載から、使

用する用語は、「A-残留熱除去系スプレイ配管」及び「B-残留熱除去

系スプレイ配管」が適切と考えられます。 

 

 390ページ／上 12行目 

＜内容＞ 

現行案：残留熱代替除去ポンプは原子炉建物原子炉棟内に設置する

こと、 

修正案：残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に設置するこ

と、 

理 由：設置変更許可申請書の添付書類八では「原子炉建物付属棟

内に設置」とあり、誤りと思われます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 393ページ／上 13行目 

＜内容＞ 

現行案：よう素の放出量を低減するための原子炉格納容器内の pH制

御系（表 IV-4.7-1 参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとし

ている。 

修正案：よう素の放出量を低減するためのサプレッション・プール

水 pH 制御系等（表 IV-4.7-1参照）を用いた主な手順等は以下のと

おりとしている。 

理 由：島根 2号炉は、原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低

減するために、サプレッション・プール水 pH制御系を用い、プール

水中へ薬品を注入し、その後、残留熱代替除去ポンプを使用するこ

とにより、サプレッション・チェンバのプール水を薬液として、ド

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

ライウェルスプレイ配管からドライウェルにスプレイするもので

あるため、「サプレッション・プール水 pH制御系等」とすることが

適切と考えられます。 

 

 394ページ／表 IV-4.7-1 申請者が自主対策設備に位置付けた理由

＜内容＞ 

現行案：（設備名）サプレッション・プール水 pH制御系及びドライ

ウェル pH制御系 

修正案：（設備名）サプレッション・プール水 pH制御系等 

理 由：島根 2 号炉に「ドライウェル pH 制御系」は存在しないと

思われます。原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するため

には、サプレッション・プール水 pH制御系を用い、プール水中へ薬

品を注入し、その後、残留熱代替除去ポンプを使用することにより、

サプレッション・チェンバのプール水を薬液として、ドライウェル

スプレイ配管からドライウェルにスプレイするものであるため、

「サプレッション・プール水 pH 制御系等」とすることが適切と考

えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 397ページ／上 9行目 

＜内容＞ 

現行案：b. 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水。そのために、大量送水車を重大事故等対処設備と

して新たに整備する。 

修正案：b. 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水。そのために、大量送水車及びコリウムシールドを

重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 御意見のとおりですので、修正します。 

- 87 -



84 

 

審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

理 由：設置変更許可申請書の本文及び添付書類八に合わせ、「コリ

ウムシールド」の記載を追加することが適切と考えます。 

 

 414ページ／下 5行目 

＜内容＞ 

現行案：かつ、第５３条等要求事項のうち原子炉格納容器の破損を

防止するための対策に対応するものであること、 

修正案：かつ、第５２条等要求事項のうち原子炉格納容器の破損を

防止するための対策に対応するものであること、 

理由：水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対策

は、「第５２条等」の要求事項と考えます。 

 

 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

「以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５３条等要求事

項イ）及び同ロ）に対応するものであること、②の設計方針が

第５３条等要求事項ハ）に対応するものであること」 

 

 445ページ／上 20行目 

＜内容＞ 

現行案：その後、高圧発電機車等への燃料補給を 70 分以内に順次

実施する。 

修正案：その後、高圧発電機車等への燃料補給を 75 分以内に順次

実施する。 

理 由：設置変更許可申請書の補足説明資料によると、非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンクを使用した場合は「70 分」、ガスター

ビン発電機用軽油タンクを使用した場合は「75分」となっており、

長い方の「75分以内」とすることが適切と考えます。 

 

 当該箇所は、燃料補給に用いるタンクそれぞれについて記載す

ることとし、以下のとおり修正します。 

「その後、高圧発電機車等への燃料補給を、非常用ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク等を使用した場合には、70分以内に、ガ

スタービン発電機用軽油タンクを使用した場合には、75分以内

に順次実施する。」 

 

 453 ページ／表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計

測する重要監視パラメータ／原子炉格納容器内の酸素濃度 

＜内容＞ 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

現行案：熱磁気風式酸素検出器 

修正案：磁気力式酸素検出器 

理 由：設置変更許可申請書において、格納容器酸素濃度（SA）の

検出器の種類は「磁気力式酸素検出器」とあり、「熱磁気風式酸素検

出器」は誤記と思われます。 

 

 484ページ／上 17,19,20,27,31,32行目 

＜内容＞ 

現行案：IV-4.16(2) 

修正案：IV-4.16 2.(2) 

理由：誤記と思われます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 484ページ／下 7行目 

＜内容＞ 

現行案：防液堤等 

修正案：防液堤 

理由：島根 2号炉においては，有毒ガス防護のために保守管理及び

運用管理を実施する対象は防液堤のみと考えます。 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案に対する直接の御意見ではないが 

関連するものへの考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 

  

別紙２ 
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御意見の概要 考え方 

【審査全般】 

 今のミサイルは精度も破壊力高いため、攻撃されたら、原発は間

違いなく破壊されます。 

 

 

 武力攻撃事態に対しては、武力攻撃対処法及び国民保護法に基づ

き、必要な対策が講じられます。 

 テロリズム対策などについて 

島根原発は日本海を挟んで朝鮮半島から至近距離に位置する。残

念ながら国家間の緊張状態が続いている朝鮮半島で軍事衝突が

生じる場合、日本の対処の仕方次第で島根原発はミサイル、爆撃

機などによる軍事攻撃の格好のターゲットになる。大規模な武力

攻撃から原発の安全性を守ることが到底不可能であることは言

うまでもない。このような地理的条件にある島根原発は有事が生

じないうちに運転停止、廃炉にすることが甚大なリスクを回避す

る上で賢明な方策である。 

 

 同上 

 「大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムへの対応」からも、島根原子力発電所の再稼働は認め

られない。東アジアでは地域的な安全保障の枠組みが十分に機能

しておらず、国交のない北朝鮮をはじめ、中国やロシアなども弾

道ミサイルを配備している状況にある。これらの国ぐにと積極的

な外交を進め、地域的な安全保障の枠組みを構築し、相互に弾道

ミサイルの削減、廃棄を進めることが求められるが、現状では、

偶発的な事故も含めて、弾道ミサイルが飛来する危険性は無くな

っていない。ひとたび弾道ミサイルが原子炉に着弾すれば、破局

的な事態を招くことは明らかであり、このような地政学的リスク

を冒してまで、原子炉を再稼働させなければならない合理的理由

は存在しない。 

 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 どんなに理屈や審査を経ても反対です。チェルノブイリや福島の

様な惨劇を繰り返してはいけません。そのような事になってしま

う可能性がある事を進めてしまってはいけません。地震の規模は

いくらでも想定外は色んな事から起こります。起こってから、想

定外でしたではいけません。 

 

 新規制基準は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電

所事故の教訓を踏まえ、地震や津波への対策の強化しており、こ

れに加え、設計上の想定を超えるような事態を想定外とせずに、

電源や注水機能が喪失し炉心損傷に至るような重大事故の発生

も想定した十分な対策を行うことを要求しています。さらに、大

規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生し発電用原子炉施設に大規模な損壊が発生した場

合でも可搬型設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を

有する手順書及び体制の整備を行うよう要求しています。 

 

 幾ら想定外の地震や津波の対策をしたところで、安心安全など決

してありません。最悪のシナリオが起きた時、事前にどうしてい

たか？どう対処しておくべきか？よく考えれば、いえ、考え無く

ても分かる事だと思っています。 

 

 同上 

 

 原子炉がひとたび過酷事故を起こせば取り返しのつかない被害

が生じることは、2011 年 3 月 11 日に発生した福島第一原子力発

電所事故や 1986年 4月 26日に発生したチェルノブイリ原子力発

電所事故を見ても明らかである。 

 

 同上 

 

 原子力の経済的優位性は崩れていくことがすでに予想されてい

る。「想定外」が起こらない可能性は否定できない。起こさないた

めの安全策にはコストがかかり、しかもそれさえこえる事象は十

分発生しうる。仮に次の大規模事故が起きた場合、もはやどんな

理由も言い分も国民、世界は受け入れないだろうと考えるのが妥

当。そしてそれは明日のことかもしれない。 

 

 同上 
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 どれほど厳格な基準に従って作られた施設であっても、あらゆる

科学的モデルは現実の理想化・単純化を必然的に伴って作られて

おり、地震・津波・竜巻・火山その他現実の自然事象は必ず切り

捨てられた穴を食い破って重大事故をもたらします。これは、一

度の重大事故が時間的・空間的に他とは桁違いに巨大な致命的な

悪影響をもたらす商業原子力発電という事業では許されません。 

 

 同上 

 

 世界の中で原発を致し方なく稼働している国々も、せめて日本の

ような地震が起こりうる所には作っていません。何か起こった時

に想定外だと、また言うのでしょうか。 

 

 同上 

 

 基準地震動や活断層の引き上げ、見直しをされたとしても決して

安全という基準に至っていないと思います。一度事故が起きると

取り返しがつかないという対策には到底なりません。 

 

 同上 

 

 避難誘導が理想的に運んだとしても、事故が起きれば、人間の手

ではコントロールすることが不可能で、ただ逃げるしかないもの

を人間の住んでいる近くで稼働すべきではありません。今回、い

わゆる新規制基準に照らして、再稼働可能という判断がなされた

わけですが、科学が絶えず進歩し、いつまでも完全ということは

ない以上、将来にわたってかならず、「あの時点では想定できなか

った」という事が出現する可能性があるわけです。それは仕方な

いことです。しかし、「想定外の出来事が起ったとき、人間の手で

コントロールすることができない」ことが、福島の事故で明らか

になった後からは、「想定外の事態が起きた時に人間の手でコン

トロールできない」ことを承知で再稼働することは間違っていま

す。 

 同上 
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 リスクは自然災害の想定範囲を超え、人為的災害（テロ行為等）

に加え産業界においては当たり前のヒューマンエラーによる失

態を含めば防ぎようがないと考えられる。 

 

 同上 

 

 今後の国際紛争及びテロの主要な攻撃形態は、原子力発電所に対

する小型爆発物搭載ドローンによるものになると考えます。安価

で手軽に実施出来て、国民の戦意継続意思を粗相するのに有効と

判断されているからです。現在の対策ではそれを阻止できない可

能性が高いと考えます。 

 

 同上 

 

 その他人為事象に対する設計方針についてミサイル攻撃やテロ

も想定すべきではないか。 

 

 同上 

 北朝鮮のミサイルだったり、予測不能なテロ等の爆撃に対する設

計上の考慮はなされているのか。 

 

 同上 

 使用済燃料プールは原子炉建屋最上階の位置に、上方からのテロ

攻撃に対して薄い天井のみが存在する極めてぜい弱な状態にあ

ります。また、福島事故では水素爆発で破壊された天井のコンク

リート片が使用済燃料プール内に落下するなど大きな被害を与

えました。原子炉建屋の天井は設計条件を変更して上記の問題を

解決するよう、より強固なものにする必要があると考えられま

す。 

 

 同上 

なお、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため、必要

な水素処理容量を有する静的触媒式水素処理装置等の設備及び

手順を整備する方針であることを確認しています。 

 

 発電用原子炉設置変更許可申請書⇒どういう意味ですか。 

 

 発電用原子炉の設置の許可を受けた者が、その許可を受けた事項

を変更しようとするとき、原子炉等規制法及び原子炉等規制法施

行令に定めるところにより、変更の内容、理由等を記載した申請
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書を原子力規制委員会に提出しなければならないとされており、

当該申請書が発電用原子炉設置変更許可申請書です。 

 

 ”世界一安全な原発”であるという安全神話が流布されている中

で、すべての日本の原発は、安全でもなく安全基準が世界一とは

程遠いことが福島原発事故後、はっきりと証明されているにも関

わらず、安全でないものを安全だと言い放ち、また同じ過ちを繰

り返すべく、原発再稼働に突き進んでいることに危惧を覚えま

す。 

 

 今般の審査は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて定

めた新規制基準への適合性を確認したものであり、地震、津波と

いった自然現象の想定や、重大事故に対応するための設備及び手

順等の実現可能性などを厳しく審査しました。しかし、安全に絶

対はありません。安全追求に終わりはなく、より一層の安全を追

求すべく、事業者には努力を継続するよう促しつつ、当委員会と

しても不断の努力をしていきます。 

 

 新規制基準適合性審査で申請を認めるとしましたが、田中俊一前

原子力規制委員長も現更田委員長も安全を保障するものではな

いと発言しています。 

 

 同上 

 

 島根原発 2号機が新規制基準の合格で、安全性に関して、次の内

どのようなことが担保されるのでしょうか。 

1.事故は起きない。 

2.事故は起きるかもしれないが、米子市には影響が及ばない。 

3.米子市に影響を及ぼすような事故は起きるかもしれないが、市

民は安全に避難できる。 

4.米子市に人的・物的被害を及ぼす事故は起きるかもしれない

が、その補償は確実になされる。 

 

 同上 

 

 福島原発事故の経験、経過と現状をきちんと反映した上での計画

でなければ再稼働は不可能であると判断します。 

 

 同上 
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 原子炉圧力容器破損部から流出する溶融炉心を冷却するために、

原子炉格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注

水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作は、意図

的に溶融高熱物を水に接触させるものである。このような冷却方

式は、「水蒸気爆発を防止するために溶融高熱物は水と接触させ

てはならない」とする一般産業分野における常識、常道に逆行し

たものであるとともに、労働安全衛生規則の水蒸気爆発防止規定

に違反するので、設置変更許可の取り消しを求める。 

 その理由は次のとおりである。 

 労働安全衛生規則では溶融した高熱の多量の鉱物を取り扱う

設備での水蒸気爆発を防止するため、第２４９条で溶融高熱物を

取り扱うピット（高熱の鉱さいを水で処理するものを除く）につ

いては地下水、作業用水又は雨水が浸入することを防止するこ

と、第２５０条で該当設備を有する構築物については床面は水が

滞留しない構造とすること、などを定めている。いずれも溶融高

熱物を取り扱う際には、水蒸気爆発防止のために溶融高熱物と水

との接触を厳しく禁じるものである。島根 2号炉での過酷事故時

に生じる溶融炉心は「溶融した著しく高熱の多量の鉱物」であり、

それを水と接触させる原子炉圧力容器下部への注水方式は、本規

則に違反していることが明白である。 

 

 労働安全衛生規則第２４９条の適用対象となるピットについて

は、「高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。」と規定され、解

釈通達に「高熱の鉱(こう)滓(さい)に注水して冷却処理するも

の」が例示されていることから、原子炉格納容器下部注水設備の

ように、水の注入による冷却処理を前提とした設備に適用される

ものではないと承知しております。また、第２５０条の適用対象

は、「溶融高熱物を取り扱う設備」ではなく、当該設備を内部に有

する「建築物」であることから、同条は、原子炉格納容器下部の

注水設備には適用されないと承知しています。 

 

【特定重大事故等対処施設】 

 緊急対策所は全面マスクなしに 7日間留まり、それに対応する飲

食物を用意すると共にその間の総被曝線量が 100ミリシーベルト

を超えないこととしていることから、中央制御室よりも強度を保

っているべき設備と捉えられるが、これに加えて特定重大事故対

処等施設が存在することになっている。 

 

 特定重大事故等対処施設については、本審査に係る設置変更許可

申請には含まれていません。特定重大事故等対処施設に関する申

請は、別途提出されており、引き続き厳格に審査してまいります。 
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緊急時対応において 2つ存在しているのだが、その役割分担が記

述されていないため、優先度や運用基準がわからない。緊急事態

時に混乱を招く可能性が高くなるので、特定重大事故対処等施設

との関係を明確にすべきである。 

 

 

 

 

 

 

 故意による航空機衝突などによって設備の大規模損壊が発生し、

中央制御室と緊急対策所の機能が喪失した場合の対応が定めら

れていると評価されているが、設備基準第４２条に定められた特

定重大事故等対処設備(特重設備)との関係や特重設備の機能評

価、実効性評価等がなされていない。テロ対策を理由とした情報

の公開制限は原子力基本法第２条に定められた「民主・自主・公

開」の原則を毀損しており、そもそもこの原則を順守できない施

設は社会から退場すべきである。 

 

 同上 

 

【審査基準・審査ガイド】 

 島根原発 2号炉を動かしてはいけません。福島第一原発と同じ沸

騰水型の炉です。福島第一原発事故は収束していない上、検証も

終わっていません。その事を鑑みるべきです。 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故については、国会、政府等に

おいて事故調査報告書がまとめられ、基本的な事象進展等につい

て整理されるとともに、日本国政府から IAEA に対し事故報告を

提出するなど、新規制基準策定時点において、福島第一原子力発

電所事故と同様の事故を防止するための基準を策定するために

十分な知見は得られていたと考えています。新規制基準は、これ

らに加え、IAEAや諸外国の規制基準も確認し、外部専門家の協力

も得て策定しており、最新の科学的・技術的知見を踏まえた合理

的なものとなっています。 

なお、安全の追求に終わりはなく継続的な安全向上が重要である

ことから、福島第一原子力発電所事故の調査・分析については、

新規制基準策定後も継続して行っており、平成 26年 10月には、
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国会事故調報告書において未解明問題として規制機関に対し実

証的な調査が求められていた事項を対象に検討を行った結果を

中間報告に取りまとめるとともに、本年 3月には、原子力規制委

員会で了承された方針に基づいて令和元年 9月から本年 3月まで

に技術的な内容の具体的検討を行った結果等を中間取りまとめ

に取りまとめています。原子力規制委員会では、福島第一原子力

発電所事故の調査・分析を継続するとともに、本年 3月の中間取

りまとめから得られた知見の規制への取り入れについて検討を

進めています。 

 

 島根原発は事故を起こした福島第一と同じ沸騰水型原発です。ま

た事故を起こす危険があります。 

 

 同上 

 

 福島第一原発の事故原因の明確な報告がない状態で、再稼動する

ことは、承諾できません。密接して複数の原発が設置されている

ことは、事故時の対応で、放射能被害がある環境で十分な対応が

できません。再稼動は認められません。 

 

 同上 

 

 設置許可基準の耐震基準を見直し、審査をやり直すべきだ。 

 

 同上 

 阪神淡路大震災直後に通産省資源エネルギー庁は「原子炉は活断

層の上には作らない」と宣言した。ここでいう「上」とは、原子

炉から半径 8～9km の範囲で、宍道断層から島根原発まで 2.5km

の至近距離にある島根原発には設置許可を出せなかった地点で

ある。 

 新規制基準では、いわゆる断層に関連する耐震重要施設に係る要

求としては、設置地盤に係る要求（許可基準規則第３条）と地震

による損傷の防止に係る要求（第４条）などがあります。前者は、

変位が生じるおそれがない地盤に耐震重要施設を設置すること

を要求するものです。これは変位によって安全機能に重大な影響

を与えるおそれがあるため、耐震重要施設を将来活動する可能性

のある断層等の露頭が無いことを確認した地盤に設置すること
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を求めています。後者は、地震の揺れ（地震力）に対して安全機

能が損なわれるおそれがないように耐震重要施設を設計するこ

とを要求するものであり、その地震の揺れを求めるために「基準

地震動」を策定する必要があります。その際に「震源として考慮

する活断層」の評価をすることになりますが、御意見にある宍道

断層はこれに含まれます。 

 

 新規制基準についての看過できない問題点の一つは、福島原発事

故以前の安全審査のために制定され、長年適用されてきた「原子

炉立地審査指針」を不採用としたことである。 

重大事故の一つ「大破断 LOCA+非常用炉心冷却系の機能喪失＋全

交流動力電源の機能喪失」においては、格納容器内の圧力が所定

値を超えないように格納容器圧力逃し装置（フィルタベント系）

を運転員操作で作動させる。この場合、希ガスはフィルタを素通

りして捕捉できないので炉内蓄積量の 100%が排気筒から放出さ

れる評価になる。希ガスが排気筒から全量放出された場合、筆者

試算では、敷地境界における全身被ばく線量は 0.25Sv を大幅に

上回る見通しである。 

規制委員会は希ガスによる被ばくについて、「重大事故の発生を

仮定しても周辺の公衆に放射線障害を与えないこと」とした福島

原発事故以前の立地審査指針による規制を撤廃し、「重大事故」時

の公衆被ばく線量はどれだけ生じてもよいことに変更したので

ある。このように、立地審査指針を新規制基準から排除した規制

委員会の取り扱いは、「重大事故」時に原発周辺の住民を放射線障

害から守ることをやめた規制改悪であり、不当の極みである。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故において、当該事故前の立地

審査指針で想定していた事故の規模を上回る事故が発生したこ

とを踏まえ、審査内容を大幅に見直すこととしました。具体的に

は、従来の「重大事故」、「仮想事故」として想定した放射性物質

の放出量を用いる考え方を改め、炉心の著しい損傷が発生した場

合でも、基本設計ないし基本的設計方針において、原子炉格納容

器の破損及び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止

するという観点から、重大事故等対策の有効性を確認することと

しています。 

有効性評価における放射性物質の放出量の値は、東京電力福島第

一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故により避難を余儀なくさ

れた住民の方々の帰還が困難となる区域を発生させない観点か

ら、諸外国の安全目標も参考にしつつ、放出量が多く半減期が比

較的長い核種である Cs-137 を対象に、100TBq という制限値を設

定したものです。希ガスについては、地表面に沈着することなく

拡散するものであることから、評価対象とはなりません。 

 「格納容器破損防止対策の評価項目」として、「周辺の公衆に対し  同上 
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て放射線障害を与えないこと。そのめやす線量を敷地境界での全

身に対して 100mSvとする。」を追加すべきである。新規制基準で

は、「格納容器破損防止対策の評価項目」として、（c）放射性物質

の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環

境への影響をできるだけ小さくとどめること。」とし、その判断基

準を「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137の放出量が

100TBqを下回っていること」(有効性評価ガイド)としているが、

これは Cs-137 の放出量のみを制限しているだけであり、事故後

初期の公衆被ばくで問題となる放射性の希ガスとよう素も含め

て、放出されるすべての放射性物質による周辺の公衆の被ばく線

量の制限には何ら結びつくものではない。Cs-137の放出量制限に

付け加えて、放出されるすべての放射性物質による公衆被ばく線

量の制限をすべきである。 

福島原発事故以前には立地審査指針により「重大事故時にも周辺

の公衆に放射線障害を与えないこと」としていた規制の大改悪で

ある。希ガスについては評価せず、どれだけ放出されてもよしと

することは、「新規制基準における放射性物質の放出量の制限値

は、格納容器の破損による放射性物質の大量放出を防止するため

の対策の有効性を評価するためのものです。」に反する言辞であ

り、「重大事故により周辺公衆に対して放射線障害を与えないこ

と」を規制対象外にしていることを示しており、不当なこと極ま

りない。 

 

 宍道断層など有力活断層に囲まれている島根原発は、さらに県庁

所在地の松江市に立地している。30 キロ圏内人口は 46 万人に達

し、さらに避難道路などの整備も困難な半島中央部にある。この

原発で大事故が起きた場合、松江市の住民が避難できない風向き

 同上 
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で放射性物質が拡散することも否定できない。「原子炉立地審査

指針」を採用しないこととした規制委員会は、その理由を事故想

定が合わなくなったなどとしている。そのとおりである。ならば、

立地指針の枠組みで新しく過酷事故、福島第一原発事故を想定す

るように変更しなければならない。これまでの原発は全て立地審

査指針に規定されて建てられた。しかし新規制基準適合申請審査

においてこれを無効化したため、新基準と旧基準では全く異なる

想定を前提としていることになる。これは行政処分の連続性と統

一性を行政自ら放棄することであり、特に設置許可処分により影

響を受ける立地地域住民に対する重大な背信行為である。旧指針

において仮想事故を想定した際に、被ばく線量めやす値は「敷地

境界で全身に対して 0.25Sv」だったが、これが満足できなくなっ

ている。立地指針を無効化するのであれば、既存原発すべての設

置許可の取り消しをするべきである。 

 

 設置許可基準規則における耐震基準に、熊本地震(2016年 4月 14

日、16 日)で発生した短期間における激しい地震の繰り返し（繰

り返し地震）を新たな知見と経験として取り入れて、審査をやり

直すことを求める。 

 熊本地震については、公表された観測記録や各研究機関の研究報

告等の知見について、収集・分析を行っており、これまでのとこ

ろ規制基準等を直ちに見直す必要があるとの知見は得られてい

ないと考えています。 

原子力発電所で想定される最大規模の地震動である基準地震動

に対しては、施設の一部の変形が塑性領域に達する可能性もあり

ますが、塑性変形の程度を小さなレベルに留めることを要求して

います。さらに、地震発生時に講ずべき措置について定めること

を要求しており、地震により運転が停止した場合には、事業者は

地震による施設への影響を確認するために点検を行い、施設の異

常の有無や健全性を確認し、補修を行う等、必要な措置を講じら

れるとしていることを確認しています。例えば、地震加速度が大
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きいことによる原子炉の自動停止等をこれまでに経験した原子

力発電所では、地震観測記録の分析や建屋の地震時の健全性評価

を基に、施設が基準地震動を超える影響を受けたかどうか評価し

た上で、詳細な点検、補修等の特別な保全計画を策定し運用され

ています。 

なお、熊本地震の分析については、平成 29年 4月 26日の原子力

規制委員会において、原子力規制庁から報告されています。 

 

 断層や火山の想定が甘すぎる。過少評価になっているので、審査

をやり直すべき。 

 新規制基準では、地震、津波、火山、竜巻、降水といった発電所

の安全機能に影響を及ぼすような自然条件について厳しく想定

することを要求しています。 

 

【審査及び意見募集の進め方】 

 事業者の提出書類の記載に不備・虚偽等あればだれがどう責任を

持つのか予め決めておられますか？これだけの資料の量ですの

で、本当に責任者がきちんと内容を担保している（＝担当者任せ

になっていない）のか規制庁側でもしっかり確認すべきかと思い

ました。 

 

 

 申請書類の記載を正確なものとする責任は申請者である事業者

にあります。仮に申請書類に不備、虚偽等の瑕疵があった場合に

は、その内容に応じて必要な対応を行うことになります。 

 

 今回の原子力規制委員会では、審査書案の審議を延期すべきとす

る委員が 4人中 2人いたにもかかわらず、委員長の賛成により、

審査書案が通ってしまったことは大変遺憾です。この甘い対応

は、中国電力という会社の隠ぺい・改ざん体質を温存し、不祥事

慣れが進むのではないかとの懸念が生じます。 

 

 御指摘の審議については、委員一人一人が独立した見解を持って

賛否を表明した上で、原子力規制委員会の議事は出席者の過半数

でこれを決することとしている原子力規制委員会設置法の定め

に基づき、最終的な意志決定をしたものです。 

なお、当該審議の元となった中国電力が原子力規制庁から受領し

ていた非公開の審査ガイドを誤廃棄していた件については、当該

審議時点で不明であった事案の詳細及び今後の対応方針を本年 9

月 1日の原子力規制委員会において報告しており、今後、当該審
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査ガイドの提供に関し締結している秘密保持契約の下で、中国電

力において秘密情報の適切な管理のために必要な措置が講じら

れることを確認していきます。 

 

 2021 年 6 月 23 日、審査書案審査の際、テロ対策施設についての

貸与されていた資料を廃棄したことが判明したにも関わらず、審

査は多数決によって継続された。住民の命・健康に関わる重要な

審査にも関わらず、3 対 2 で、少数否決で審議を進行しようとし

たことは、原子力規制委員会の住民の命・健康・財産を軽視する

姿勢が現れたものと言える。中国電力が原子力発電所を持つ資格

があるか、再度検討した上で、審査書案を検討すべきである。 

 

 同上 

 

 規制委員会では審査書の案をまとめる時に全会一致ではなく賛

成 3、反対 2 であったという事です。安全性・技術管理について

は一人でも異論があれば先に進めないはずです。従って、この審

査書（案）は撤回してください。 

 

 同上 

 

 中国電力は、「宍道断層と鳥取沖西部断層は連動しない」と評価し

ているが、宍道断層と鳥取沖西部断層が連動するか否かを判断す

る重要項目は１）音波探査記録断面の解釈、２）重力異常の２点

である。原子力規制委員会は、この重要項目の審査に当たり、一

般には非公開であるヒアリング（密室事前会合）において、規制

委員会が事業者に有利な判断結果を出すことを国民に知られた

くないための方策である。このような審査において決定された、

本審査書（案）は撤回すべきである。 

 宍道断層と鳥取沖西部断層との関係について、規制委員会は、公

開の第 491回審査会合において、連動の可能性の有無を確認する

必要があるとの考えを示した上で、事業者に対して、音波探査結

果や重力異常等を踏まえた検討を行い説明するよう指摘してい

ます。これに対して事業者は、後日、公開の第 515回審査会合に

おいて、音波探査結果や重力異常等に基づく検討を行った結果、

両断層が連動しないと評価した旨を説明しています。このよう

に、宍道断層と鳥取沖西部断層が連動しないとの評価は、公開会

合での審査を踏まえたものです。これらの審査会合に先立って実

施しているヒアリングでは、審査会合において行う議論の準備と
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して、審査会合用資料の内容確認等を行っているものであり、内

容についての議論を行っているものではありません。 

なお、規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針に基づ

き、ヒアリングについても議事内容及び資料を公開しています。 

 

 「科学的」「技術的」の意味がわかりません。どこかで説明してい

ますか？意見募集の最初に説明しておいてください。 

 

 科学的・技術的とは一般的な意味で用いています。 

【原子力規制委員会の体制、方針】 

 原子力規制委員会は、「原子力利用における事故の発生を常に想

定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないとい

う認識に立っ」た場合（原子力規制委員会設置法１条）、最新の科

学的知見（仮に、確立された知見でなくても、安全側に立脚した

場合、それが、それ相当の科学的知見である場合も含む）を尊重

して、原子力の潜在的危険性と自然災害の脅威・不確実性、科学

の不確実性に、真摯に、正面から向き合われ、福島第一原発事故

のような重大事故を、万が一にも発生させないと確実に言えるか

否か審査され、仮に、それが言えないとすれば、現世代及び次世

代の人々と良好な環境保全のため、規制基準への適合性がない

と、厳格に判断して頂くことを、心から、強く訴えます。 

 

 

 原子力規制委員会は、事業者から提出があった設置変更許可申請

について、審査会合等において厳格に審査を進めてきており、そ

の結果として、新規制基準に適合しているものと認められること

から、今回の審査書（案）を取りまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 原子力規制委員会は「人と環境を守る」のが役割の筈です。現在

だけではなく、将来も含めた「人と環境」を守ることを考えて下

さい。核のリスクを極力低減させ、又、放射性廃棄物の保管・処

理・処分を極力シンプルに済ませられるようにするのが、現在と

将来の「人と環境を守る」ことに繋がると信じます。「原発ゼロ」

でも、電力供給に支障が生じないであろうことも踏まえ、原子力

 同上 
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規制委員会には、未来を見据えた判断を期待します。本審査書案

は「不適合」とし、島根原子力発電所 2号機の稼働は認めるべき

ではありません。 

 

【高経年化対策】 

 リスクを冒してまで、島根原子力発電所の老朽化した 2号発電用

原子炉を再稼働しなければならない合理的理由は存在しない。 

 

 

 高経年化対策としては、原子炉等規制法に基づき、運転開始後 30

年を経過する原子炉施設について、10年ごとに、機器等の劣化評

価及び長期保守管理方針を含めた保安規定変更認可を行い、その

後の遵守を義務付けています。 

 

 設備の老朽化に関する検算性の検証、評価を求める。島根原発 2

号炉は営業運転開始が 1989 年 2 月 10 日であり、それ以来 32 年

の年月が経過し、設備の老朽化が進行している。福島原発事故後

長期間にわたり運転停止状態という過去には前例のない使用状

況下にもあり、次の重要項目に着目した健全性の検証、評価を実

施すべきである。 

・原子炉圧力容器の中性子照射脆化 

・原子炉再循環ポンプの疲労割れ 

・電気・計装ケーブル等の絶縁物の絶縁性低下(重大事故時の雰

囲気条件も考慮する。) 

 

 同上 

 

【平和利用・使用済燃料】 

 島根原発には 1，2 号機の合計、2678 体の使用済み核燃料を燃料

プールに保管しています（2021 年 3 月末現在）。原子炉よりも耐

震性の危ない燃料プールや使用済み核燃料の処分、保管方法のな

いものを作り出す原発を、動かしていいのか、再度審査を追加し

て審議し直すことです。 

 

 使用済燃料については、国内再処理を原則とし、再処理されるま

での間、適切に貯蔵・管理するとの方針を確認しています。 
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 中国電力は現時点において使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設

計画も発表しておらず、設置変更許可申請も行っていない。中間

貯蔵施設の審査や建設には長期間を要すると見込まれ、島根原発

2 号機を再稼働するのであれば、並行して中間貯蔵施設の建設を

進めなければ、使用済み核燃料の保管長期化や保管量増大による

リスクが増大するが、これについての審査が行われていない。使

用済み核燃料プールについては、リラッキングなどで無理に詰め

込む運用を認めず、十分な余裕をもった状態で運用させること。

事業者に中間貯蔵施設建設等使用済み核燃料の確実な搬出先を

提示させ、その実現性を審査すること。 

 

 同上 

なお、使用済燃料の貯蔵設備は、全炉心及び 1回の燃料取り替え

に必要とする燃料集合体数に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有

するように設計することとされています。 

【原子力防災】 

 島根 2号機の 30キロ圏の人口は 46万人で、30キロ圏内に住む寝

たきり高齢者・障害者の合計は 52,000人います。原発有事の際、

この人達の避難をどうするか。介護の人は最低 52,000 人必要で

す。一人に二人以上の介護の人が必要な場合、これ以上の人数が

必要になります。非常時に、それだけの人数の人を集め、全員無

事に避難することは不可能です。 

 

 

 原子力防災については、原子力災害対策特別措置法に基づき、対

策が講じられます。 

 

 

 そもそも避難計画の全体が人を被爆させないように配慮されて

いません。 

 

 同上 

 高線量の環境下において、事故対応を行うために高線量対応防護

服等の必要な資機材を配備する。事故の対応を行う者だけではダ

メです。何があっても国民を被爆させないで下さい。 

 

 同上 

 人口が多い地域の原発を稼働させるに当たっては、住民が安心で  同上 
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きる避難計画をきちんと作ってください。拙速な再稼働は止めて

ください。 

 

 

 避難計画も全然ダメ。たとえ全員無事にできても、いつ帰宅でき

るのですか。いつ元戻りの生活となり、生活の補償やら何やら、

東京電力に見るように不信以外の何ものでもありません。 

 

 同上 

 IAEAは、設置（変更）許可審査の際に、緊急時計画は深層防護（第

5 層）として実行可能であることが確認されなければならないこ

とを要求しています。日本では規制の対象から外されたままです

が、島根原発周辺 30ｋｍ圏内は約 46 万人が避難の対象であり、

「広域避難計画」が策定されています。この人口は全国でも 3番

目に多く、避難に支援が必要な高齢者等の人数も全国で最多とな

っています。島根原発の重大事故発生時に、誰一人被ばくするこ

となく、安全にかつスムーズに避難することができ、誰一人生活

に困ることのない避難計画でなければなりません。また、30キロ

圏内住民が事故直後に「屋内退避」を強いられます。 内閣府原子

力防災担当と原子力機構が「屋内退避で内部被ばく線量を約 3割

低減できる」と試算を出していますが、北海道などの気密性の高

い住宅の値を用いたものであり、被ばく防止効果は期待できませ

ん。さらに、屋内退避の期間や指示の解除についても明確でなく、

自ら避難できない要支援者への対応も定められていません。避難

計画の実効性についての審査をすることを避けた審査書案は撤

回してください。 

 

 同上 

 島根原発 2号炉で事故が起こった場合、30キロメートル圏内に住

む約 46 万人の住民が即座に安全な場所に長期に渡って避難する

 同上 
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ことは不可能である。私の住む広島県呉市でも 16450人を受け入

れることになっているが、それは実際には不可能である。よって、

中国電力に島根原発 2号機の設置許可を与えることはできないと

考える。 

 

 松江、出雲、安来、雲南、米子、境港の 6市の島根原子力発電所

から 30キロ圏内に人は 46万人が暮らし、避難が難しい。 

 

 同上 

 島根原発から 30 キロ圏内に住んでいる方は、全国で 3 番目に多

いと承知しています。そして広域避難として、私の住んでいる広

島県にも 17 万人以上の方が避難されてきます。広島県の自治体

では、一つの町を除いて全市町に来られますが、その来る方法も

実効性のある方法は考えられないと思います。広島県では 22 の

市町が避難者を受け入れますが、自治体の内、避難所運営マニュ

アルを作成しているのは 11 という状況です。広域避難の難しさ

を思っています。私は、避難問題についても原子力規制委員会の

ようなきちんとした組織が審査することが必要と考えます。 

 

 同上 

 避難計画の問題 

○30 キロ圏内に住む住民は約 46 万人で、国内で 3 番目の大きさ

である。 

○実効性のある避難計画は策定できない。 

○高齢者など要支援者の数が国内で一番多い状況 

○広島。・岡山など県外広域避難が必要で、その体制が整っている

とは思えない。 

 

 同上 

 この地域は、地震、火山、津波と、巨大な自然災害を経験してお  同上 
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り、また避難のための交通インフラも脆弱です。東日本大震災の

時のように西風が吹けば、プルームは島根県や隣接する広島県の

みならず、近隣の鳥取県、岡山県、国立公園の瀬戸内海および沿

岸の各県にも到達し、深刻な汚染をもたらす可能性が高く、中国

四国近畿地方の農業林業漁業、観光など第 3次産業へのダメージ

は計り知れません。 

 

 

【その他関連する御意見】 

 汚染水の処理の技術が進み、核のゴミ（原子力発電所で使い終わ

った核燃料から出る高レベル放射性廃棄物のこと）の処理が技術

的に処理できるようになってから原発を再稼動すべきである。 

 

 

 今回の意見募集は中国電力株式会社島根原子力発電所の発電用

原子炉設置変更許可申請書（2 号炉発電用原子炉施設の変更）に

関する審査書（案）に対する科学的・技術的意見が対象です。 

 

 本案に賛成である。引き続き防災の徹底と人材育成の促進を行っ

ていただきたい。 

 

 同上 

 福島第一原発での収束作業が安全に終了するまでは他の原発を

稼働させないことを望みます。 

 

 同上 

 

 原発を稼働させることは行き場の無い危険な核のゴミを増やす

こととなり、またその保管や監視のための労力や資金も増え続け

ます 

 

 同上 

 

 使用済み核燃料など多くの負の遺産を未来の世代に残すことに

なります。以上の理由により、島根 2号機の稼働には絶対反対で

す。今なら、使用済み核燃料はありません。速やかに廃炉にすべ

きです。我々は未来の子供たちから、この地球、日本を預かって

いるだけです。今だけ、金だけ、自分達だけが良ければいいと考

 同上 
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えずに、未来のため、稼働を止めてください。 

 

 福島の原発事故のこともまだ終わっていません。10年以上たった

のに、原発のゴミのことについてもどうするかわからないままで

す。 

 

 同上 

 

 原子力発電に伴い発生する核廃棄物の処理場がないのに、これ以

上増やしてどうするのでしょうか。再稼働などもってのほかで

す。 

 

 同上 

 

 稼働することで生じる核のゴミの処分方法について、上記と同様

住民の理解が得られているか確認が必要です。さらに 10 万年先

まで責任の持てる核のゴミの処分計画を処分地も含めて示して

下さい。 

 

 同上 

 使用済み核燃料を再処理した後に残る高レベル放射性廃棄物の

地層処分についてはいまだに地層処分する最終処分場の候補地

選定すらままならない状況である。実際問題として、国土全体が

火山や活断層に覆われている日本では数万年に渡って安定して

いる地層処分に適した土地を見つけるのはほぼ不可能ではない

だろうか。このように、この審査書案が対象としている技術はそ

の技術の活用によって生じる廃棄物の処理方法すら定まってい

ない未完成の技術と言える。このような未完成の技術に対して未

完成な部分の議論を抜きにして他の部分の議論をするのはまっ

たく意味がない。したがって、この審査書案の全ページを一旦撤

回すべきである。 

 

 同上 
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 放射性廃棄物の処理方法について、具体化の目途がたっていると

はいえない現状で、さらに放射性廃棄物を産み出さざるをえない

原子力発電の再開は、事態を悪化させると考えます。 

 

 同上 

 「持続可能な社会」を目指すとすれば、電力の使用量を減らし、

生活の近所で必要量をまかなえる量を創る方向を真剣に検討し

てほしい。 

 

 同上 

 

 最初から原発を稼働させねばよいのです。 

 

 同上 

 

 2010年、長年 511件もの「点検もれ」を会社ぐるみで放置してき

た。以上のような安全管理ができない会社は信用できません。こ

の審査書（案）は撤回すべきです。 

 

 同上 

 

 原子炉設置に反対です 

 

 同上 

 

 一切の原子炉建設、運用に対して強く抗議します。故郷を破壊す

る危険のある原子力利用に反対します。即刻中止してください。 

 

 同上 

 

 島根原発 2号機は再稼働せず廃炉にして下さい。その理由は、放

射能から人類を守るためです。 

 

 同上 

 

 中国電力は、昨今まで、法的な後ろ盾のない、上関原発建設海域

でのボーリング調査を行おうとしていました。これは、同社の住

民軽視をうかがわせるものです。 

 

 同上 

 

 そもそも原子力発電から生じる核廃棄物の処理のための技術的  同上 
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方法も確立していない中、原発を動かすこと自体が間違っている

と思います。また、地震や津波だけでなく、様々異常気象による

災害、またテロや操作ミスなど人為的な原因による事故のリスク

を考えると、より一層原発を動かすことは間違っていると思わざ

るを得ません。今後、再生可能エネルギーが主力になる潮流を考

えると、原発再稼働にコストをかけることは無駄としか言いよう

がありません。事故を起こせば、松江や島根の住民だけでなく、

西日本に大きな被害をもたらします。リスクとベネフィットを考

えると、原発にベネフィットは見いだせません。設置変更許可な

ど認めず、廃炉にするべきです。 

 

 

 一般市民生活や、既存の工業設備においてはその災害規模が社会

的に許容範囲に収まっていて、家屋も工場設備も火災保険や第 3

者損害賠償保険によって加害者と被害者間の賠償システムが確

立されている。しかし、原発災害は事業者の保険上限はごく少額

に限られており（2千億円。福島事故費用は現段階で 22兆円。つ

まり 1/100）、原発は単に人工的な民生用のユーティリティ供給シ

ステムでありながら、そのような不可抗力の自然災害と同様の被

害受忍を一般市民に強制する権利があるのであろうか？ 社会

的存立条件を満たしているとは考えられない。原子力規制業務と

して市民に保証できる限界を明示することも規制委員会の責務

である。 

 

 同上 

 

 事故の確率が下がったとのご判断であるなら、万が一の事故に備

えて上限のない損害賠償責任保険をかけていただくよう、ご指導

下さい。 

 

 同上 
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 個人の生活や自治体及び社会への損害に対する補償の試算環境

汚染に対する(主に除染や電力会社が所有者となる放射性物質の

回収義務)科学的な対応とその費用換算及び、電力会社からの捻

出が可能であるかどうか？も不透明であると考えます。 

 

 同上 

 全ての原発即時廃炉に。全ての資金、技術、人員を福島事故の完

全収束に注ぐ事。福島事故全ての被災者の完全救済を。 

 

 同上 

 

 もっともらしいことを並べ立てたとしても、想定外の事項が起こ

って誰も責任を取らないことだけは福島第一原発事故の経緯を

歴史的に見ただけでも言える。このような原子力政策をいつまで

続けるのであろうか。世界では自然エネルギーの潮流が主流であ

る。科学的に論理を並べ立てても人間が動かす時点で、原子力は

コントロールできないことだけは明白ということがこの 10 年で

判明した。原子力規制委員会は原子力ムラの虜にならないことを

設置法の趣旨としながら、結局原子力政策を追認するだけの組織

となった。いまや原子力は将来世代の負債というだけである。科

学的にも、経済的にも、もはや原発を動かす理由はなくなった。

何のために動かすのか。自分の子供にわかるように説明していた

だきたい。胸に手を当てて自身の無駄な仕事について考えていた

だきたい。島根原発は稼働すべきではない。 

 

 同上 

 

 2011 年 3 月 11 日、地震による津波で原発事故が起きました。放

射性物質による汚染で自宅に帰ることができなくなった場所、

「帰還困難区域」は 337平方キロメートルにもなり、その面積は

名古屋市とほぼ同じです。福島第一原発から一番離れた帰還困難

区域は直線距離で約 30ｋｍになり、島根原発二号機から出雲市役

 同上 
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所までとほぼ同じ距離になります。島根原発から半径 30 キロの

円の中には出雲市役所、雲南市役所、安来市役所、境港市役所が

その中に入り、松江市は全域がすっぽりと中に入ります。それは

この円のどこかが帰還困難区域になる可能性があることを示し

ています。原発の危険性、ひとたび事故が起これば人体に被害が

及ぶ核物質を発電に用いる事は、倫理上問題があると常に思って

いました。この事故は知っていながら何もできなかった自分の責

任だと思っています。島根原子力発電所二号機は運転してはいけ

ません。以下の理由から再稼働に反対します。 

 

 田中俊一＜日本の原発はこのまま「消滅」へ＞と島崎邦彦＜葬ら

れた津波対策…＞ 規制委の前委員長と前委員長代理は間違っ

た原子力規制行政を造っておいてなぜ今ごろ発言 田中俊一前

原子力規制委員長が月刊「選択」11月号の巻頭インタビュー＜日

本の原発はこのまま「消滅」へ＞はなかなか強烈だ。規制委の前

委員長も前委員長代理も職を離れると割とまともな発言をする。

以上から、今の新規性基準による審査に合格しても安全だとは誰

にも言えない。合格を取り消すべきだ。 

 

 同上 

 

 原発でなくても電気はおこせます。原発再稼働すれば核廃棄物が

でて、その置き場もありませんし、安全に確保する技術もありま

せん。原発再稼働を容認するなら推進者すべてが事故がおこった

ら税金で後処理するのではなく、推進者全ての人が子孫にもわた

り賠償するという文言をいれてください。公務員は憲法順守義務

があります。現在および未来の主権者のために、私達の国土や海

を島根・鳥取をこえ長い世代にわたり影響を与え、日本の経済そ

のものも終わってしまう原発再稼働はやめ自然由来エネルギー

 同上 
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に早急にシフトしてください。 

 

 常識的に考えて、4 つものプレートがひしめきあって造山運動の

真っただ中にあるような地域で、原発を建設している国はほかに

あるのでしょうか。もちろん、ありません。少なくとも欧米など

先進国で原発を建設している国の多くは、数億年単位で安定した

地殻の上にあります。地震・火山の予知さえ無理な現状で、どの

ように厳しい規制をしたところで原発を稼働させるリスクは、高

すぎることがわかります。政治的ではなく、科学的事実だけから

国民の「生命・健康及び財産の保護」という使命を果たすことが、

原子力規制委員会の役割です。 

 

 同上 

 

 設計基準動地震レベルの繰り返し地震に見舞われると、蒸気発生

器伝熱管及び原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部について安全

機能が損なわれるおそれがある原発が存在する。PWR と BWR とも

に繰り返し地震に対して安全性を担保する規制要求が必要であ

る。 

○参考文献：滝谷紘一「繰り返し地震を想定する耐震基準改正を

求める」『科学』Vol.86、No.12（2016年 12 月号）、1205～1210頁 

 

 同上 

 

 本審査の合格が出れば、第 2の安全神話が確立され、行政その他、

関係機関は規制委のお墨付きさえあれば再稼働へ YESと言わざる

をえない。もっと一般住民に対して、信頼性のある説明がなされ

るべきである。市民のいのちとくらしとふるさとを守るため、ま

た判断する術のない未来を担う子どもたちへの責任として原発

再稼働はもっと熟議されるべき問題であると考えます。 

 

 同上 
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 島根原発再稼働に反対します。再稼働の是非は島根県だけの問題

ではないと思います。やめて下さい。 

 

 同上 

 

 使用済み核燃料を、これ以上 1g も増やさないでください。安全

な廃炉を望みます。 

 

 同上 

 

 福島原発事故は継続中です。東日本の汚染状況は深刻です。「第二

のフクシマ」が起きれば、この国の歴史は終わります。再稼働は

認めるべきではありません。 

 

 同上 

 

 新設された AI 監視システムですが、社員はどの程度これに依存

しているのでしょうか。人間の質も担保されているとは言い難い

ですが、システムもまた、往々にして誤った判断を下すものです。

たとえば AI 監視システムが誤った判断を下した場合、若手の人

員はそれを見抜くことが出来るのか。逆に AI 監視システムの判

断が正しいのに、ベテランが思い込みでそれを黙殺することは無

いのか。どちらかに頼り切りになる事態は避けなければなりませ

ん。規制委員会として、AI監視システムの信頼性は評価したので

しょうか。 

 

 同上 

 

 原発を動かすこと自体に反対です。 

 

 同上 

 

 再稼働の同意はとうていできません。多額のお金を無駄に工事に

つぎ込む前に廃炉を決めるべき。お金は福島第一原発事故の賠償

にあててほしい 

 

 同上 

 

 島根原発 2号機再稼働に反対します。現在も福島第一原子力発電  同上 
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所事故収束の最中であり、終了時期や必要となるリソース（資機

材・人材・予算）も見通せていません。このような中で、原発を

再稼働させ、万一に事故が起きれば、とりかえしのつかない事態

になります。原子力施設の安全性が完全でない事は福島第一原発

の事故で明らかになり、原子力規制委員会や事業者も認めている

ところです。更なる事故の可能性をなくすために、原子力施設を

稼働させないことが一番です。 

 

 

 2017年末発売の岩波新書「原子力規制委員会―独立・中立という

幻想」から、原子力規制委員会の審査合格を信用しない。新規制

基準を作り直して審査しなおしていただきたい。 

 

 同上 

 

 中国電力株式会社島根原子力発電所 2号炉の発電用原子炉設置変

更許可に反対です。事故を起こして 10 年以上経過してもなお、

廃炉の見通しのたたない福島第一原発を抱える国として、すべて

の原子炉を早急に廃炉すべきです。 

 

 同上 

 

 設置変更許可はしないでください。 

 

 同上 

 原発は危険で必要もないので設置変更許可をしないでください。 

 

 同上 

 

 福島第一原発事故(2011 年 3 月 11 日)の教訓が、全く生かされず

にこの日本国での再稼働はあり得ない。事故を目の当たりにして

人類の愚かさをまざまざと見せつけられた今日、なすべきことは

事故原因を明らかして国民に知らせることであろう。この事故で

変わった事は、ただ一つ「放射能を外に漏らさない」であった事

が、「爆発が起きるまでに原子力発電所から水蒸気とともに放射

 同上 
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能を放出する」に変わった。これは、その地域に住む人々に放射

能を浴びながら逃げて下さいと命令しているものです。あの東京

電力でさえ自力で事故修復が出来ない今日、ましてや中国電力の

体力では一度事故が起これば事業そのものが出来なくなってし

まう恐れがあります。電気事業そのものは必要ですが。原発事業

から撤退される時期なのではないでしょうか。いくら国策とは言

え一民間企業に「核」を扱うには限界があります。原発事業に的

確な「安全」「安心」はありません。使用済み核燃料の後始末さえ

出来ない現状に再稼働は無責任です。どこでも起こる想定外の自

然災害に原発は耐えられません。地域住民の命と暮らしを守る為

に原発事業は要りません。 

 

 鳥取県、境港市、米子市は 30キロメートル圏内の自治体です。。

安全協定が立地自治体と周辺自治体とでは異なっています。周辺

自治体には電力会社からの報告で意見を述べるだけで同意・不同

意の権利はありません。しかし、同じように避難計画は義務付け

られています。国が周辺自治体にも「再稼働」について立地自治

体と同じ条件にすべきです。国が再稼働・稼働の条件として項目

に入れるべきことであると強く思います。事故が起きたときのリ

スクは福島の事故で明らかです。 

 

 同上 

 30 キロ圏内の自治体の事前了解権について（ページなし)…避難

計画の策定を義務付けられており、原発事故の際には命を脅かさ

れる再稼働が、頭ごなしに勧められるのは市民には看過できない

ことです。30キロ圏内の自治体の事前了解権について、義務付け

られるべきです 

 

 同上 
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 県庁所在地にある唯一の原発で、同意権が、島根県と松江市だけ。

30キロ圏内にある出雲、安来、雲南、鳥取県、米子、境港にはな

く、事故時の避難計画が求められていて非常に不公平。 

 

 同上 

 プレートは動いており、故意・過失によっても原子炉が生体を破

壊する放射線を放出した歴史があります。中国電力安全委員も、

ニューモ説明者も福島へ泥上げに行っていません。行くと、補償

は被災者を分断し、有意にがんが多発しています。原発はすすめ

ないでください。 

 

 同上 

 原発は不慮を起こした場合、原子力爆弾よりもさらに大きな被害

を及ぼす可能性を秘めております。広島県民として、島根県の原

発に反対します。被爆国である日本が、世界へ原発のない世の中

になるようメッセージを発信しないといけないと思います。私は

これからも微力ながら脱原発の道を切望します。 

 

 同上 

 原発を動かすために再生可能エネルギーへの転換や、電力市場の

安定が妨げられているように思われます。 

 

 同上 

 不正を繰り返す電力会社の信用を回復し、近隣だけではなく広範

囲で住んでいる方々の意見を聞くべきです。 

 

 同上 

 中国電力は、不祥事を積み重ねるにつれて、徐々に住民説明会な

どの真摯な対応をしなくなり、不祥事慣れをしているように見え

ます。 

 

 同上 

 核廃棄物を安全に処分する技術を人類は未だ有していない。これ  同上 
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30 
 

御意見の概要 考え方 

までの原子力への投資はサンクコストとして損切りし新たなエ

ネルギー構想を、各分野の専門家により構築すべき。 

 

 放射能利用が許されるのは太陽のみである。太陽が地球に放射線

をとどける時地球はバンアレン帯をはじめとしどれだけ生物に

対する防御をしているか知るべきです。また、地球が人々を生か

すための自浄作用の閾値を超えている部分もすでにあると思う。 

 

 同上 

 新電力源が未だに開発されない中、脱炭素社会を早急に実現させ

るうえでも、今現在、必要不可欠な原子力発電です。再生可能エ

ネルギーも、太陽光発電システムの盛土移設により熱海で土石流

の大惨事を招いた事実。風力にしても地熱にしても設置場所や環

境対策がネックとなり、中々進展しない現実。最大供給量を誇る

火力も早急に減らさねばならない状況では、原子力に頼るしかな

いのです。 

 

 同上 

 中国電力の安全文化棚上げの屁理屈を、稼働期間中の巨大災害は

ないとの信仰に基づく審査を横行させる規制委員会が黙認する

構図は犯罪的である。 

 同上 
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